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自立と共生の教育社会学(そ の9)
一 教 師 の 体 罰 問 題 と 日 本 の 伝 統 文 化 一

神 田 嘉 延[鹿 児 島 大 学 名 誉 教 授]

Educationalsociologyforpersonalityindependenceandhumanitysymbiosis:

ThetraditionalcultureofJapanandthecorporalpunishmentissueofteacher(PART9)

KANDAYoshinobu

キ ー ワー ド:教 師 の 体 罰 の 社 会 的背 景 、体 罰 容 認 の 父 母 意 識 、 日本 の 伝 統 的な 人 間尊 重 の教 育観 、

教 育 勅 語 体 制 の 体 罰 容 認 意 識 、 愛 の 鞭 論 の 批 判

序章 課 題 と方法

(1)人 間発達 にお ける 自立 と共生 との関係

(2)自 立 と共生 にお け る学 校 と地域

(3)学 校 の 官僚制 化 と地域 か らの 学校 の分 離

(4)基 本 的 な 人権 と して の学 習 論 と民 主 主義 形

成 のた めの公 教育 の原 理

鹿 児 島大 学 教育 学 部教 育実 践 セ ン ター研 究紀 要

第17巻(2007年11月)掲 載

第1章 自立 とコ ミュニ テ ィ

ーマ ッキーバー 、テ ンニ ース、マ ルクスか ら学ぶ一

(1)マ ッキ ーバ ー の コ ミュニ テ ィ論 とパ ー ソナ

リテ ィー の発 達

(2)テ ンニー スのゲマイ ンシャフ トとゲゼ ル シャ

フ トか らみ る人 々の結 合論

(3)マ ル クス の資 本主 義 に先 行す る諸形 態 か ら

み る共 同体論

第1章 鹿 児 島大 学教 育学 部 教育 学 部研 究紀 要

第59巻 教育 科学 編(2008年3月)掲 載

第2章 競争 による孤 立化 と共 生 によ る連帯

(1)デ ュル ケー ム の社 会 的分 業 に よる ア ノミー

的現 象論 と市 民 的連帯 の道 徳教 育論

1,共 同 的人格 か らの機 械 的連 帯 と分 業 の発 展 に

よ る機能 的連 帯 と しての復 原 的制裁 の役 割

2,愛 他 主義 こそ 人 間社会 の本 質

3,分 業 の社 会 的病理

4,社 会 病理 と自殺 問題

(2)孤 独 な群 衆 一 リース マ ンよ り一

(3)現 代 日本 の孤 立 化 現 象 と社 会 病 理 一現 代

日本 の 自殺 急増 問題 を中心 と して 一

第3章 分 業 の発展 による官 僚制 と参 画 民主主 義

(1)現 代社 会 と官 僚制

1,現 代 的視 点 か らの 資本 主 義発 展 と官 僚制 の 分

析

2,官 僚 制 の 発展 によ るエ リー ト退 廃 一G.W.ミ

ル ズ のパ ワーエ リー ト論 の退 廃論 の検 討 を と

お して一

3,官 僚制 の逆 機能 一 マー トン理論 の検 討一

4,日 本 の官僚 制 問題 の特徴

(2)資 本 主 義 の 発 展 と官 僚 制 一 ウ ェー バ ー の 官

僚 制論 の検 討 か ら一

1,ウ ェー バー の官 僚制 論 の特徴

2,官 僚制 的装 置 の永続 的性 格

3,指 導 人物 と官僚 制

(3)学 校 教 育 の 官 僚 制 と新 しい コ ミ ュニ テ ィ 形

成

1,教 育行 政 の特殊 性 と官僚 制

2,学 校経 営 と官僚 制

3,児 童 生徒へ の教 育活 動 と官僚 制

4,校 区 コ ミュニ テ ィと学校 の官 僚制 の克 服

第4章 資 本主 義 と道 徳教 育 の課 題 一稲 盛和 夫 の

人 間観 か ら一

(1)市 場経 済 の道 徳 問題 と稲 盛和 夫 の利他 精 神

(2)稲 盛和 夫 人間 発達観 一 こころ を磨 く一

(3)21世 紀 の社 会 的正義

(4)稲 盛経 営 哲学 とモ ラル 問題

第2章 か ら第4章 鹿児 島大 学 教 育学 部教 育 実



践研 究紀 要第18巻(2008年11月)掲 載

第5章 人 間学概 念 の構造 化

(1)自 立 的 人間性 と正義精 神

(2)人 間の 学一和 辻哲 郎 か ら一

(3)人 道 主 義 倫 理 の 問 題 と道 徳 一 工 一 リッ ヒ ・

フロムか ら一

(4)日 本 的 ヒュー マ ニ ズ ム と人 間 カ ー 伊藤 仁 斎

の検 討 を中心 として

(5)ア ジア 的幸福 観 と利他 の精 神

(6)人 間論 の生物 学 的 アプ ローチ の検 討

第6章 人 間力 と学 問

(1)人 間知 と教養一 ヒル ティの幸福 論の検討 よ り一

(2)生 き方 と人 間力 形成 一伊藤 仁 斎 の童子 門一

(3)学 問 と人間 力形 成一石 田梅 岩 に学 ぶ一

(4)学 問 と仁政(経 世済 民)一 横 井小楠か ら学ぶ一

第5章 か ら6章 鹿 児 島大 学 教育 学部 教 育 実践

研 究 紀要 第19巻(2009年11月)掲 載

第7章 子 ど もの発達 と自立

(1)人 間形成 としての子 ども 自立 的発達 一 フ レー

ベル の 「人 間の教 育」 か ら学ぶ 一

1,子 ども ど もの共 同感 情 の発 達一 微 笑 と安 心 の

共 同感 情一

2,子 ど もの誕 生 と成 長 の源泉

3,学 校 は子 ども にとって 何な のか

4,子 ど もの遊 びの場 を提 供す る地 域社 会 の役割

5,子 ど もの好奇 心 と 自然 環境 の役 割

6,フ レーベ ル か ら学 ぶ芸 術教 育

7,読 み 書 きの教 育

(2)地 域 と学校 一デ ユー イか ら学 ぶ一

1,学 校 の社 会 的役割

2,小 学 校教 育 と子 ど もの生活

3,子 どもの 指導 とカ リキ ュ ラム ー子 ど もの現

時 の体 験 と未来 の経 験一

4,教 材 を扱 う科 学者 の側 面 と教師 の側 面

5,反 省 的注 意 力 と子 ど もの 自立 的精 神 の発達 一

反 省的 注意 力発 達 と 自然 教育 一

以 上7章(1)(2)鹿 児 島大 学 教 育 学部 教

育実 践研 究紀 要第20巻(2010年11月)掲 載

(3)人 間 の 発達 課 題 と教 育 一ハ ヴ ィガ ー ス トか

ら学ぶ一

1生 活と学習

2幼 児期の発達課題

3児 童期の発達課題

4児 童期の発達課題達成における仲間集団と教

師の役割

5児 童期の知的発達

(4)子 どもの知的発達と教育の役割一J・ピアジェ

から学ぶ一

1,子 どもの年齢に応じた知能の発達論

2,自 己中心性と論理的思考の準備

3,感 覚運動的知能と感情の果たす役割

4,7歳 から12歳 までの児童期の発達論

(5)発 達教育学と人間的教育目標一ロー トから

学ぶ

1,教 育学的子どもの発達研究の基本的視点

2,子 どもの発達を促進する諸力

3,問 題解決のための思考能力と情意的 ・感情的

生活

4,創 造的達成能力と自立のための学習過程

(6)未 来の発達水準と子どもの自立一ヴィゴッキー

の発達の最近接領域の理論から学ぶ

1、 ヴィゴツキーからみた従前の子どもの発達と

教授学習の理論

2、 発達の最近接領域論

3,子 どもの発達の最適期上限と下限

4,児 童期における二言語併用問題

5,書 きことばの教授 ・学習

6,子 どもにとって生活的概念と科学的概念の発

達

以上7章(3)～(6)鹿 児島大学教育学部教育

実践研究紀要第21巻(2011年12月)掲 載

第8章 現代の貧困と子どもの発達問題

(1)貧 困論と子どもの発達問題

(2)母 子世帯問題

(3)子 どもの虐待問題

以上 第8章 鹿児島大学教育学部教育実践研

究紀要第22巻(2012年12月)掲 載

第9章 現代の学校におけるいじめ問題

(1)現 代の学校におけるいじめ問題の特徴



(2)学 校におけるいじめの問題論

(3)い じめと子どもの遊び意識の問題

(4)文 部科学省のいじめと人権教育についての

見方

(5)い じめを隠蔽する学校の体質

(6)反 社会的な人格形成といじめ問題

以上 第9章 鹿児島大学教育学部教育実践研

究紀要第22巻(2013年12月)掲 載

第10章 教師の体罰問題と日本の伝統文化

(1)教 師の体罰の構造的要因とその克服

(2)学 校の体罰の実態

(3)体 罰容認の父母の意識

(4)文 部科学省の体罰禁止を求める通達指導

(5)体 罰禁止は江戸時代から日本の伝統的な教

師の掟

(6)江 戸時代薩摩藩の体罰肯定論の批判一とく

に薩摩藩の残酷な教育実態を問題提起する江

森一郎 ・教育史家の問題点一

(7)明 治以降の権力的立身出世主義と軍事的絶

対服従教育による体罰

(8)教 育勅語発布をめぐる対抗一葬られた中村

正直案一

(9)教 育勅語の教育体制の精神主義

(10)愛 の鞭という教員文化論の批判

以上 本巻

第10章 教師の体罰問題と日本の伝統文化

(1)教 師の体罰の構造的要因とその克服

1.体 罰を暴力と区別する教師の会

現代の学校教育においては、出世のための自己

利益、権力欲 ・支配欲によって、安易な目先の業

績評価を念頭に暴力を教育実践の有効な手段と考

える教師がいる。さらに、生徒指導や授業のなか

で悩むなかで、体罰の誘惑、体罰もときには必要

と考える教師とがいる。この二つのタイプの体罰

容認教師は、次元の異なる問題である。

とくに、後者のタイプについては、荒れる学校

のなかでいかにして、体罰をしないでも有効な生

徒指導や教育実践が可能であるのか、また、子ど

もの発達観、教育観の見直しによって子どもの学

習援助や指導を見直すことも求められている。そ

の対処 の方 法 の制度 設 計や 教 育方 法 の 開発 が求 め

られて い る。

それ は、個 々 の教師 の教 育実践 ば か りで はな く、

学 校 全体 と して の教 育 の あ り方 が 求 め られ る と同

時 に、学 校 教育 の なか で は、処 理 で きな い深 刻 な

問題 を も含 んでいる。子 どもの非行 問題 との関連で、

教 師 に よ る体 罰 をな く して い く ことは、 学校 教 育

だ けで はな く、 地域 と父母 と連携 を して い くこ と

は もち ろん の こ とで ある が、教 育 関 係機 関 と児 童

福 祉機 関、 少年 法 の 目的 に よる 関連機 関 との積 極

的な連 携 も求 め られ て いる。

さ らに、個 々の子 ど も達 の現 実 問題 状 況 に対 応

して 、人 間 関係 の発 達 問題 、発 達 障 害 の問題 を も

含 め て、 実 践的 に対 処 して い く ことが求 め られ て

い る。 ここに は、教 師 達 の教 育学 や発 達 心理 学 の

科 学 的な 知見 が 求 め られ て いる ことは い うまで も

な い。体 験 主義 的 な問 題 の処 理で は 、み え な い こ

とが多 々 あ るので ある。

ところで、体罰 を積極的 に教育 とす る 「体罰の会」

は、趣 意書 にお いて、 次 のよ うにのべ て いる。 「体

罰 は、礼儀 作法 を身 につ けさせ るための躾や、技芸、

武 術 、学 問 を 向上 させ て心 身 を鍛 練す る こ とな ど

と 同時 に、 教育 上 の進 歩 を実現 す る につ い て必 要

不 可 欠な もの」 と考 え て い る。 ここで は、体 罰 を

暴 力 と区別 して い る。 暴 力 とは、 自己利 益 、不 満

解 消 、虐 待 を 目的 として弱 い者 を傷 つ ける行 為 と

して いる 。

自 らに苦痛 を課す 鍛 錬 か ら逃 げて 、 自己 の 自覚

と努 力 だ けで は進歩 で き な い人が 多 い。 進歩 を 目

的 とした躾や 鍛錬 にはす くなか らず不 快感 を伴 う。

不 快 な くして怠 惰 な心 の ま まに 身 を委 ね る と進 歩

はな い。 理性 の未熟 な 子 ど もに は、大 人 と同 じよ

う に 自主 性 を期 待す る ことは で きず 、教 育 的矯 正

が必 要で 、 そ の最 も重 要 な ものが 体 罰で あ る とい

うのが 体罰 の会 の考 え方 で ある。

体罰 は教育 を行 う者 に認 め られた懲 戒権 で あ り、

子 ど もは体 罰 を含 む教 育 を受 け る権利 が あ り、 国

家 は体 罰 を含 む 教育 をすべ き義務 が あ る とい う こ

とか ら、体 罰 の会 は、学 校教 育法 第11条 の児童 ・

生徒 ・学 生 に教 育 上必 要 が ある とき は、 懲戒 を加

え る ことが で きる とい う条 項 の体 罰 を加 え る こ と

ができない とい うという条項 の削除を要求 してい る。



体罰 の方法 や 程度 の 法整 備実 現 の教 育再 生 運 動 の

た め に 、平 成21年8月 に 「体 罰 の会 」 を た ち あ

げて い る。

教 師 が体 罰 につ い て、 ノウハ ウ を研究 し、 それ

を 身 につ け る機 会 が 全 くな いた め 、悪 い体 罰 が後

を 絶 た な い と考 え る。 体 罰 の 一 律禁 止 によ っ て 、

よ い体 罰 も悪 い体 罰 も区別 され ず に、 教育 をめ ぐ

る トラブル は後 を絶 たな い とい うのが体 罰 の 会 の

主張 で ある。

体 罰 の肯 定 論か ら現 場 の教 師 と して 、そ の 必要

性 を書 いた もの と して 、 金 子 毅著 の 「体 罰 教 師 」

が あ る。彼 自身、 体 罰 の会 の メ ンバ ー で あ り、 中

学校 の現 場の 熱血教 師 と して 自負 して いる。単 に、

知識 教 育 とい うこ とよ り、教 師 と生徒 とい う人 と

人 の関 わ りにお け る情熱 を注 いで い る と著 書 で 自

己紹 介 して いる。

2002年 に発 刊 され た もの で あ るが 、 体 罰肯 定

の現 場 教師 の 教育 観 がみ られ る。体 罰 否定 が 、学

校教 育 法で も規 定 され、 そ して 、 マス コ ミ等 に報

道 され て い る現 状 の なか で 、生 徒指 導 の苦 悩 のな

か で、体 罰 肯 定観 の 真相 が覆 い隠 され て いる とし

て い る。教 師 の本 音 がみ え に くい側 面 もある 。 こ

の本 は、体 罰 の肯 定 を現 場 の教 師 か ら素直 に書か

れ て いる ので 、そ の見 方 を紹 介 しなが ら、 現 場教

師 の体 罰肯 定 の苦 悩 、そ の教 育 観 の問題 点 を明 ら

か に して い く必要 が ある。

金 子 は、 体 罰 こそ 有効 な教 育 方法 で あ る と次 の

よ うに著 書 の は じめ の 冒頭 に の べ る。 「教育 現 場

に いて 、体 罰 は必 ず しも否定 す べ き指 導法 で あ る

と思 って いな い。 逆 に 、体罰 こそ が有効 な 対応 で

あ る と考 え られ る場 合 もあ る ぐ らいで 、そ の よ う

な 時 に は、 自 ら、 生徒 へ の 体 罰 を実 践 して い る 。

体罰 を して 、 自分 自身、 時 に はい くらか反 省 に至

る こと もな い で はな いが 、そ れ 以 上 に、体 罰 した

こと によ る教 育効 果 を実 感 して い る。 そ して 、生

徒 へ の体 罰 とい う対応 は、絶 対 的 に否 定す べ き こ

とで はな い とい う認識 を強 くして いる」。(1)

体 罰 した こ とによ り、 教育 効 果 が あった こ とを

実感 して いるというので ある。生徒 の体罰 の対応 は、

教育 実 践上 、絶 対 に必要 で あ る とい うのが 金子 の

教 育観 で あ る。 こ こで 、 教 育 効果 の 内容 で あ る 。

金子 も体罰 の対応 とい う表 現をつか って いるように、

あ る特 定 の場面 にお ける こと を指 して い る。

そ して 、体 罰 をす る側 と して のル ール や体 罰 が

なぜ有 効 で あ るか と教 育現 場 に いる者 と して問 題

提 起 して い る。 それ は 痛 ま しい体 罰事 件 を容 認 す

る こ とで は な い と もの べ る 。 「確 か に 、無 能 な 体

罰教 師の愚かな対応 によ り、著 しい傷 を負った生徒、

中 には命 まで落 と して しま う生徒 もいて 、そ うい

う痛 ま しい体 罰 事件 の 話 を聞 くと、加 害 者 た る体

罰 教 師 に、怒 りや 憤 りを感 じな い こ とで はな い。

そ うい う何 とも痛 ま しい体 罰事 件 な ど起 こって ほ

しくな い とい うのは誰 も皆 同 じ思 いであ ると思 う」。

(2)

金子 が指摘する無能な体罰教 師の愚かな対応 こそ、

今 日、学 校 教育 の現 場 で最 も深 刻 に受 け止 めな け

れ ばな らな い 問題 で ある 。なぜ 、 生徒 に命 まで 落

とす痛 ま しい無 能 な体 罰教 師 が生 まれ るの か。 こ

こには 、無 能な 教 師で は済 まされ な い。 それ を容

認 して い く学校 教育 現 場 の管理 運 営 の深 刻 さが あ

る ので ある 。金 子 自身 も体 罰 す る教 師 に もル ー ル

が ある と認 め るよ うに、 また 、怒 りや憤 りを感 じ

る よ うに、著 しい傷 を負 い、命 まで も落 とす 残 酷

な教 師 によ る 陰惨 な暴 力 的体 罰 の実態 が あ る こ と

も指摘 して いる。

教 育実 践 にお け る人 間 の尊 重、 人権 感 覚 を もた

な い特 定 の 暴 力、絶 対 服従 によ る成績 主 義 、勝 利

主 義 、命 令 主義 の規 範 ・秩 序 形成 の 教育 方法 が 現

実 にある。それ は、児童や 生徒 を操 り人形の ごとく、

集 団操 作 し、個 々 の子 どもの 自主 性 、主体 性 を尊

重 す る教 育 方法 で はな く、一 斉 に集 団的 な行 動 を

して 、成 績 や評価 を あげ る こ とに必死 にな って い

く教育 方法 を一 部 にみ るの であ る。

と こ ろで 、教 育 的 な 効 果 が あ る とい う こと は、

長 期的 、短期 的 な課題 か ら、 また、子 どもの成長 、

発 達 の多 面性 、 人 間 と して社会 のな かで 生 きて い

く確 かな 力 として 、具 体 的 にみて い く視 点 が必 要

で あ り、そ のな か で何 を さ して いる のか 。 くわ し

くみて い くことが必 要で あ る。

金子 は、授 業 中 、 よけ いな お しゃ べ りを した 生

徒 に対 して 、教 師 が注 意す るの は ご く当然 の対 応

であるが 、注意 され た生徒 は、 自分 に対 す るイ チャ

モ ン と しか と らえず 、 不満 顔 を して抵 抗 す る生 徒

も いる。 さ らに、教 師 と生徒 の 関係 は、 極 めて 不



健全 で あ り、 教師 の 指導 の 目線 が難 し く、 対等 に

な って いるとのべ る。 教師は体罰 をす ることによ り、

コ ワイ 存在 にな る とい うの で ある 。教 師が 生徒 を

指 導す る立 場 で あ る と い う認 識 の 回復 で あ る と。

教師は生徒 に毅然 と してぶつか らな くて はな らな い。

社 会 の 目が こわ くて も、 生 徒 自体 が こわ くて も、

教 師 は生徒 にぶつ か る こ とに 目を つぶ って は い け

な い とい うのが金 子 の主張 で ある。(3)

現代 の学校で は、生徒 が教師 を敬 う関係 がな くっ

て いる現状 で あ るとす る。金子 の指 摘す る よ うに、

教 師 と生徒 との 関係 は 同 じで はな い こ とはい うま

で もな い。教 師は親か ら信託 され て、親 の見 にな っ

て子 ど もを愛 して 、 人権 を尊 重 し、発達 ・成 長 さ

せて い く義 務 があ る。 この こ とに対 して 、生徒 は 、

敬 い の気持 ち を教 師 に も って いる ことが、 学 習者

と して の生 徒 と、学 び を支援 し、指 導 して い く教

師の教育的な人 間関係 がな りた って いくもので ある。

そ れが 、崩 壊 して い る現 象 のな か で教 師 は、 どう

対応 す べ きで あ るの か。 金子 は指導 にお ける 人 間

関係 の構 築 、 教師 が 教育 して い くう えで の権威 の

確立 の うえで 、体 罰 も必要 と考 え るので あ る。

問題 は 、教 師 自身 が体 罰 に依 存 した権 威 の 回復

とい う こと に慣 れ て 、権 威 に従 っ て いかな い 生徒

に対 して 、体 罰 のエ スカ レー トに よ る痛 ま しい悲

惨な暴力 に発展 しな いか とい うことである。金子 は、

そ の点 に対 して、 教 師 の体罰 に もル ー ルが 必 要 と

して、 そ の歯 止 め を期 待 す る。 さ らに、最 も重大

な ことは 、生 徒 自身 が、 教 師 の体罰 によ って 、敬

う関係 にな って い くか とい うこ とで ある。 コワイ

教 師 の存在 は 、イ コール そ の教 師 を生徒 が 尊 敬 し

て い る ことで はな い 。 コ ワイ存 在 で あるか ら、従

うと い う ことで、 み せか けの権 威 で あ り、 あ る意

味 で は力 によ る支 配 で あ る。生 徒 の心 のな か に 内

在 させ て い く教師 に対 す る権 威 の 関係 は、 尊 敬す

る気 持 ちの育 成 であ る。

金子 は体 罰 の規 程 を次 の よ うに のべ る。 「体 罰

とは生 徒 に対 して 手 を 出す こと、 つ ま り平 手 で叩

い た りパ ンチ で 殴 った り、 あ るい は蹴 った り とい

う暴 力的 な対応 で 考 えて い きた い思 う。教 師 が生

徒 に対 す る指 導 の上 で、 口頭 で 説得 す る だ けで は

済 まず 、暴 力 的行 為 に至 った対 応 こそ体 罰 とす る

の が、 最 も焦 点 を絞 った 象徴 的 な と ら方で は な い

か と思 う」。(4)

教 師 は本 来、 生徒 にた い して強 者 の立 場 に あっ

たは ずな の だ とい うの が金 子 の主 張 で ある。 教 師

は生徒 を指 導す る とい う認 識 が教 師 が強 者 で ある

と い う ことで ある 。そ もそ も教師 は教 える側 で 生

徒 は教 えて も らう側 で 、そ の 立場 の 区別 、対 等 で

な いとい う教師 の強 さが 必要 で ある とい う。

「この強 さ は、 力 の強 さで あ り、説 得 力 の 強 さ

で もあ り、 また 、尊 ばれ るに値す るそ の人 の 力量、

人 と して の強 さ を有 す る こと もで きる 。教 師 に、

個 人 として の 力量 が ある な らば、 教 師 と生徒 が あ

えて 区別 されな くて も何 ら問題 はな いが 、そ うで

なか った ら、学 校 とい うシス テム は 教師 と生徒 の

区別 無 くして機 能 しな い 。教 師 は学校 で 生徒 を管

理 しな けれ ばな らな い し、 また、 教 師 は生徒 に対

して強 者 と して 君 臨 しな けれ ばな らない。

生徒 を指 導す る教 師 が強 い立場 にあ り、そ うで

あ りなが らも、 生徒 に対 して 目線 を下 げて対 等 な

立 場 に立 って優 しく指 導す る いうの が理想 で あ り、

また これ が基 本 で あ る。 しか し、 現 実 の学校 の 状

況 を見 ると、 どうも教 師 は生徒 と対等 に成 り下 がっ

て いる よ うな傾 向 に ある 。一応 、 イ ニ シア チ ブを

と って いる だ けで 、父 兄や 社会 には どう も教 師 も

生徒 も対等 に扱 われ る傾 向 にあ る」。(5)

この よ うに、 金子 は 、教 師 は生 徒 に対 して強 さ

を もつ 関係 が必 要 で ある とす る。 教 師 は生徒 を管

理 しな けれ ばな らな い し、生徒 と対等 な 立場 で は

現 代 の学 校教 育 の状 況 で は指 導 で きな い とす る。

そ して 、体 罰 は非常 に有効 な 手段 で あ る と次 の よ

う にのべ る。

「時 に は、 体 罰 は 否定 され る ど ころか 、 む しろ

非 常 に有 効 で あ り、学 校教 育 をス ム ーズ に展 開 す

るた め の最 善 の手段 にな る事 さ えあ る とお も って

い る。逆 に、体 罰絶 対 否定 の考 え方 に縛 られ 、 そ

の固 定観 念 の為 にスム ー ズ に教育 が で きず に、 学

校 とい う システ ム が機 能 しな い状 態 に陥 る ことが

実 によ くあ る。 … …教 育 にお いて は 、暴 力 で さえ

も全 面的 に否定 して しま う こ との方 がむ しろ問 題

で ある と私 は あえ て言 い た い。勿 論 、私 も基 本 的

に は暴 力 を決 して い い ことで あ る と思 って いな い

し暴 力 には 反対 で あ る。暴 力 を よ し としな い人 間

に暴 力 をふ る うつ も りな どな い。 暴 力で 自分 自身



教化 させ るつ も りもな い。 しか しで ある。 子 供や

生徒 を取 り巻 く環 境 に暴 力 は全 く皆 無 な ので あ ろ

うか 。実 はそ うではな い」。(6)

金 子 は 、体 罰 の必 要性 と して 、教 師 の指 導 にお

け る権威 や 管 理 を不 可欠 に して い る こ とか ら、そ

れが機能 しな い場合 に、力の強 さをあげるので ある。

生徒 が 教師 に授業 を受 け入れ る とい う敬 う気 持 ち

が な けれ ば、 教師 は 、生 徒 に対 して強 者 と して君

臨 しな けれ ば 教育 的 指導 は 無理 で あ る とい う見 方

で ある。

教 師 が説 得 力が あ り、 敬 ばれ る 人 と して の 力量

を も って い るな らば 、教 師 と生 徒 の 区別 を意識 し

な くて も問題 な く教 育 的指導 はで き るが、 そ うで

な か った ら、 強者 と して の 力 によ る君 臨が 必 要 と

して い るので あ る。 現場 の教 師 と して 、金子 自身 、

教 師 と して の 説得 力 の 力量 、教 師 と して生 徒 か ら

尊敬 させ る人 として の 力量 を大 切 に して いる とみ

られ るが 、そ れが 、 存在 しえな い 生徒 と教 師 の人

間 関係 が現 存 す るな かで 、強 者 と して 君臨 す る教

師 の演 出が 教 育 的指 導 と して必 要 で ある とい う見

方で あ る。

と ころで 、 教育 的 指導 とい う生徒 と教師 の 人 間

関係 の条件 に、生 徒 自身、そ の教 師か ら学 び た い

とい う敬 う気 持 ちが な けれ ば、 そ の生徒 が 授 業 に

心 か ら対 応 して い く ことは不 可 能 で ある。 生徒 の

学 び た い と い う基本 的な 要 求 が ど こに あ るの か 。

そ の授 業 との現 実 的 乖離 を じっ く りみ つ めて い く

こと も必 要で は ないか 。

学 び た くな い生 徒 を無 理や りに教 室 とい う授 業

の なか に座 らせて 、 一方 的 に聞 かせ て も、生徒 は

堪 え忍 ぶつ らさ を味 わ うだ けで あ る。 教師 は 、楽

しい授 業作 りや、 児 童 ・生徒 の興 味 のわ く授 業 の

工夫 、 学校 行 事や クラ ス活動 、 部活 動 にお ける学

校 生活 で の人 間 的な喜 び を児 童 ・生徒 自身 に体 験

させ て い く工 夫 が求 め られ て いる ので ある。

このた め には 、安 易 に差別 観 を 生む よ うな過 度

な学 力 競争 、子 ど もの個 性 を いび つ に して い くコ

ンクー ル主 義 、勝 利 至上 主義 のス ポー ツ活 動 な ど

は あ らた め るべ きで あ る。子 ど もを弱 肉強 食 の競

争主 義 か ら守 り、 学校 生 活 のな か で、 喜び や感 動

を共 に共有 し、共 に未来 にむ か って 、切 磋琢磨 し、

創造 的 に 、楽 しく生 きて い け る能 力、確 か な 学 力

を共 に協 働 のな か で身 に つ けさせ て い く こ とが 学

校 教育 の教 育指 導 の使命 で ある。

現 代 の 子 ども のな か に は 、暴 力的 虐待 を受 け、

無 責 任 に養 育放 棄 され て 育 って い る事例 も あ る。

また 、大 人 自身 を信 頼 で きて いな い子 ど もも少 な

くな い。 そ れが 、反 抗 期 と い う発 達段 階 の なか で

複 雑 にあ らわれ て、学 校で の問題 行動 の対 応で も、

かつ て の育 ち のな かで 孝 の精神 が 身 につ け られ て

い く時代 で もな い 。地 域や 家庭 の教 育 力が大 き く

低 下 して いるな かで子 どもが育 って いる ので ある。

この基 本 的 な社 会 的状 況 をお さ えて教 師 は 、生 徒

との 関係 をみ なけれ ばな らない。

そ こには 、従 前 に比 べ て、特 別 の 配慮 が学 校 の

教 師 ばか りで はな く、 教育 の 関連 機 関が もって い

る こ とを認 識 しな けれ ば な らな い。体 罰 とい う教

師 の絶対 的 な 力 によ る君 臨 とい う方 法で は 、問 題

の根 本的 な解 決 にな らな い。 む しろ 、体 罰 は人 間

の尊厳、人権 という民主主義 的な人 間の形成 に とっ

て大 きな 課題 を失 って い く。 この こ との方 が学 校

の秩 序 回復 とい う以 上 に 、重大 な 問題 で あ る こ と

を 自覚 すべ きで あ る。

金子 も指摘 す る よ うに 、教 師 と して の説得 力 の

力量 、教 師 として 生徒 か ら人 として尊 敬 させ る人

間的 力量 あ れ ば とい う ことで はな く、そ の 力量 形

成 に全 力 をあげ てい く ことでは ない か。 この際 に、

説 得 力 の力 量、 尊敬 させ る力 量 のな か に懲戒 の 行

使 を どのよ うに して有 効 に使 って い くのか とい う

こと も重 要 な課 題 で ある 。生 徒指 導 にお ける教 師

の教 育的 な指 導 に懲 戒 の行 使 は、 子 どもの 人間 的

な発達 における教育的援助 して不可 欠な ことであ る。

金子 の教 育論 の なか に 、教 育 はバ ーチ ャル で は

な く、 身 を もって実 感 す る こ とが 必 要で あ る とい

う見方 か ら、暴 力 を否 定 し、暴 力 を抑 制す る 力は、

自 らが痛 み を体 験す る ことで あ る と して い る。 暴

力 の痛 み を感 じた ことの な い生徒 には、 教育 指 導

上 に体 罰 は必 要 で ある とい う考 え を もっ て い る。

そ の ことにつ いて金 子 は次 のよ うに のべ る。

「理性 の確 立 して い な い子 供 の 世 界で は、 力 関

係 そ の ものの根本 が暴 力が支 配 して いる ので ある。

大 人 が い く ら暴 力 を否 定 して も、 子 供 の世界 には

暴 力 は存 在 す る。子 供 の 中 にはそ ん な暴 力 に屈 し

つつ成 長す る子 、暴 力に物 を言 わせ て成長 す る子 、



あ る いは大 人 が暴 力 否定 に敏 感 な ため 、そ こか ら

あ る程度 隔離 されて 成長す る子 が 出て くるだ ろ う。

多 くの子 供 は 、暴 力 に触 れ て痛 い 目 にあ い、痛 い

とい う感 覚 か ら自制 心 を身 につ け る。 い ろい ろな

機会 で 自制 心 は育 まれ るで あ ろ うが、痛 み とい う

ことか ら育 まれ る 自制心 も一 つ の健 全 な 自制 心 の

獲得 法 で あ る といえ る。 私 は、 こう い う場 合 、親

や教 師が 余計 な痛 み を与 えな くて よい と考 える。

… …暴 力 で ぶつ か って 勝 ち 抜 いて きた 子 供 は 、

自分 こそが 天 下 を とって い る とい う 自尊心 が 芽 ば

え る可能性 が 高 い。 潜在 的 にそ うい う意 識 を持 ち 、

自制心 はそ れ に反 比例 して 、腕 力 を糧 に 自我 をむ

さ ぼ る ことが 起 き るだ ろ う。そ うい う子 供 に何 よ

りも必 要な 処 方箋 は痛 み で あ る。子 供 は、 自 ら痛

み を感 じな くて他 人の痛 みな どわか らな いので ある。

痛 み によ り、 ふ くれ あが った 自尊心 をあ る程度 抑

えてお くことは必要 な ことである と私は考 えて いる。

そ うで な くて は、 暴 力 は何故 いけ な い ことか とい

う本 質 的 な理 由 を実感 で き な くな って しまい かね

な い。 暴 力が い けな い こ とで ある ことを子 供 が分

か る こ とが 重 要な の で あ って、 大 人が 暴 力 を禁 じ

て しま う ことが重要 で ある とい うとい う考 え方 は 、

教育 の本 質 の見誤 っ た考 え方で あ る」。(7)

現 代 の学 校 で の生 徒 は弱者 で は な い とい うのが

金子 の見 方 で あ る。 教育 を受 ける権 利 の拡 大解 釈

や個 性 尊重 とい う こ とで 、 責任 放棄 と子 供 に甘 い

学校 社 会 にな って い る とい うので あ る。 中学 生 に

な る と体 力 も増 して 、甘 や か され て 自尊 心 ば か り

高 ま って い く と、思 い とお りにな らな い ことに攻

撃性 を もつ 。 大人 によ って甘 や か され て育 っ た生

徒 が歯 止 めが きか な くな って い く。教 師 は、 生徒

の増 長 した 自我 との 闘 い に勝 た ね ばな らな い 。そ

れ に は、教 師 は気 力 を も って立 ち 向か う ことが必

要 で あ る とす る 。未 成 年 の 子 供や 生徒 に対 して 、

体罰 絶対 否 定 とい う ことで 、生 徒 は安 心 とい うこ

とで はな く、む しろ 自我 を増長 して、気 ままにな っ

て 、 自分 の思 い通 りにな らな い こと に攻撃 して く

る とい うので あ る。

「教 師 と生 徒 がぶ つ か った 時、 教 師 は 絶対 に甘

ん じて 引 いて しま って はな らな い 。 自尊心 をふ り

か ざ し、 強硬 に闘 いを挑 んで きた場 合 に、教 師は 、

必ずその闘 いに勝たね ばな らない。 引いて甘 んじて、

他 の生徒 の 信頼 を失 う ぐ らいな ら、 それ よ りも体

罰 を して で も生 徒 の無 用 な まで に膨 れ あが った 自

尊 心 を取 り払ってお かねばな らない。 鼻 をへ し折 っ

てお くの は早 けれ ば早 いほ どよ いの だ。

逆 に、 教 師が 気 で敗 れ て 引いて しま うな ら、 そ

の経験 を重 ね る ご とに、そ の 生徒 は 無用 な 自尊 心

を高 めて い くのだ 。理 性や 自制心 を育 まれ な い う

ちに、 この無用な 自尊心 を高 めさせ て しま うことが、

教 師 が気 で 闘わ な か った り負 けて しま う も う一 つ

の責 め られ るべ き罪 で あ る。 こう した こ とが重 な

る と生徒 は 、わ が ま まを増 長 させ どん どん 身勝 手

で理不 尽 にな ってい くのだ 。我慢 や忍 耐 もで きず 、

秩 序 も乱 す 一方 にな る。大 人 として の教 師 が、 生

徒 のわが まま の前 に立 ち はだ か るの な ら、そ こま

で含 め た 責任 を持 って 対 応 しな けれ ば な らな い。

ぶ つ か って 、た とえ殴 り合 いにな っ た と して も気

と しては引いて甘 ん じてはな らな いのだ。 そ もそ も、

教 師側 に気 が充 実 して い たな ら、 こ こまで緊 迫 し

た対立 やぶ つか りあい は滅多 にな らない」。(8)

以 上 のよ うに、教 師 は 生徒 の無 用 の 自尊心 と身

勝 手 な理 不 尽 に対 して 、気 力 を もっ て闘 っ て い く

ことが大 切 で ある として い る。理 性や 自制心 を育

まれ な い生徒 に、 我 慢 や 忍耐 を育 て い く こと は、

教 師の気 力を もての闘 いが必要 と しているのであ る。

む しろ、 これ と闘 わな い教 師 が無 用 な 自尊心 を増

長 させて 、 生徒 を放 置 させ て い る無 責任 さ こそ が

問題 で あ る とい うのが 金子 の 認識 で あ る。現 代 の

学校 の理不 尽な生徒 の荒れ に対 す る気 力 を振 り絞 っ

て闘 って い るなか での金 子 の体罰 肯定 論 であ る。

こ こで は 、学 校 の荒 れ の現状 につ いて 、 どう学

校 や 学級 の秩 序 、規 範 を維 持 して い くのか とい う

ことが 大 き な教 師 の 実 践 的 な意 識 にな っ て い る。

問題 は、 なぜ そ の子 ど もた ち は荒 れ て い る のか 、

ど う して 教 師 には むか っ て くる のか 。学 校 の規 範

を無視 して 、 自 由に 自分 の思 い通 りに我 が儘 な 生

徒 が なぜ そ うな って いる のか 。つ ま り、 理性 や 自

制 心 が育 まれな い 生徒 達 が いる。 彼 らには 、我 慢

や 忍 耐 の教 育が 必要 とい う こ とで あ る。 体罰 否 定

で は、か た づ け られ な い深 刻 な 問題 が子 どもの 現

状 の発 達 問題 にあ る とい う教 師達 の認 識 であ る。

か れ らの 自尊 心や 誇 りを どの よ うに認 め 、教 師

や 学校 のな かで 、そ れ を ど う育て て い るの か。 そ



して、かれらのいいところを見つけ出して、みん

なのなかでの役割を発揮させているのか。このよ

うな問題提起では、現実の荒れた学校をみていな

いととるであろう。荒れる子どもたちは、偏差値

教育やコンクール主義、勝利主義の競争教育のな

かでかれが排除の論理のなかにいるのではないか。

現代社会の貧困化は、子どもの成長過程にも大

きな歪みをつくりだしている。それぞれの子ども

の育ちも格差社会と弱肉強食社会のなかで、排除

され、精神的、文化的な貧困状況に突き落とされ

ている現実を決して見逃してはならないのである。

荒れた子ども達は、大人に対して、思春期の発達

段階における反抗期という枠を超えた特殊な貧困

化状況のなかでの問題の状況があるのである。こ

の問題に真正面から向き合っての子どもに対する

愛情をもっての信頼関係を教師はまず築いていく

ことではないか。

日本生徒指導学会の機関誌第12号 は体罰問題

を考える特集を組んでいるが、そこで、生徒指導

のネットワークを築いている吉田順は、「中学校

教師の苦悩と生徒指導」の論孜で、メディアの体

罰批判には違和感を感じるとしている。荒れてい

る学校で苦悩している現場教師たちの現実をみな

いで、批判がされているというのである。生徒達

の荒れを直視し、体罰を必要としない生徒指導を

追求していくことにとって、このメディアの批判は、

教師達の生徒指導の意欲をそぐことになっている

のではないかとしている。

生徒から憂さ晴らしと遊びの対象にされ、理不

尽な冒涜に絶えられない教師、生徒になめられた

ら終わりという生徒指導の最前線のなかで、暴力

だけが上下関係の基準になっている。荒れた生徒

達の世界と同じく、腕力で彼 らを屈服させるしか

ないと本気で思うことがあるという教師も少なく

ない。荒れた生徒のいる学級では、生徒はやりた

い放題、教室の出入りは自由、注意すれば暴言 ・

暴力という現実のなかでの生徒指導をしなければ

ならない教師の苦悩がある。

一般企業を辞めて夢や希望を抱いて教師になっ

たが、学校現場の現実は違いすぎた。絶望して退

職していく女教師もいる。そして、学校の荒れと

いう不安と責任という精神的な負担を抱えながら

頑 張 って い る教 師 達 、 授 業 中 の私 語 、 立 ち歩 き、

手紙 のや り と り、 ケー タイ の使 用 な ど注 意 して も

や めず に授 業が な りた た な い と悩 む 教 師 が い る。

60分 の説 教 よ りも一 発 の ビ ンタ と い うか つ て の

先輩 の ことばが 今 は理解 で きる とい う教 師 の姿 を

ど うみ るの か。 中学 校 教 師の 苦悩 と生徒 指導 を書

いた 吉 田順 は、6つ の 事例 をあ げな が ら荒れ た 学

校 のな かで の 中学 校教 師た ちの 苦悩 をあ げて いる。

この荒れ た 学校 の現 実 の なか で悩 み なが ら生徒 指

導 に頑張 ってい る多 くの教 師達 が いる ことをメディ

アは もっ と報道 してい くべ きで ある とす る。

また、 吉 田順 は説 得 と納 得 に よる 教育 には限 界

が ある ことを認 め るべ き で ある と して いる。 一 人

二 人 の名 人 芸が で きた として も多 くの普 通 の教 師

はできない。荒れた学校 では限界を超 えてい るか ら、

何 らか の強 制 力 を学 校 側 に認 め るべ きで あ る。体

罰 は してはな らない。体罰 に代 わる強制力はないか。

そ れ は、 法 的な 対応 しか な い とい う。学 校 の荒 れ

か ら教 師や 生徒 を防御 す るのは 、壁 であ る とい う。

そ して、 具体 的 に5つ の壁 を吉 田順 は提 言す る。

教 師 の壁 は 、毅 然 として教 師集 団が 一致 して荒 れ

に立 ち 向か う。 生徒 の 壁 は、 乱れ の影 響 を受 けな

い健 全な 生徒 集 団 をつ くる こ と、 親 の壁 は 問題 行

動 を、家 庭 や親 子 関係 、夫 婦 関係 な どと無縁 で は

ない とす る。親 が学校 と一緒 にな って壁 をつ くる。

世 論 の壁 は 、地 域 の教 育 力 も借 りる ことだ。 人 的

資 源 や文 化 資源 の活 用 で あ る。法 律 の壁 は 、最 後

の手段 で あ るが 、 出席 停止 を含 む 厳 しい処置 や 関

係 機 関 と連携 して法的 に対応 す べき ことと考 える。

(9)

この5つ の壁は深刻な生徒指導を必要とする生

徒達からの防御として吉田順の提起も理解できるが、

最も難 しい問題は、荒れた生徒達の学習権や同級

生や学校の仲間と共に生活 していく問題である。

壁は排除の論理になりかねない。どんな子どもで

も共にそだって、協働して、新しい社会をつくっ

ていくには、だれとも協同し、仲間と共有してい

く生活が必要である。

壁が固定化して排除の論理になっていけば、よ

り一層に特殊な非社会的な集団をつくっていく可

能性がある。少年の健全育成を期し、非行ある少

年にに対して性格の矯正および環境の調整に関す



る保 護処 分 を行 う とい う少年 法 の 目的 は、 決 して

非行 少年 に対 して壁 を 固定 させ る も ので は な く、

常 に社 会 的更 正 を 目的 と して いる 。非行 少 年 に対

して の多 くの保 護 処 分 は、保 護 観察 と して 地域 で

の 生活が 保 障 され て の更正 処置 で ある。

吉 田準 の荒 れ た 中学校 で悩 む 教 師達 の悩 み と生

徒指 導 の あ り方 の問 題提 起 は、 現場 の教師 達 の状

況 と して理 解 す る こ とが で き るが 、 もっ と も大切

な ことは 、子 ども達 がな ぜ学 校 の なか で荒 れ て い

る のか 、個 々 に即 して 、具体 的 に 問題 をみ つ めて

い くこ とで は な いか 。そ の 生徒 の荒 れ た原 因 の探

求 と生徒 指導 の 関係が み えて こな い。

少な くと も荒れ た子 ど もたち は 、 自分た ち は個

の なか に 閉 じ こも って いな い ので あ る。な ん らか

の集 団 をつ く り、 自分 た ち の 感 情 を学 校 、 学 級 、

教 師た ち 、大 人 たち にぶ つ けて い る ので ある 。個

人 的な 利己 主 義 、 自由気 ままな ふ る まい とい うな

か に未 熟で あ るが 共 同 の不満 の感情 が あ るの で は

な いか。

自己 の利 己 的な ふ る まい は、 仲 間 と して の 共 同

の感 情 のな か で行 わ れて い る ので はな いか 。 自己

の利 己意識 と共 同 の感情 への発 展 をさ ぐ りな が ら、

か れが 学校 の なか で 荒れ て い る行動 の奥 に潜 んで

い る共 同感 情 の 目 を どう育 てて い くのか とい う視

点 を もつ ことが必 要 で ある 。子 ども達 の怒 りを怒

りの まま に 自由放 任 状態 に して お け ば社 会 的 に暴

力 を生む 要 因 にな って い く。

教 師 が体 罰 を加 え 、暴 力 に よっ て、 力で 子 ども

を お さえつ けれ ば、子 ど もは暴 力 を肯 定 し、 そ の

怒 りの仕 返 しを暴 力 で訴 え る こ とを考 え るよ うに

な る。 教師 が体 罰 をふ る う ことは 、教 師 自身 の指

導 とは全 く反 対 の 行動 を とる 。そ こに は、 児 童 ・

生徒 へ の怒 りが あ る。教 師 は、 まず 子 どもの行 動

に対 して、 怒 りを暴 力 に転化 す る前 に、深 く深 呼

吸 して 、子 ども の行 動 になぜ 、 そ の よ うな こ とを

す るのか というみ つめる余 裕が求め られ るので ある。

そ して 、子 ども に慈愛 の気 持 ち をな げか け 、怒

りを ど う社 会 的な 共 同 の感情 、 さ らに、社 会 的な

規範 に育て て い くの か とい うこ とを心 のな か で繰

り返 し叫ぶ の で あ る。怒 りを私 憤 か ら公 憤 に転 化

させ 、新 たな エ ネル ギー と して 、子 ど もに立 ち 向

か う ので あ る。人 間 は親 切 に され 、愛 され る こと

を感 じる とき は、誰 で も喜 び を感 じる。 そ の心 が

通 じるか ど うか は 、そ れぞ れ の場 面 に よっ て、 や

り方 は異 な るが 、そ の 精神 が教 師 に とって求 め ら

れ て い るの で ある 。教 師 は まさ に聖職 者 と同様 な

職 業的 性格 を本来 もって いる もので ある。 天か ら、

子 ど もをあ た りまえの 人 間 と して 生 き る力 を授 け

てや る とい う気 持 ちが大 切 であ る。

怒 りを もち、 荒れ た 学校 の 張本 人 にな っ て いる

自 由気 ま まにみ え る子 どもた ち に親切 に関係 して

あ げる大 人達 が どれ ほ どいた ので あ ろ うか。 か れ

らの役割 を見 いだ し、 誇 りを もて る 場 を どのよ う

に与 えて きたの か。荒 れた 生徒達 は 、学校 の規 範、

また は社 会 の規 範 か ら大 き くはず れ て いる が、 自

分 た ちな りに、 そ の役 割 をつ く りだ して い るの で

あ る。

と こ ろで 、 吉 田 準 の荒 れ た 中 学校 で 悩 む 教 師

達 の議 論 と正反 対 として 、体 罰 は教 師 によ るひ と

つ の快 楽 で あ る とい うの は、 園 田雅春 で あ る。 か

れ は、教 育指 導 の デザ イ ンの なか で 「こ こで体 罰

を行 う」 「ここで 愛 の ムチ を三 回振 る う」 な どあ

らか じ準 備 して い る教 員 な どいな い 。体 罰 は教 師

の快 楽で あ り、 教 師の 生徒 へ の支 配 、教 師 の利 害

関係か らであ る指摘 す る。

教 員 は 「デザ イ ンや シ ナ リオ の枠 外 に お いて 、

体 罰 が行 使 され る わ けで あ る。そ れ は教 育指 導 の

範 疇 か ら外 れた もので あ り、理 性 を失 い、瞬 間 的

な感 情 の赴 くま まに手 や足 を出 して しま う。 まさ

に私憤 とい うもの でで あ る。 と ころが、 体罰 を行

使 す る と、 教員 の 内面 に高 揚 して い た苛 立 ちや 憤

りは急 激 に解 消 の方 向 へ 向 か う」 「そ の結 果 にお

いて 、他 者 で ある子 ど もが服従 し、 自分 の コ ン ト

ロー ル 下 に置 く ことが で き た と思 い込 ん だ瞬 間 、

体 罰 の正 当性 と有効 性 がそ の 教員 には意 識 され 始

め る。そ して、 子 どもへ の支配 欲 が満 た され 、 自

己効 力感 が 増す につれ て 、体 罰依 存症 へ と止 め ど

もな く傾 い て い くの で あ る」。 さ らに 、子 ど もの

なかに体 罰を増幅する意識構造が あるとのべ る。 「あ

の先 生 の厳 しい指導 の お か げで、 自分た ち は向 上

できた」 「切れかけて いた集 中力が維持 できた」 「チー

ムが ま と ま り、 根性 もつ いて きた 」 とい う部 活 動

のな かで の体 罰 教 師 にた いす る子 どもた ち の声 が

聞か れ る。 閉鎖 的 な 集 団 内 で指 導 者 の み な らず 、



被指導者の内面にも体罰依存症が浸透していくと。
(lo>

2.教 師 の 閉鎖性 と体 罰 問題

学 校 のな か で体 罰 が起 こる心 理 ・構造 的 な メカ

ニ ズム につ い て指 摘 す る浜 田寿 美男 は、教 員個 人

の心 理 と して は解 けな い と力説 す る。 それ は 、 閉

鎖 的な集 団の なかで 起 きる もので ある と して い る。

学校 の体 罰 は 相手 が集 団 を抜 け られ な いな か で起

き て いる と言 うので あ る。 これ は 、軍 隊 のな かで

体罰が横行 した ことに典 型的にみる ことがで きると。

軍 隊 は脱 走 兵 にで もな らな いか ぎ り、 そ の場 で の

体罰 は回避 で きな い 。兵 士 たち は どん な に理 不尽

で も体 罰 を甘 受す るほか は なか っ た。 生徒 自身 は

部活 か ら逃れ られ な い閉鎖 的な 現実 が ある。

さ らに、 閉鎖 的な集 団のなかで 、一方的 な支配一

服従の関係が あることである と浜 田は指摘する。 「お

とな と子 ど も、指 導 す る者 と指 導 され る者 とい う

関係 が 、非 対 等な 一 方 的関係 と して固 定 して い る

とき、教員 の側 の暴 力 に対 して生徒 は逆 らえ な い。

逆 に生 徒が 逆 らって 教員 の暴 力 に対 抗 し、 自 らも

暴 力 を振 る う こと になれ ば 、 もはや 体 罰 は成 り立

たず 、 そ こには校 内 暴 力 とか学 級崩 壊 と呼 ば れ る

状況 が あ らた に現 出す る こ とにな る」。(11)

そ して 、集 団成 員 問で 固定 した価 値 ・規 範 意識

が疑 わ れ る こ とな く共有 され 、 それ が 深 く集 団 内

に浸 透 すれ ば、絶 対 的な 支配 一 服従 関 係が つ く り

だ され る と浜 田 は強調 す る。

「も っ と も分 か りや す い の は 、ス ポ ー ツ 系 の部

活動 に深 く浸 透 して い る勝利 至 上主 義 的価 値観 で

あ る。 スポ ー ツ に勝 負 はつ き もだ が、 これ が個 人

的 な レベル で あれ ば 、勝 負 のつ い た後 は、 そ れ こ

そ ノー サイ ドで、 勝 者 を祝 して 敗者 を宥 めて終 わ

る ことがで き るが 、 そ こ には しば しば この個 人的

な意 識 を超 えた構 造上 の 問題が かぶ さって くる。

た とえ ば、 試合 が メデ ィアで 大 き く取 り上 げ ら

れる野球やサーカ ー、駅伝 な ど、人気スポー ツで は、

成果 が大 学や 高校 に とって大 きな宣 伝効果 をもつ 。

そ のた め に試 合 に勝 ち残 る ことが学 校 に と って重

要 な関 心事 にな って 、結 果 として スポ ー ツ推 薦制

度 が いまや 全 国 に一般 化 して いる し、 そ の制度 に

乗 った生 徒や 保護 者 の期待 をそ れ だけ大 き い。

そ うしたなかで は指 導す る立 場 の教員 たち に とっ

て、 お のず と試 合 の勝 ち負 けが 自 らの評価 につ な

がるわけで、 これを強 く意識せ ざるをえな い。 また、

指 導 を受 け る 生徒 や そ の 保護 者 た ち に とって も、

部 活 で 実 績 を あ げ る こ とが大 きな 意 味 を もつ し、

同時 に指 導 者 に従順 で あ る こ とで 自 らの評価 を高

く認 めて も らう こ とも重要 にな って くる。そ う し

た状 況が あるか らこそ 、部活 のチーム として の(閉

鎖 性)が 求 め られ 、成 員 間の指 導(支 配)一 服 従

の絶対 的 関係が 強化 され る ことにな る」。(12)

3.デ ュル ケー ム のみ る教師 の体 罰 の構造 性

加 野 芳 正 は 、 「近 代 の学 校 教 育 制度 と暴 力 」 と

い う論孜 の なか で 、デ ュル ケ ーム の道 徳 教育 論 か

ら近代 の学校 教 育 のな か で、 教師 の体 罰 が なぜ 起

こるのか の検 討 を行 って い る。デ ュ ル ケー ムは い

かな る理 由が ある とも体罰 は 人 間尊 重 とい う道 徳

の基 底か ら学校 で の体 罰 は排 除 され な けれ ばな ら

な い とい う基本 的 な立 場 で ある。 文 明 の進歩 に応

じて、 子 ど もの社 会化 が著 しくな るに した が って、

罰 や 非難 を うける とい う厳 しさが ふ えて い くとい

う見 方 をデ ュル ケ ーム は も って いる 。そ して、体

罰 は もっぱ ら学 校 に源 が あ る とみ て い る。加 野 は

デ ュル ケー ム の道徳 教 育論 の検 討 か ら近 代社 会 に

お ける学 校 で の体罰 が 起 き る理 由 を2つ の点 に求

めた ので あ る。

そ の ひ とつ は 自然成 長 か ら短 期 に人為 的 、強 制

的 に介 入 す る必 要性 に求 めた ので あ る。 「精 神 的、

道 徳 的 に文化 が 複雑 化 す る につれ て 、 これ を一 つ

の世 代か ら次 の世代 に伝達 す る に も、 もはや 自然

の成 り行 き に まか せ て い く訳 に は いか な くな る。

そ れ は短 期 間 に急 いで な され な けれ ばな らず 、 し

たが って人為 的 な介入 が ど うして も不 可欠 とな る。

そ して、 この よ うなや り方 はあ る一 定 の段 階 にま

で子 どもの 成長 を強 制 的 、積極 的 に促 進 す る こ と

を 目指 して い るか ら、 必然 的 に子 ども の 自然 の 上

に暴 力 を加 え る こと にな る」。

「自己 の優 越 を誇 示 しよ う と して 、 と もか く彼

は 目的 も理 由 もな しに、 ただ それ が 面 白い ばか り

に凶 暴な まで に これ を振 りまわす の だ。 教 師 と生

徒 との 関係 も 同様 で あ り、 しか も、他 に例 をみ な

い ほ どの距 離が あ る。 なぜ な ら、 一方 の生徒 が 文



明 に未 知で あ る の にた い して、 他方 の教師 は 文 明

に精 通 して いる ので あ る。加 うる に、 そ もそ も学

校 と は、教 師 と生 徒 との緊 密 に結 びつ き、 恒 常 に

的 に話 し合 う場所 だ か らで あ る。そ う した な かで

教 師 は知 らず 知 らず の うち に誇 大感 情 を抱 い て し

ま い、 これ をお のず か ら素振 りや態 度 、言 葉使 い

な ど に示 して しま うので あ るが 、 この感 情 は た ち

ど ころに暴 力 とな って外 に現 れ る 。 これが 体 罰 に

ほ かな らな いが 、 この よ うに考 えれ ば、悪 の源 は

じつ は学 校 の組織 自体 とい う ことにな る」。

このデ ュル ケー ム見 解 に対 して 、加 野 は、 百年

前 に論 じた こ とと現 代 は、 人権 意識 も高 ま り、暴

力 を許 容す る ことは 正 当性 を失 い 、 また、 生徒 に

よ る教 師へ の 暴 力 も発 生 して、 近代 学校 教 育 の も

つ強 制 的性 格 、教 師 の誇 大妄 想 で は説 明で き な と

して い る。(13)

加 野 が のべ る よ うに学 校 の もつ強 制 的性 格 はな

くな った ので あ ろ うか。 教 師 と生徒 の人 間関 係 に

お け る誇 大 妄 想感 情 はな くな っ た ので あ ろ うか 。

近代 学校 が もって い る強 制 的性 格や 誇 大妄 想 の感

情 は、 一面 で は強 まって い る ので はな いか 。 教師

の誇 大 妄想 感 情 は、優 位 な る知 識 を もった 教 え る

側 と い う ことが学 校 の評価 制 度 の なか で権 力化 し

て いる とい う妄想 をもって る。

子 ど もは学校 の し くみ か らぬ け る こ とが で きな

い 閉鎖社 会 に閉 じ込 め られ て いる なか で の教 師 に

対す る反抗 的 な暴 力行 為 の側 面 も見 逃 して は な ら

な い。 決 して 教師 に代わ って学 級 を教 え る側 とし

て の支 配で き る立 場 で もな く、 文 明化 した 側 にな

る ことはな い。子 ど もが 偏差 値 教育 や コ ン クール

や勝 利 至上 主 義 のな かで 、教 師 に よ る誇 大 妄 想感

情 は強化 され て いる ので はな いか。

デ ュル ケー ムが 指摘 す る とお り、学校 の もつ強

制的性格 と教師 の もつ誇大 妄想感情 は、学校 の もっ

て い る組織 的 に諸 悪 の根 源 が ある ので あ り、 そ の

学校 の組織 体 を ど う民主 化 して い くのか とい う課

題 が ある。 脱 学校 と して 、学 校 それ 自身 を否 定 し

て い く ことは簡 単 で あ るが 、社 会 の文 明 の発 展 に

お いて 学校 の 存在 は 不可 欠 で あ り、子 どもの 未来

の多 様 な道 は 、学 校 の存 在 に よっ て、 学習 権 、発

達権が保 障 され てい くので ある。複 雑な状況 を もっ

て、科学 の進歩 の著 しい現 代社会は、学校で 自立 し、

共 生 して い く力 を身 につ け てい くもので あ る。

現 代 の子 どもの成 長 に は、 資本 主 義的 な 目的 合

理 的な効 用主義の利己主義 の論理 では解 決できな い。

ア ノ ミー の 論理 だ け をお って も子 ども の問題 の解

決 にはな らな い。 まず 、教 師 は、 学校 の強制 的 性

格 と誇大 妄 想感 情 か ら解 放 され る には、 教 師 自身

が集 団 と して 自治 的 にな り、 自主 的 、 自発 的、 創

造 的 に学 び 、研 究 し、 子 ど もの発 達 の教 育実 践 の

前提 をつ くって い く ことで ある。

加 野 の指摘 して いな か った 学校 の もつ 強制 的 性

格 や 教師 の誇 大 妄想 感 情 の克服 につ いて 、 デ ュル

ケー ム は重 要な 問題 提 起 を して いる 。加 野 は、 現

代 社会 を個 人主 義 の 自由 な社会 か らの利 己 を基 本

に した秩 序 のな い とい う意 味 で のア ノ ミー論 にひ

きず られて 、なぜ か、 この問題提 起 を して いな い。

デ ュル ケ ーム は近 代 社会 を どのよ うに捉 えて い

るので あるのか とい う基本認識 が必要 である。 デュ

ル ケ ーム の 近代 観 は、 分業 社会 が 一 層 に進行 す る

ことに よ って、 職業 の 専 門化 が起 き て、 それ ぞ れ

の愛他 的 な 共有 意識 が 希薄 にな って い く とい う見

方 で あ る。 近代 化 は、 人 間 に とって大 切 な社 会 に

愛 着 す る こ とのみ を もっ て、 自分 ら しく生 き られ

る とい う人 間 の本性 を失 い、 自殺 の危 険 にさ らさ

れ る と い う認識 で ある 。 「人 間 は集 団か ら離 れ れ

ば離 れ るほ ど、 す なわ ち利 己 的な 生 き方 をす れ ば

す る ほ ど、 ま す ま す 自殺 の 危 険 に さ ら され る」。

(14)

デ ュル ケ ーム は 、理 性 ・科 学教 育 に よる意 志 の

自律性 とい うこ とか ら現代 的 に新 た な社 会集 団 の

愛 着 、規 律 の精 神 が生 まれ る と考 え 、そ の道 徳 教

育 によ って 、分 業社 会 で の孤 立 して い く精神 的 病

理 を克服 で き る と分 析 したの で ある 。そ れ は、 孤

立 化 に よる 自殺 の精 神 構造 で あ るア ノ ミー 的現 象

を科 学教 育 に よ って、 克服 して い こ うとす るの で

あ る。

と ころで 、人 間 的陶 冶 の 中心た る 学校 が 、複 雑

化 し、組 織化 され る こ とに よって 、体 罰 が ます ま

す はげ しく用 い られ るよ う にな るが 、そ れ は、 近

代 学校 が 生 まれ る夜 明 け で 出現 した ことで あ る と

す る。道徳 世論 の力 と人 々の道 徳意識 の高揚 によっ

て、 そ れ は克 服 され る と して い る。 「人 々の 道 徳

意 識 が次 第 に高 ま り、 品性 が洗 練 されて い くにつ



れ て、 当然 この よ うな暴 力 は ます ます 強 く否 定 さ

れ るよ うに なる」。(15>

学 校 に は家族 的感 情 によ って 体罰 が 過度 に走 る

こと はな い とデ ュル ケー ム は考 え る。 「学校 には 、

この よ うな 有効 な 拮抗 作 用 は存 在 しな い。 そ れ ゆ

え学 校 生活 の 条件 自体 の 中に、 暴 力的 訓練 を助長

す る何 者か が 潜 んで い る。そ して 、そ れ を妨 げ る

逆 の力 が介 入 しな い か ぎ り、学 校 が発達 し、組 織

化 され る につ れて 、 明 らか に この原 因は ます ます

強 力な もの にな って い くにち が いな い。 すな わち 、

教 師が 社会 的 に重 要 な存 在 とな り、そ の専 門職 業

的性 格 が強 まる につ れて 、 か よ うな教 師感 情 は ま

す ます強 固 にな らざるを えな い」。(16)

教 師 は生 徒 に対 して、 誇大 妄 想感 情 と して 、道

徳 にも知識 の上で も 自分 よ り劣 って いる人間 として、

接す るよ う にな るの で あ る。 この感 情 はた ち い ど

ころ に暴 力 とな って外 にあ らわ れ る。 この教 師 の

誇大 妄 想感 情 をお さえて い くが 力 が道徳 世 論 で あ

る とデ ュル ケー ムは のべ る。

「道 徳 世 論 こそ は、 教 師 の過 度 の権 威 か ら子 ど

もを守 り、か つ 、子 どもの 内部 に 少な くと も萌 芽

的な かた ちで存 在 して いる道徳 的性 格 を想起 させ 、

これ を大事 に扱 うよ うに仕 向 け られ るにふ さわ し

い 唯一 の も と といわ ね ばな らな い 。劣等 民 族 に接

す る文 明人 が 陥 りが ちな権 力 の乱用 が 防止 され始

め た の も、 良識 あ る世論 が遠 く国外 で な され て い

る ことに 眼 を離 さず 、 これ に正 しい判 断 を下 す こ

とが で きる よ うにな ってか らの ことで ある」。(17)

道徳 的性 格 を想起 され る良 識 あ る世 論 こそ が 、

教 師 の誇 大 妄 想感 情 に よる権 力 の乱 用 を 防止す る

役割 を もつ とデ ュル ケー ム は考 え た ので ある 。 さ

らに、 学校 が 専制 君 主主 義 にお ち りや す い側 面 を

もって い るが 、そ れ を克 服 して い くこ とは、 学校

の 閉鎖 的排 他 的な 職 業上 性格 を未 然 に阻止 す る こ

とで あ る と次 の よ うにのべ る。

「本 来 、 学校 と い う社 会 は 君主 制 的 な か た ち を

とる もので あ る ため 、や や もす れ ば専 制主 義 に陥

りや す い。 この危 険 を免 れ る には 、わ れわ れ は常

に監 視 の 眼 を怠 って はな らな い。そ して、 教 師 と

生徒 間 の 隔た りが お お き けれ ば大 き いほ ど、 い い

か れ ば、生 徒 の年 齢 が低 けれ ば低 い ほ ど この 専制

主義 の危 険は い よい よ増 大す る。 この危 険 を真 に

阻止する方法は、学校があまりにも閉鎖的排他的

になり、あまりにも狭隆な職業的性格に終始する

のを未然に防ぐことである。それには、学校が外

部との接触の機会をより多くもつよりほかに道は

ない」。(18)

教えたがりやに専念するのが教師の病理である。

子どもの生活をみながら発達援助を目的意識的に

しなければ、教師は専制的君主になる側面を常に

もっているというデユルケームの指摘である。上

からの目線で教えてやるという自己の教育技術や

教育指導に絶対的自信をもっている誇大妄想感情

をもつのが教師の閉鎖性のこわさである。子ども

の年齢が低くければ低いほど専制主義に非人間的

な支配欲の快楽の危険に陥っていくことが高いと

する。誇 りをもって、人間の尊厳を犯しても教育

指導に何の疑問をもたないのである。出世志向に

より常に上をみている小学校の教師達の陥りやす

い危険である。

これとは対象的に小学校の教師は、全教科をも

ち生活を全体としてとらえる学級担任制になって

いる意義は大きい。子どもの生活を中心に、子ど

もの目線で、子どもと共に、その発達や学びを援

助する教師達は、低学年であればあるほど、素直

に学びたい意欲を強くもち、好奇心も旺盛である

のである。この子どもの自然的な成長への意欲を

年齢が低ければ低いほど、直接に触れることがで

きるのである。それは、子どもの自然成長的な人

間に与えられた天や神からの恵みである。その学

びは、中学校の発達段階の各教科の専門主義では

ない。

この自然的な成長への恵みは、閉鎖社会におけ

る教師の立身出世志向の誇大妄想感情によって、

破壊されていくのである。中学校になると教科担

任制になり、さらに学歴があがっていくにつれて、

より専門性が強くなる。まさに、デュルケームの

指摘する分業社会における人間の疎外状況が学校

教育のなかで現れていく。ここでは、小学校の学

級担任制にあった徳育 ・道徳、協働 ・共生、身体、

学力等からの全人間的能力の発達課題が大きく問

われていく。大学教育では、分業による専門性か

ら社会との関係や人格形成が軽視される弊害をと

り除くために、教養教育が重視されているのである。



ここで は、科 学 の 生活 化 、科 学 の大衆 化 の視 点

か ら教 育が 求 め られ て い るので あ る。 教師 の 教科

にお け る力量 形成 に、 この側面 が大 切で あ る。

デ ュル ケー ム は学校 の専制 主 義 の陥 りや す い こ

とを克服す るのは、よ り多 くの外部 との接触で あ り、

良心 の道 徳 感 情 を もっ た世論 の力 で ある とす る の

で あ る。 この 意 味で 日本 の農 村 に お ける学 校 の歴

史 的性格 は、 地域 の 文化 セ ン ター 的機 能 を果 た し

てきた。 さ らに、地域の青年の実業補習学校 として、

機能 して きた 。 これ らの こ とは、近 代 学校 の もつ

閉鎖 主 義 、排他 主 義 の克 服 として 、大 きな 意 味 を

もって い たの で あ る。つ ま り、 近代 学校 の発展 に

とって 、地 域 に根 ざ した学校 の役割 は、教 師 の も

つ狭 隆 な職 業 的性 格 を克 服 して い くうえで 大 切な

ことで あっ た。

社 会 的な 分 業化 は 、教 師 自身 の仕 事 のな か に も

学校 全体 と して の教 育実 践 とい う ことよ りも、職

務分 掌 とい う ことで 、役 割分 担 が され て、 個 々 の

教 師 は 、学 級 と教化 のな か で 専 門化 を発 揮 して 、

孤立 して い く。そ の孤 立 は 、 自己 の教 育実 践 を絶

対化 す るな か に入 り込 む 危 険 をは らん で いる 。 こ

こに は、教 師集 団 と して 、協 働 し、切 磋琢 磨 して

い く教 育実 践 を とお して の 自治 の役 割 が極 め て大

切 にな って いる。

4.ユ ネ ス コの教 師論 と体 罰 問題

ところで、ユ ネスコの 「教員の地位 に関す る勧告 」

に み られ るよ うに、道 徳 ・文 化 的進 歩 、経 済 的社

会発 展 に寄 与 す る とい う教員 の役割 にふ さわ しい

地位 を保障 し、社 会 のな か で積 極 的 に 自己 の職 業

的 性格 を 自覚 す る こと は大 切 な こと と して い る 。

そ れ には 、教 員 自身 が広 く、教 員 と して の専 門職

の基 準 を社 会 のな か で位 置 づ ける ことで あ り、 さ

らに、 それ を常 に 自覚 して い くた め に、組 織 的 に

教員 団体 の参 加 の も とで 維持 され な けれ ばな らな

い と して い る。 また 、社 会 のな か で、 教師 の 倫理

綱領 また は行 動綱 領 が必 要 で あ り、そ れ は、 教員

団体 によ って確立 され なければな らな いとして いる。

教 師個 人 と して の閉鎖 性 の克 服 と教 員 に よる 教育

実践 にお け る集 団的 な 自治 の問 題 を積極 的 に提 起

して い る。

ユ ネ ス コの勧 告 は 、教 員 と教 員 団体 は、 新 しい

課 程 、新 しい教 科書 、 新 し い教具 の 開発 に参 加 し

な けれ ばな らな い として い る。学 校 の組 織体 と し

て の問題 は 、決 して指 示命 令 的な 管 理統 制 に よっ

てで はな く、個 々 の教 師 の 自発 的 な意 欲 あ る学 校

へ の民主的な参加 によ って実現 して い くものであ る。

これ に は、 教職 員 の 自主 的な組 合 活 動が 不可 欠 な

ので あ る。 ユ ネス コの 勧告 は、現 代 にお ける学 校

教 育 の実践 にお いて、 そ の必 要性 を強 調 して いる。

い うまで もな く、教 職 員組 合 に教 員 が形 式 的 に参

加 す る とい うので はな く、個 々 の教 員 の 自発 性 を

生か し、 意欲 的 に教 員 自身が 生 き甲 斐 を もって 教

員 組 合 に参 加 して い く ことで あ る。 そ こ には、 組

合 の民 主主 義が 前提 にされて い る。

さ らに、 重要 な ことは 、教 育行 政 当局 と教 員 組

合 によ る民 主主 義 的な 協 力の 関係 で あ る。ユ ネ ス

コは、 この課 題 につ いて次 のよ う に勧 告 して いる。

「教 員 と教 育 団 体 は 、 生徒 、 教 育事 業 お よび 社 会

全 般 の利 益 のた め に 当局 と十 分 に協 力す る よ う努

力 しな けれ ば な らな い 」 「教 員 が そ の責 任 を果 た

す ことがで き るよ うにす るため 、 当局は教 育政策 、

学 校機 構 、 お よび教 育 事業 の新 しい発 展 等 の問 題

につ いて 教 員 団体 と協 議す るた めの 承認 され た 手

段 を確 立 し、か つ 、定 期 的 に これ を運 用 しな けれ

ばな らな い 」 「当局 と教 員 は、 教 育事 業 の質 向 上

のた め に設 け られ た措 置 、教 育研 究 、新 し く改 善

され た教 育方 法 の発 展 と普 及 に教 員 がそ の 団体 を

通 じ、 また そ の他 の方 法 に よって 、参 加 す る こ と

の重要 性 を認識 しな けれ ば な らな い」。

ユ ネス コの教 員 の地位 に関す る勧 告(1966年9

月21日 一10月5日 のユ ネ ス コにお け る特別 政 府

間会Pk)で は、 教育 事 業推 進 にお け る教 員 団体 の

重 要 な役 割 を認 識 し、 それ に教 員 が参 加 し、教 育

事 業 の質 向 上 のた めの 教育 研究 、 教 育方 法 の開 発

の発 展 と普 及 に、教 員 団体 を通 じて参 加 して い く

ことの意 義 を勧 告 して い るの で ある 。 これ は、 ユ

ネス コ の勧告 と して世 界 の政府 が 参加 して勧 告 し

た世 界的 な 共通 の認 識 で あ る。 この 認識 を重 要 視

す る ことは 、 日本 では 不幸 な こと に、 この 関係 が

十 分 に確 立 せず に、教 職員 組 合 と教 育行 政 ・学 校

の校長 の対 立 関係 をみ るか らで ある。

現代 は、 この対立 関 係 に よって 、 教育 行政 ・校

長 の専制 によ る画一 性 や マニ ュ アル化 の傾 向が み



られ、学校の閉鎖性も指摘されるのである。地域

や社会から開放された教育実践は、学校教育 ・教

師の専制や児童 ・生徒をコントロールして誇大妄

想感情を避けるためにも重要である。

教師の専門性は、地域や社会と結び、子どもの

未来を社会のなかでみつめていくことである。そ

のためには、個々の子どもが将来において、社会

のなかでどのように活躍 ・役割ができるのかとい

う視点が必要であり、子どもの未来の夢を社会の

なかで創造的に描いていくことである。確かな学

力とは子どもが未来に対して生きる能力をつけて

やることである。それには、個々の子どもをみつ

めながら、学校や教師のカリキュラム ・マネージ

メントや自主編成による教材開発、地域 ・社会に

開かれた教育実践が必要である。

現実は、国家からの教育施策によってきめ細か

く教師は管理されている。学習指導要領やカリキュ

ラムの緻密な指導整備、教育行政を通しての学校

の管理強化が実施される傾向にある。さらに、学

校の管理運営における教師の役割分担の序列と分

掌がされ、学校全体で教師が自由に話し合い、自

治的に教育実践をしていくことが難しくなっている。

地域住民が学校経営に参加していく可能性をもっ

ている学校運営協議会は、地域 ・社会から開かれ

た学校教育にしていくか、専制君主的な学校運営

に地域住民を動員していくのかという対抗になっ

ている。ここには、教育要求を父母自身が子ども

の未来としっかり結びつけ、画一的な弱肉強食の

競争的学力、競争的な勝利主義とコンクール主義

にまきこまれないようにすることである。個々の

子どもが共に育っていく切磋琢磨して視点が重要

ではないか。さらに、親たち、地域住民が学んで、

自治的な能力を高めていくことが求められている

のである。この意味から学校教育と社会教育の連

携は、学校の閉鎖性からの専制君主的教育を克服

していくうえでも大切な課題である。

現代の学校は、統制的な画一的教員評価や全国
一斉の学力テストなど、学校の強制的な性格が一

層に強まっているのではないか。これは、教師自

身の教育実践における自治、子どもの現状や地域

の暮らしにあわせての自主的な教材開発が疎かに

されているのではないか。子どもの学習権をめぐ

る生活主義と弱肉強食の競争主義の対抗も大きな

課題になっている。

加野は、高度大衆社会の学校の暴力化現象として、

学級のアノミー化をあげている。「近代社会とは

個人主義の社会であり、個人が聖なるものとして

崇拝されるとともに、個人の主体が最大限尊重さ

れる社会である。その意味で個人主義の発達した

社会では、個人の自由の原理から、自己を束縛す

るもの(教 師や規則)に 対して反抗することが許

されている。だが、教師(学 校)の 側からすれば、

規則への反抗を許してしまえば、規則の正当性が

崩れ、学級がアノミー化する危険性へとつながる。

……戦前にあっては、個人主義は未熟であった

ので、国家の圧倒的な権威のもとにアノミー化す

るのを防ぐことができたが、戦後においてはより

個人が尊重される社会になり、このことが学級の

アノミー化をもたらし、学級における暴力を誘発

していると考えることができる」。(19)

学級のアノミー化が高度大衆化社会における学

校の体罰を生む原因としている。現代社会は、個

人が自由で、個人の主体性が最大限尊重される社

会であろうか。格差社会という現実のなかで、貧

困層で暮らす人々は、文化的に生活する自由さえ

も保障されていないのではないか。

さらに、弱肉強食の競争社会のなかで、教師自

身も評価の対象として立身出世にあおられていく。

子どもたちは競争主義を絶対化する教師達によって、

画一的な学力競争に巻き込まれ、教育産業が子ど

もを大きな利益のターゲットにする。子どもは自

由に楽しく学校生活をおくれる条件が競争主義に

よって奪われていく。

弱肉強食の画一的な学力競争による非人間的な

教育を克服するためには、学校教育における多様

な将来への価値の選択による能力の形成が必要で

ある。そして、子ども達の共生的な人間関係によ

る切磋琢磨していく教育が求められている。子ど

もを非行に導いていく家庭をめぐる様々な問題状

況も、個々の親の責任論だけでは問題が解決でき

ない。子どもをめぐる非行問題状況の社会的な背

景は、決して、アノミー現象としての、個人主義

の発達 した社会での無秩序からのアノミー現象か

らでは説明できない。それは、社会の退廃現象が



弱肉強食のなかで進んでいることを直視しなけれ

ばならない。

それには、人間のモラルを逸脱しても手段を選

ばない利益主義や出世主義があるのであり、経済的、

道徳的、文化的な貧困化が根底にある。子どもの

未来を多様に保障し、様々な道の豊かな可能性を

もっている子どもたちの学習権を保障していくた

めに、子どもを貧困化から防御してやることである。

このこの問題に正面から立ち向かわない限り問題

の根本的な解決はない。

(2)学 校の体罰の実態

1.管 理主義教育と体罰の事例

現代の教師の体罰問題は、前記の金子の指摘す

る学校の荒れに対する教師の生徒指導や授業の秩

序づけの問題ばかりではない。教師自身が学校の

管理者、教育委員会の問題をも含めて、管理主義

教育の問題がある。そのことを体罰の実態から探っ

ていくことにする。

2012年12月 、バスケットの強豪校であった大

阪の桜宮高校のバスケット部主将であった男子が

顧問の教諭から厳しい叱責や体罰を受けていたこ

とが引き金になり、自らが命を絶った事件が起きた。

「体罰はなぜなくならないのか」の著者の藤井誠

二は、27年 前に起きた中津商業における強豪陸

上部顧問の教諭の部長生徒に対する体罰事件と同

じことであるとしている。部長生徒は、本人に非

がなくても後輩の一年生がでてこなくなると殴ら

れるということで、部長に選ばれると体罰がエス

カレー トした。顧問の教師からの度重なる体罰に

より自ら命を絶った事件である。藤井誠二は、こ

の二つの事件は、27年 という時間的な開きがあ

るが、学校の体罰の体質はなにも変わっていない

と指摘する。

この二つの事件の生々しい教師による残酷な暴

力支配の様子を藤井は書いている。中津商の陸上

部の顧問で体罰を日常化していた教師は、全国大

会で優勝する選手を輩出して、県陸連の強化部長

を務めるなど、指導者としての手腕は高く評価さ

れていた。つまり、全国大会で優勝する選手を多

く排出していたのである。

どの よ うな指 導 が行 われ て いた の か。 藤井 誠 二

は強 制的 な 練習 と体 罰 の 日常化 の実態 を次 のよ う

に記 して い る。 「放 課後 は もち ろん 、修 学 旅 行 前

や 学校 が 休 み の 日に も練習 が あ り、修 学 旅行 中で

さ え早朝 練 習 を敢行 す る な ど、部 員 た ちの高 校 生

活 は完 全 に部活 漬 けで あ った 。 自 ら命 を絶 ったA

子 さん は、 一年 生 の一 学期 か らや り投 げで頭 角 を

現 し、顧 問 の 目 に留 まる 。 同時 に、A子 さん に対

す る顧 問の体 罰 が始 まっ た。 記録 が伸 び な い とき

は競 技用 の や りの先で 頭 を 殴 られ ので 、Aさ ん の

頭 部 には ミミズ腫 れが で きる ほ どで あ った とい う。

練 習 日誌 の提 出 を忘 れ た と き も殴 られ、 夏休 み に

コ ンサー トに行 っただ け で も 自主 トレをサ ボ った

と い う ことにな り、殴 られ た 。正 座 を させ られ て

正 面 か ら蹴 り上 げ られ た こと もある 。身 体 に アザ

をつ くって 帰 って くる娘 を見 かね た 両親 は 、何 度

も学 校 側 に抗 議 し よ う とす る のだ が 、 「また 、 自

分 が 叱 られ るか らや め て ほ しい」 と懇 願 す るA子

さん に負 けて 、ず っ と果 たせ ず にい た。

部 員た ち の証 言 に よれ ば、A子 さんが 二年 生 に

なって部長 に選 ばれ る と、体 罰は さ らにエスカ レー

トし、A子 さ ん本 人 に非 がな くて も殴 られ よ うに

な った。 た とえば 、後 輩 の一 年生 が練 習 に出て こ

な くな ると、ほか の部 員た ちの前で 「お まえが リー

ダー な ん だ か ら、 部 活 の 頂点 に い る人 間 だか ら」

と責 め られ、殴 られた。A子 さんは決 して抵抗せず、

土 下 座 して 謝 る こ ともあ った 。学 年 末 を迎 えた あ

る 日、A子 さ ん は二 度 に わ た って 計 四 時 間以 上 、

顧 問か ら叱責を受け、竹刀 を突 きつけ られて殴 られ、

罵 声 を浴 びせ られ 続 け た 。最 後 に顧 問 は 、 「お ま

えな んか知 らん 。お まえ の顔 な かん か見た くな い」

と言 い放 って帰 っ て しま う。

A子 さん は帰 宅後 、 一 日中顧 問 に怒 られ て いた

ことを両 親 に報 告 して い る。怒 られ て いる 間は 直

立 不 動で 、悔 し くて歯 を食 い しばっ て いた ため に

紫 色 に変 色 した 舌 を両 親 にみせ た とい う。用 意 さ

れ て いた 夕 食 を前 に 「今 日は 食べ た くな い」 と涙

を ぼろ ぼ ろに こぼ した 。朝 を迎 える 前 に、A子 さ

んは洋服ダ ンスにネクタイ を括 りつ け、首を吊った」。

(20)

なんと痛まし教師による暴力支配による犠牲で

ある。それが、教育の名よって行われているので



あ る。 陸上 部 の顧 問 の教 師 は、 どんな に人 権 を犯

して も、恐 怖 に よ る強制 力 、恐 怖 に よる忍 耐 力が

教育 と称 して行 わ れ た。 この教 師 の トレー ニ ン グ

方法 には 、恐怖 によ る強 制 力 を伴 わな けれ ば 継続

す ることが難 しいとい う信 念を もって いた ので ある。

全 国大 会 の優勝 者 を輩 出 して いる 陸上 部 の顧 問 と

い う高 い評価が 、密室 のなかで の非 人間的 な トレー

ニ ン グを助 長 させ て いた の で ある 。 こ こで は 、高

校 生 に対 す る人 間教 育 の原 点 を忘 れ 、 実 績 主 義 、

勝利 至上 主義 の怖 さが み えて くる ので ある。

2012年12月 に起 き た大 阪 の桜 宮高 校で の体 罰

を 引 き金 に 自 らの命 を絶 った事 件 も、 主将 にな っ

て か ら叱責 や 体 罰 が集 中す る よ うにな って い る 。

この事 件 につ いて 、 藤 井 誠 二 は 、 あ ま りに も27

年 前 に起 きた 中津 商 の事 件 と酷 似 した 二人 の 死 と

して次の ように顧 問教 師の体 罰の状況 を書 いて いる。

「練 習 試 合 で ミ ス を しよ う ものな ら、 ビ ンタ が何

回 も跳 んで くる。 試 合後 に も 「ボ ール に飛 び つ こ

うと しなか った」 と ビンタ を され る。 次 の練 習試

合で もミス をした男子 生徒 を 「なぜ ミス をした のか 」

と質 問攻 め にし、答え られ ず にいる とビンタ、 コー

トか ら走 らず にベ ンチ に戻 る と、 また ビンタ を さ

れ た。 そ して 、 「(そん な こ とで は)主 将 を交代 さ

せ る」 と冷た く突 き放 され るのが常 であった。 … …

志望 して スポ ー ツの 強豪 校 に入 学 し、 花形 の運 動

部 で活躍 を期待 され 、 リー ダー に選 ばれ、 しか し

リー ダー で ある が ゆ え に指 導 者 か ら体 罰 を受 け 、

悩 み苦 しみ なが ら自死 を遂 げ る」。(21)

この2つ は の事 件 は 、暴 力 によ る服従 を強 い る

非 人間 的な 学校 のス ポー ツ部 の絶対 的 な勝 利 至上

主義 のなか で 起 きた 問題 点 で ある 。教 師 の暴 力支

配 が いか に理 不尽 な もので あ った か。 この理 不尽

の なか で、 生 徒 は、 自 ら命 を絶 っ た ので ある 。顧

問 の教 師 は、 暴 力支 配 とい うこ とか ら、 どん な手

段 を使 お う と、 自分 の担 当 して い るス ポー ツ 部が

強豪 チ ーム と して 、 成績 をあ げる ことに教 師 の精

力 を燃 や して い たの で ある 。暴 力支 配 のな か で の

服従 のみ によ って 、 ほ ん と うに強 くな れ るの で あ

ろ うか とい う根本 的な 疑 問が起 き る。

スポー ツ には トレーニ ングの要 素は欠 かせ な い。

そ れが 、暴 力 支配 の 強制 力 に よっ て生徒 自身 が 自

発 的 に創意 をも って 工夫 しなが らの トレー ニ ン グ

にな って い くのか とい う ことは、 大 い に問題 点 を

もつ もので あ る。 スポ ー ツの 試合 で 一生 懸命 にな

れ るに は、勝 ちた い、 もっ と伸 び た い、 上 に行 き

た い と い う気 持 ち を もつ こと は 当た り前 で あ る。

全 国優 勝 をめ ざす ことは決 して否 定 され る もの で

はな いが 、 そ こ に、生 徒 が 自主性 、 自発 性 、理 性

的に納得 して練習 に励んで い くことが不 可欠であ る。

そ のなかで こそ、人間的 に成長 していけるのであ る。

強 くなる ことと、人間性 の成長 は、一体 なのであ る。

と ころで 、学 校教 育 の なか で、 ス ポー ツ の得 意

な子 どもば か りで はな く、ス ポー ツ の苦 手 な子 ど

も にスポ ー ツ のお も しろ さ を どのよ うに工夫 して

い くのか とい うス ポー ツ教 育 を模 索 す る こ とも大

切 な ことで あ る。 身体 を動 か して 楽 しく過 ごす こ

と は、人 間 的な 文化 の もつ権利 のひ つで あ る。 そ

して 、 健 康 に 生 き るた め の不 可 欠 な 要 素 で あ る。

す べ て の生徒 が ス ポー ツ に楽 し く参加 して い ける

学 校 教育 の あ り方 も抜 本 的 に考 えて い く こ とが 大

切 で はな いか。

優秀 な 児 童生 徒 を ターゲ ッ トに、 高 い成績 の 結

果 を残す 、 そ の結果 によ って評 価 され る こ とに教

師 と して の 生 き甲斐 を感 じ る ことが 教師 の なか で

数 多 くみ られ る。 スポ ー ツ部 ばか りで はな く、 現

在 の学校 教育 の様々 な分野 でみ られ て いる。児童 ・

生徒 の実 力 を あげ るた め の強 制的 な トレー ニ ング

訓 練 は、 様 々な 分野 で 行 われ て いる ので あ る。 こ

こで は、 最 も大 切 な こ とが忘 れ られ て いる。 子 ど

も には能 力差 が あ る。 どの子 ども を落 ち こぼれ な

い よ うに人 間的 に生 きる 力 を育て て い く こ とが 国

民教 育で あ る。 国 民教 育 は、 エ リー ト養 成 では な

いので あ る。

前 記 の書 「体 罰 はな ぜ な くな らな いか 」 で藤 井

誠 二 は、 生活 指 導 にお け る教 師 の暴 力 問題 も指 摘

して い る。そ の事 例 と して 、1985年5月 に起 き

た 岐阜 県 で の 岐 陽高 校 問 題 が あ る。 そ の事 件 は、

修 学 旅行 中で の教 師 によ る暴 力的 な体 罰 によ る死

亡 事 件で あ る。 持参 す る ことを禁 止 され て い るヘ

ヤー ドライ ヤー を使 った と い う ことで、 生活 指 導

部 の教員 とク ラス担 任 か ら叱 責 と暴 力的 な体 罰 を

受 けて、 死 亡す る とい う事 件 で ある 。 この状 況 を

次 の よ うに書 いて い る。 「担 任 教 員 はお まえ た ち

を信 用 して いた ん だが 、情 けな いそ 。な ぜ裏 切 っ



た と言 い 、 まずT君 とは別 の男 子 生徒 の頭 を数 回

殴 った り、足 で蹴 った りした。

生徒は一度後 ろに倒れ 、正座 し直 した。そ のとき、

生活 指 導部 教 員が 戻 って き てそ の 生徒 だ け を退 室

させ た 。二 人 の教 員 は何 事 か相 談 した あ と、 担任

がT君 の前 に立 ち、 おれ は 、殴 る教 師 で はな い と

言 った あ と、 おれ を裏切 ったな と叫び 、頭 を数 回

殴 り、右 肩 な どを蹴 り、 さ らに腹 を蹴 った 。T君

は ごめ んな さい と謝 った が 、暴 力 を受 けて うめ き

声 を あげて 泣 き 出 した。 最後 には ひ っ く り返 って

しま ったT君 のみ ぞ うちあ た りを担 任 教員 が踏 み

つ け と ころ、T君 は ギ ャー と叫 び声 をあ げて 動か

な くな り、 意 識不 明 に陥 った。 生活 指 導部 教員 が

あ わて て ほか の教 員 を呼 び 、人 口呼吸 や心 臓 マ ッ

サージ をす る。 胃の内容物 を吐かせ るな どしたあと、

救急 搬 送 され たが 二 時 間後 に末 梢循 環 不全 によ る

シ ョック死 と診 断 され た」。

致 命 傷 を負 わせ た 担任 は 、住 職 出身 で体 罰 をふ

る わな い ことに 自分 に課 して いた教 師 で ある 。 こ

の教 員 に生 活 指導 部 の教 員 か ら 「体 罰 を行 わ な い

指導 は甘 い」 と圧 力をか け られて いた。 同校 では 、

体 罰が横 行 し、担 任 は追 い つめ られ るよ う に体 罰

に よ る死亡 事 件 を起 こした ので あ る と藤 井 誠 二 は

のべ る。(22)

現 在 の学 校 に赴 任 す る とき に、体 罰 をふ る わな

い ことを こころ に誓 っ た担任 教 師 が、体 罰 が横 行

して いた学 校 で の孤 立状 況 と、 体罰 な しで の 生徒

指導 で 、生 徒達 が 持 ち込 み禁 止 の ドライヤ ー を使

用 した ことが 、担 任 教師 が 生徒 指導 の教員 に責 め

られ、追 いつ め られた ので ある。そ の心 のはけ口が、

お れ を裏切 ったな とい う叫 びな が らの体 罰 の様 子

か らみ られ る。暴 力 を使 わ な い と誓 って赴 任 した

教育 的信 念が もろ く崩 れて い くので あ る。

閉鎖社 会 の なか で の暴 力管 理 を率 先 して 行 った

教 師集 団 の リー ダー の恐 ろ しさが みえ て くる 。暴

力 的な 管理 主 義 の見 方で 教 師 自身 も支配 して い く

ことがみ られ る。 ここには、 生徒指 導 のため には 、

どんな 手 だて もつ か って もか まわ な い とい う教育

に お ける非 合 理性 、 支配 の ため に は手段 を選 ばな

い とい う暴 力 主 義管 理 信 奉 の リー ダー 像 が あ る 。

そ こに は、教 師集 団の理不 尽 さが みえ るので あ る。

生徒 指 導 に多 くの体 育 の教 師が して いる現 状 か ら

スポー ツ部 にお け る体 罰 と共 通す ると ころが ある。

藤 井誠 二 は、 教 師 に とって体 罰 によ って 生徒 を

服 従 され る ことが 、魅 力 的な ものな のか と 「体 罰

はなぜ な くな らないか 」 の書 で次 の よ うにのべ る。

「体 罰 をふ るわ な い こ とを 自身 の 教育 信 条 と して

いた 教員 が 、 いか に も もろ く崩 れ て い くか を私 は

法 廷 で 目の 当た りに した 。体 罰 を しな いか ら生 徒

にナ メ られ る のだ とい う圧 力 は、 信 条 をあ っ とい

う間に放棄 させ、火がつ いたか のように生徒 を殴 り、

足 蹴 にす る ほ どの キ レか た をさせ て しま う。 体 罰

で生徒 を暴 力管 理す る ことは 、教 員 の思 想信 条 や

モ ッ トー を崩 壊 させ るほ ど甘 美な ものな の か。 体

罰 とい う恐怖 によ って 、抵 抗 して こな い、抵 抗 す

る こ とを許 され な い こ とが前提 と されて い る子 ど

もた ち を服従 させ る こ とは、 それ ほ どまで に 「魅

力的」 な のか」。

児 童生 徒 を コ ン トロール で き る能 力が 、教 育 的

実 践 力 を もっ て い る と 自負す る教 師 をよ くみ る。

様 々な 集 団操 作技 術 を用 いて、管 理 しよ う とす る。

そ こに は、 自分 の職 業 的 な喜 び とい うほ どに胸 を

はって意気揚 々 とする教師 をみ る。 人権 か らみる と、

子 ど もた ち を ロボ ッ トの ごと くに扱 い、 自分 の 思

う まま に支配 す る姿 しか 映 らな い。 これ は 、人 間

の尊厳 を失 った狂気 と しか みえな い。

なぜ 、 教 師 とい う職 業 は、 人 間の 尊厳 、 人権 を

ことさ ら軽視 して 、子 ども をコ ン トロー ル した が

る ので あ ろ うか 。私 的 な感 情 、公 私 を混 同 して 子

ど もを支 配 し、 手段 を選 ばず 出世 して い こ うとす

る姿 を 目 にす る。 なぜ 、そ れ が許 され るの か。 教

師 とい う職 業が 一般 社 会 か ら閉鎖 性 を もち 、 日常

的 に子 ど もを コ ン トロール し、管 理 主義 的 にな ん

で もで きる 状況 に職 業 的 に陥 りや す い側 面 を もっ

て いる ことを直 視 しな けれ ばな らな い。 教育 とい

う美 麗 の も とに子 どもを 自分 の思 う とお りに動 か

す ことがで き る面 をもって い るので ある。 これ は、

学 級王 国 と いう ことば に象徴 され る こ とであ る。

学校 教 育 の世 界 では 、被 害 者が 加 害者 にな る こ

とが し ば しば あ る。 そ れ は 、真 実 で は い ことが 、

体 罰 の管理 主義 を信奉 す る教 師集 団 、地域 の集 団、

卒 業 生 とい うこ とで、 陰湿 に誹 誘 中傷 を意識 的 に

まき ち らし、 自 らの行 為 を正 当化 す る ことが ある。

そ れ は、 管 理主 義 的 に支配 、 コ ン トロー ルす る実



践が 教育 的美 談 と して 語 られ るか らで ある。

藤 井 誠二 は 、暴 力 の学 校 で命 を奪 わ れた 女子 高

校 生 の遺 族 に対 して 、心 な い噂 や誹 諦 を地 域 に ま

き ち ら し、加 害者 が 被害 者 に扱 われ る とい う現 象

を 指摘 して いる 。 これ は 、1995年7月 福 岡 で起

き た教 師 の生 徒 にた いす る暴 力 行為 で の死 亡事 件

で ある。

裁 判 所 に対 して 体 罰 をふ る って 生徒 を死 亡 させ

た教 員 に対 して 、寛 大な る処 分 を求 め る署 名運 動

が 起 き た ので あ る 。 「被 害 者 は とん で もな い不 良

生 徒 だ った 」 「覚 醒 剤 をや っ て いた か らち ょっ と

殴 られて 死 ん だ の だ」 「被 害者 の父 親 は オ ウ ム真

理教 の信者 だ 」 とい っ た事実 無 根 の誹 誘 中傷 が ば

らまか れて 、 署名 運 動 を展 開 した 。手 のつ け られ

な い不 良生 徒 に手 を上 げ ざる を得 な くな り、偶 然

に も生 徒が な くな って し まった か わ いそ うな 先生

像が 地域 の なか に うえつ け られ た。(23)

な ぜ 、 この よ うな現 象が 起 き るので あ ろ うか 。

嘘 が平 気で まか りとお る こ とが なぜ 起 き るの で あ

ろ うか 。な ぜ 先生 が かわ いそ う と思 うのか 。 真実

とは正 反対 の こと を平気 で言 える心 境 は ど こか ら

来 て いる ので あ ろ うか。 地域 を巻 き込 んで い け ば

嘘 も真 実 のよ うにな り、加害 者 が被 害 者 に もな る

こと もあ る。 教師 は悪 い こ とは しな い。子 ども は

未 熟 で あ る。 学校 の先 生 には 世話 にな って い る 。

今 の子 どもは おか しい とい う先 入観 が あ る。子 ど

ものた め に真 剣 に教 育実 践 して い る とい う教 師 の

聖職 意識 が地 域 の人 々に ある ので ある。

このよ うな 状況 の なか で 、教 師 が職 業的 に陥 り

が ちな 児童 ・生徒 をコ ン トロー ル し、管 理 主 義的

に な る非人 間 的側 面 が全 くみれ な い。 教師 の 罪 を

軽減 して ほ しい とい う嘆 願署 名 運動 は 、誹 誘 中傷

を伴 ってお り、そ の こと に対 す る 良心 を どの よ う

に み るのか 。事 実 を詐 って い る教 師達 と事 実 がわ

か らず かわ い そ うな 教師 と思 って い る地 域 の 人 々

は 同列 には論 じ られな い。

ここに は、 学級 王 国 のな かで 生 きて きた 良 心 の

な い、 教師 の 絶対 的 な権 威性 、 専制 的 君主 の 人 間

像 が ある。 そ こで は 、嘘 偽 り、 自己利 益 のた め の

か って なつ く りご とに よ る宣 伝 が平 気 で され る人

格像 が 浮か び あが って く る。 閉鎖性 と排 他 性 のな

か で、子 ど もを操 作 の対 象 に した と い う権 力 と支

配 力 に喜 び を感 じる恐 ろ しさ をみ る。

2.文 部科 学省 の体 罰実 態調 査

学校 で の体 罰 の実 態 把握 と して 文部 科 学省 は 各

都 道 府 県 ・指 定 都 市 教 育委 員 会 等 に平 成25年1

月 に依 頼 して 、24年 度 発 生 の体 罰 状 況 を調 べ て

い る。平 成24年4月 か ら平成25年1月 まで の実

態把 握で ある。 この調査報告 は、平成25年8月 に、

そ の第2次 報 告 を して い る 。 こ の調 査 に よ る と、

発 生件 数 は、6721件 で発 生学 校数 は4152校 で あ

る。 公 立学 校 の 発 生件 数5415件 で 懲 戒処 分 を受

けた 教 員 は、162件 で あ り、 訓 告2590件 、 懲 戒

処 分等 の検 討2663件 で ある。

こ の数 字 は 、 自治 体 ご とに調 査 手 法 が異 な り、

必 ず しも正確 な 把握 とな って いな い こと も指 摘 さ

れ て い る と、参 議 院の 文教 科 学委 員会 調 査室 の 平

井 裕太 は、体 罰 実態 調 査 の あ り方 を考 える論 孜 で

のべ て いる 。 さ らに、 調査 の 契機 にな った桜 宮 高

校 体 罰事 案 は、 そ もそ も体 罰 で はな く、 ス ポー ツ

指 導 にお ける暴 力 が原 因 で あ り、 体 罰 と暴 力の 違

いが 調査 に反映 され て い な い点 も憂 慮す べ き と指

摘 してい る。

まず 、参 議 院の文 教 科学 委 員会 調査 室 の平 井 裕

太 は、国会議論のなかで、体罰 を考 えてい くうえで、

懲 戒権 と暴 力 について 次 のよ うに述べ て いる。 「国

会 議 論 で 紹介 した よ うに 、学 校 教 育法11条 に規

程 された 「体 罰 」 は懲 戒 の一 部で あ って 、懲 戒権

を もつ者 が 初 めて使 わ れ る概 念で あ る。 懲戒 権 は

校 長 、教 員 、親権 を行 う者 が もつ の で あ り、 まず

教員 以外 の外部指導者等が生徒 をたた く行 為は、 「体

罰 」 で はな く、 暴 力 とな る。 さ らに、た とえ懲 戒

権 を持つ 教 員で あ って も、試 合 に負 けた 等 の理 由

で生徒 をた た いた場 合 、そ れ は懲 戒 の対 象 では な

いので 、 この場合 も 「体罰 」で はな く暴 力 とな る。

この よ うに 、運 動 部 活 動 の場 で一 般 的 に 「体 罰 」

と されて い る行 為 の多 くは指 導者 によ る単 な る暴

力で あ り、 それ は む しろ 、全 日本 女子 柔 道 チー ム

にお け る暴 力指 導 問題 の よ うな、 ス ポー ツ指 導 に

お ける暴 力 に類 似 した 性格 お もの と して 捉 え るべ

きで あろ う。

… …そ れぞ れ の部 局 にお ける施 策 の効 果 を正 確

に検 証す るた め にも、 体罰 と運 動 部活 動 にお ける



暴力の違いを示した上で、体罰実態調査の体罰件

数のうち、運動部活動における暴力となるものを

抽出した調査結果の公表が必要ではないだろうか」。
(24)

さ らに、 平 井裕 太 は、 国会 の議論 のなか で 、文

部大 臣や大 臣政務 官 の発 言 のな か に、体 罰 が な く

な らな い理 由が あ る と して い る 。 「下 村 文 部科 学

大 臣か らは、① 教 員 が感 情 的 にな り、 自覚 を促 す

との動機 で 体 罰 に及 ぶ こ と、② この程度 で あ れ ば

ゆ る され るで あ ろ う と思 い込 み 、③ 運 動部 活 動 に

お いて 、体 罰 を厳 しい指 導 として正 当化 す る とい

うよ うな誤 った認 識 が あ る。義 家文 部大 臣政務 官

か らは、体 罰 は一 定 程度 必要 で あ る とす る消極 的

な体 罰 容認 が 蔓延 して い る ことが背 景 として 示 さ

れ た」。(25)

文部科学省 の体罰実態調 査よ り、体罰時 の状況 は、

小学 校が 、59.1%が 授業 中で、教 室 が67.4%で あ

る 。小 学校 の休 み 時 間は 、17.1%で ある。 中学校

で は 、 部 活 動38.3%、 授 業 中24.5%、 放 課 後

11.5%、 休 み時 間11.6%と な って いる。 高等 学校

では、部活動41.7%、 授業 中21.3%、 放課後10.7%、

休 み時 間8.9%と な って い る。 学校 種 別 に体 罰時

の 状況 が 大 き く異 な って いる 。 小学 校 の教 師 は 、

授業 中 に体 罰 を多 くして お り、 中学 校 と高校 では 、

部活 動 に体 罰 が集 中 して い る ので あ る。 中学校 や

高校 で は、 運 動場 や体 育 館 の場 所 で教 師 の体 罰が

多 く行 われ て い るの で あ る。つ ま り、 中学 校 や高

校 で は、部 活 動 のス ポー ツ指 導 上 で体 罰が 行 われ

い るので あ る。

小学校 で の 授業 中 とい う ことで 、学 習 をめ ぐっ

て の教 師 と児 童 との 関係 で体 罰 問題 が起 きて い る

の で ある。 こ こで は 、個 々 の児 童 と教 師 の直 接的

な 生活 指導 上 の人 間 関係 で はな く、6割 が 授 業 と

い う場 にお ける児 童集 団 を通 して 、体 罰が 行 われ

て いる ことで あ る。

(3)体 罰 容 認 の 父 母 の 意 識

読売 新 聞 は 、2013年3月30日 か ら31日 に全

国の3000人 の有権 者 を対象 に教育調査 を実施 した 。

このな かで 教 師 の体 罰 につ いて の 父母 の意 識 は次

の よ うにな る。

「体 罰 は場 合 によ っ て は認 め て よ いか 」 とい う

質 問 で は 、 「ど の よ うな 場 合 で も認 め られ な い」

と い う回答 が39%で あ る。約4割 の人 が体 罰 を完

全 に 否定 して い る 。 しか し、 「場 合 に よ っ て は 、

認 めて よ い」 が55%と 回答 して い る。 体 罰 を 認

めて よ い と い う積 極 的 な肯 定 派 は4%で あ る。 体

罰 を場合 によ って は、 容認 して よい とい う ことを

ど のよ う に考 えて い くか 。場 合 によ って は 、認 め

て よい とい うこ とは条 件 つ き容 認 で あ り、子 ど も

の教 育上 で や もえ な い場合 に限 って の容 認 と見 ら

れ るので あ る。

読 売新 聞 の調 査 では 、体 罰 を認 め て よい とい う

理 由は、 複 数 回答 で 「児童 生徒 との 信頼 関係 が あ

れ ば許 され る」61%と い う ことで、 体罰 を受 けた

子 ども との信 頼 関係 の うえでの容 認 とな って いる。

ここで の信頼 関係 は、 体罰 を した 教 師 と体罰 を受

けた児童 ・生徒 との主観が異な って いる場合 もあ る。

実 際 は、 児 童 ・生徒 の 受 け とめが ど うな っ て いる

のか をみ て い く こ とも大切 で あ る。 調査 に応 じた

大 人 は この ことを どのよ うに受 け とめて いる のか。

読 売新 聞 の世 論調 査 で体 罰 を認 め て よい とい う

回答 で2番 目に多 いの が 、 「生活指 導 に効 果 あ る」

40%で あ った。 この理 由は 、学校 教 育 の現場 の荒

れ て い る状 況が 社会 的 に 問題 に され るな か での 反

映 もあ る。 ここで は、 生活 指 導 と体 罰 の問題 を深

く検 討 してい く内容 も含 ん でい る。

体 罰容 認 を した理 由に 「けが を しな い程度 な ら

ゆ る され る と思 うか ら」 が29%で あ る。 体 罰 に

よ る身体 的傷 害 上 の ブ レーキ がか か るな ら、許 さ

れ る とい う大人 が3分 の1の 回答 を して い る。 教

師が体 罰 をす る場合 に、理 性 的な 判 断で けが を し

な い程度 とい う判 断 ばか りで はな い 。教 師 自身 の

い らだちや怒 りな どの感情が入 って の体 罰行為では、

コ ン トロール を どのよ うに でき るのか 。

「ス ポ ー ツ指 導 に効 果 が あ る か ら」 の 回 答 は 、

11%で 体 罰 に よる根 性 をつ けて や る、や る気 をお

こさせ る とい う積極的な肯定派 は約1割 程 度であ る。

このア ンケ ー トの数 値 を どの よ う に理 解 した らい

い の で あ ろ うか 。 体 罰 を容 認 す る大 人 の 理 由 で

10人 の う ち1人 が 積 極 的 に ス ポー ッ指 導 上 に 有

効 で あ る と思 って い る。 さ らに、 「自分 も体 罰 を

受 けた こ とが あ るか ら」11%と 体 罰 を受 けて の積



極的に容認するものが10人 のうち1人 いるので

ある。(26)

すべての大人がスポーツ少年団、地域のスポー

ツ育成団体の指導にかかわっているわけではない。

地域青少年のスポーツ関係者との意識が重要である。

積極的なスポーツ指導に効果があるという積極的

な体罰の肯定の意見も実際の地域スポーツ活動の

社会的な影響も含めて明らかにしていく課題がある。

スポーツ指導に効果があるというは、教育上に問

題をかかえている児童生徒についての懲戒ではなく、

暴力行為の範疇ではないかという見方をとること

は需要なことである。

懲戒とは、問題行動を起こした児童生徒に対す

る教育的な行為であり、スポーツ指導上のやる気

を起こさせる、根性をつけるという名目の教育的

な行為ではないのである。ここには、懲戒による

教育的行為とスポーツにおける指導の効果という

ことを同じようにみているのである。

さらに、懲戒における体罰が禁止されているに

もかかわらず、厳しい教育的な指導ということで、

指導上の行き過ぎによる体罰ということで、暴力

そのものを正当化する意識が働いていくのである。

(4)文 部科 学省の体罰 禁止 を求め る通 達

指導

文部科学省は、大阪の高校であった部活動の繰

り返しの厳しい体罰の結果、高校性が自殺すると

いう事件に対して、体罰禁止の徹底を求める通知

を平成25年3月13日 づけで各教育委員会や学校

に出した。

ここでは、「部活動は学校教育の一環として行

われるものであり、生徒をスポーツや文化等に親

しませ、責任感、連帯感の滴養等に資するもので

あるという部活動の意義をもう一度確認するとと

もに」ということで、スポーツの部活動における

絶対的な勝利至上主義ではなく、責任感や連帯感

の人間形成の一翼となっている教育的な活動であ

ることを再認識していくことの重要性を指摘して

いる。

決して、厳しく追い詰めていく弱肉強食の競争

主義を煽るものではなく、恐怖と強制、肉体的仕

打 ち によ る鍛 錬主 義 によ る叱咤す る ことで もな い。

スポ ー ツ 競技 をす る以 上 、 だれ にで も勝 ち た い、

目標 を達 成 した とい う気持 ち が起 き る こ とは い う

まで もな い 。そ れ は、 自発 的 な意 志 に基 づ き、 自

分 の能 力 を伸 ば して い くと い う、 だ れで も持 って

い る 自分 自身 を成長 させ て行 きた い 、み ん なで 勝

ちたい とい う気持 ちを もって いる。 この ことによっ

て、 切磋 琢 磨 して い く こと はスポ ー ツ活 動 の醍 醐

味で もあ る。

ど う した ら、 強 くな れ るの か、 ど うした ら勝 つ

ことがで き る のか 、み ん なで 真剣 に考 えて い く こ

と もスポ ー ツ活 動 に とっ て大 切な 要 因で あ る。 能

力 を伸 ば して い く こと、そ れぞ れ の 役割 を発 揮 す

る こ と を真 剣 に考 え い く こと に、 合 理 的 な見 方 、

科 学 的な見 方が 求 め られ て い く。

そ こには 、ス ポ ー ツ科学 を学ぶ こ とも大 きな 要

素 にな って い く。指 導 も鍛 錬 も この なか で位 置 づ

け られ て い くので ある 。 本来 な ら ば、 暴 力 と は、

無 縁 な世 界 で ある はず で あ る。指 導や 鍛 錬 が一 人

歩 き して、強 制 力 によって 、気合 い をいれ る とか。

さ らに、 枠 を はめ た指 導技 術 に よっ て児 童 生徒 を

コ ン トロー ル して い こ うとす る。 そ こで は 、管 理

支 配す る 手段 と して、暴 力が 起 きる。

文 部 科 学省 の平 成25年3月 の体 罰禁 止 の 通 知

で は、体 罰 を厳 しい指 導 と して正 当化 す る のは 誤

りで ある とい う認 識 を もつ重 要性 を指 摘 して いる。

この うえにたって 「部活動 の指導 に当たる教員等は、

生徒 の心 身 の健 全 な育 成 に資 す るよ う、 生徒 の 健

康 状態 等 の 十分 な把 握 や 、望 ま しい 人 間関係 の 構

築 に留 意 し、適切 に部 活動指 導 をす る ことが必 要」

と強調 してい る。

この文 部科学省の通知 を徹底 させ てい くため には、

スポ ー ツ活 動 にお け る絶対 的 な勝 利 至 上主 義 や 、

芸術 文化 活 動 にお け るコ ン クール 絶対 主 義 か らの

み部活 動 を評 価 す る こ とをや め る こ とで あ る。 と

くに、 勝 利 主義 や コ ンク ー ル主 義 の み に よ って 、

画 一 的 に学校 自身 を社 会 的 に評 価 して い く体 質 を

根 本 的 に改 めて い く ことが求 め られて い る。

文 部科 学 省 の通知 で 指摘 して いる よ う に、部 活

動 は学 校教 育活 動 の 一環 と して 責任 感 、連 帯 意

識酒 養 の 人間 形成 の 場で ある。 この こ とを本 質

的 にみ て 、児 童生 徒 の 人間 的成 長 のな か で評価



い くこ とが 大 切な の で あ る。な ぜ 、 この ことがで

き な いのか 。 弱 肉強 食 の競 争主 義 、能 力主 義 的 に

児童 ・生徒 をラ ン ク付 け して、 差別 して い く学校

教育 の問題 点 を根 本 的 に改 めて い くこ とが 切 実 に

必要 にな って い る。

平成25年3月 、体 罰 禁 止徹 底 の文 部 科 学省 の

通知 で は 、体 罰 によ って い じめ や暴 力 の連 鎖 を生

む こと を次 の よ うに警 告 して い る。 「体 罰 に よ り

正常 な 倫理 観 を養 う ことは で きず 、む しろ児 童生

徒 に力 に よ る解 決 へ の志 向 を助 長 させ 、 い じめや

暴 力行 為な どの連 鎖 を生 む恐 れ が あ る。 も とよ り

教員 等 は指 導 に 当た り、 児童 生 徒一 人 一人 をよ く

理解 し、適 切 な信頼 関係 を築 くことが重 要で あ り、

このため に 日頃か ら自 らの指導 の あ り方 を見 直 し、

指導 力 の 向上 に取 り組む こ とが 必要 で あ る。懲 戒

が必 要 と認 め る状 況 にお いて も、決 して体 罰 に よ

る ことな く、 児童 生 徒 の規範 意 識や 社 会性 の 育成

を 図 るよ う、 適切 に懲 戒 を行 い、粘 り強 く指 導す

る こ とが 必要 で ある」 と述 べて い る。

と ころで 、 部活 動 にお ける教 師 の殴 る とい うス

ポ ー ツ指 導 は、懲 戒 に よ る体 罰 の範 疇 で は な く、

ま さ に、暴 力 支配 によ る生徒 管 理 で あ り、 恐怖 感

に よ る鍛 錬 主 義で 、 生徒 を身体 的 な痛 み を伴 って

心理 的 に も追 い詰 め て い く もので あ る。参Pk院 の

文教 科 学委 員 会調 査 室 の平井 裕 太 が指摘 す る よ う

に体 罰 と教 師 の暴 力 とは明確 に分 けて考 えて い く

ことが 必要 で あ る。 この指摘 は、 スポ ー ツ指 導上

の絶 対 的勝 利 至上 主 義 によ る暴 力 的な鍛 錬 主 義 の

問題 か らみ る こと も重 要 な ことで ある。

体 罰 は教 育 的な 意 味 を もたず 、 かえ って 暴 力 の

連鎖 を生 む とい う問題 の指摘 以 上 に、 スポ ー ツ の

部活 動 を指 導 す る教 師 にお け る管理 主 義的 な 暴 力

支配 の問題 を深 くみ つ め る ことが 、む しろ必 要な

ことで あ る。 生徒 の個 々の発 達 に即 して、 科 学的

に スポー ツ の教育 が され てい るので あ ろ うか 。

児 童 ・生 徒 の心 身 発達 の科 学 的 な学 びが どれ だ

け 身 につ け られて い る ので あ ろ うか。体 育 とい う

科 目は、子 ど もの身体 や 心 の発 達 の科 学的 な 知識

を踏 まえて い くこ とが求 め られ て い るが、 骨格 の

発達 、 神経 の 発達 、 筋 肉の発 達 、心 の発 達 とい う

保健 とい う分 野 とス ポー ツ とい う関係 が見 落 とさ

れて い る場合 が少 な くな い。

平成20年3月 の小学校学習指導要領の総則、

教育課程編成の一般方針においても特別に学校に

おける体育 ・健康に関する指導に児童の発達の段

階の考慮と、学校教育活動全体に通じて適切に行

うことが強調されているのである。それは、体育

における個々の運動競技や運動能力の獲得指導と

いう次元ではないことを指摘しているのである。

平成19年2月5日 に 「問題行動を起 こす児童

生徒に対する指導について」の文部科学省の通知

では、学校の秩序を破壊し、他の児童生徒の学習

を妨げる暴力行為に対して、出席停止の措置は、

懲戒行為ではないとしている。その措置は、「学

校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける

権利を保障するために採られた措置」としてみて

いる。

なお、「問題行動を起 こす児童生徒に対する」

同通知では、遅刻をしたり、授業中学習を怠けた

等の理由で、児童生徒を教室に入れず、教室外か

ら退去させ、指導を行わないまま放置することは

義務教育における懲戒の手段としては許されない

としている。他方、授業中、児童 ・生徒を教室内

に入れず又は教室室から退去させる場合であっても、

当該授業の間、その児童 ・生徒のために当該授業

に代わる指導が別途行われるのであれば、懲戒の

手段としてこれを行うことは差し支えないとして

いる。さらに、児童 ・生徒が学習を怠 り、喧騒そ

の他の行為により他の児童 ・生徒の学習を妨げる

ような場合には、他の児童 ・生徒の学習上の妨害

を排除し教室内の秩序を維持するため、必要な間、

やむを得ず教室外に退去させることは懲戒に当た

らず、教育上必要な措置として差し支えないとし

ている。

懲戒と体罰の線引きについて、「問題行動を起

こす児童 ・生徒に対する指導」の通知では、懲戒は、

自己教育力や規範意識の形成等の教育上において

必要性を強調するが、同時に安易な懲戒を戒めて

いる。「一時の感情に支配されて、安易な判断の

もとで懲戒が行われないように留意し、家庭との

十分な連携を通じて、日頃から教員等、児童生徒、

保護者間での信頼関係を築いておくことが大切で

ある」と述べている。

教師の懲戒は、問題行動を起 こす児童 ・生徒に



とって教育上にとって、必要なことであるが、ど

の程度まで懲戒が認められるか。文部科学省の 「問

題行動を起こす児童 ・生徒の指導」通知では、「機

械的に判断するのが難しい状況で、教員が自らの

指導に自身をもてないという生徒指導の過度の萎

縮を招いていると指摘している。

児童 ・生徒に対する有形力(目 に見える物理的

な力)の 行使の懲戒は、いっさいが体罰となるの

ではなく、教育上の配慮のもとに行われる状況では、

有形力が許容されることがあるとしている。物理

的に目にみえる形で児童 ・生徒の懲戒という生徒

指導も必要なときがあるということである。この

判断は、懲戒を受けた児童生徒や保護者の主観的

な言動により、判断されるのではなく、児童生徒

一人一人の状況に配慮を尽くした行為であったこ

とが客観的に考慮して判断されるべきと文部科学

省の 「問題行動を起こす児童生徒の指導」の通知

ではのべている。

さらに、有形力行使以外の懲戒として、「放課

後等に教室に残留させる(用 便を許さない、食事

時間を過ぎても長 く留め置くは体罰)」 「授業中、

教室内に起立させる」「学習課題や清掃活動を課す」

「学校当番を多く割 り当てる」「立ち歩きの多い児

童生徒を叱って席につかせる」等は、通常体罰に

体罰にあたらない」としている。

文部科学省の 「問題行動を起こす児童 ・生徒の

指導」の通知の懲戒と体罰の区別について、許さ

れる懲戒の内容について具体的に指摘しているが、

今日、学校教育で問題になっているのは、スポー

ツなどの部活度において、教師が問題行動を起こ

した児童生徒に対する生徒指導という領域からで

はなく、弱肉強食の競争主義の評価を絶対視する

勝利至上主義からの気を引き締める、責任をもた

せるということを恐怖による管理主義の指導のも

とに行う教師の暴力支配が最も問題なのである。

これは、懲戒のなかの体罰という範疇を大きく

超えているものである。大阪で起きた桜宮高校の

事件は、体罰ということよりも教師の暴力支配と

いう認識をもつことが必要である。学校教育の現

場での暴力支配があたかも行き過ぎた教育的行為

というとらえがちになる。教師の暴力支配は、教

育的行為とは無縁の行為と問題をみつめてみるこ

とが必要である。

教師の児童 ・生徒に対する教育は、教育学や、

教育心理学等の子どもの発達の科学的な知見、ス

ポーツ科学の発展による教育、それぞれの専門分

野の科学の発展に対して、それをどうわかりやす

く教えていくのかという認知発達の科学の成果な

どから導かれていくものである。

これらの科学的な成果を軽視しては、独りよが

りの経験主義に陥りがちになっていく。教師が常

に警戒しなければならないのは、学級王国である。

小学校の教師には、児童の成長が未熟な段階から

子どもを支配し、コントロールしやすい側面をもっ

ていることから、特別に警戒すべきことである。

効率的に短期的に目標を定めて、成果主義による

トレーニング教育を絶対化するのではなく、科学

的な方法によって、達成できないことをみつめて

いく視点が大切である。スポーツの部活動を指導

する教師は、それぞれの分野で実績を背景にして

の独りよがりに、訓練の絶対化、暴力支配の有効

性を信じ込むことに陥っていくことがある。

(5)体 罰禁止 は江戸時代 か ら 日本 の伝統

的な教 師の掟

日本の近代学校の成立の時から、教師の体罰は、

法的に禁止されていたのである。明治12(1879)

年の教育令第46条 に 「凡学校二於テハ、生徒二

体罰(殴 チ或ハ縛スルノ類)ヲ 加フヘカラス」と

なっている。日本の近代学校教育の法体系の整備

のなかで、教師の体罰の禁止は明確にされていた

のである。そして、明治23(1890)年 の小学校

令63条 は 「小学校校長及教員ハ児童二体罰ヲ加

フルコトヲ得ス」と体罰禁止が定められる。明治

33年(1900)年 には、親と同様に教員に懲戒権が

正面から認められるようになったが、教師が体罰

を加えることは明確に否定されていた。小学校令

47条 「小学校長及教員ハ教育上必要 ト認メタル

トキハ児童二懲戒ヲ加フルコトヲ得但体罰ヲ加フ

ルコト得ズ」となった。懲戒権と体罰禁止の学校

教育の法整備がされたのである。

明治33年 に規定された懲戒と体罰禁止の学校

教育法制は、戦後の学校教育法11条 に踏襲さた



の で あ る。 つ ま り、 「校 長 及 び教 員 は 、 教育 上 必

要 が ある と認 め る とき は、文 部 科学 大 臣 の定 め る

と ころに よ り、児 童 、生 徒及 び 学 生 に懲 戒 を加 え

る ことがで き る。 だ だ し、体 罰 を加 え る ことはで

き な い」 とい うこ とにな る。学 校 で の教師 によ る

教 育 上 の体 罰 は 、 明治11年 教育 令 以 来 の 学校 教

育活 動で は法 的 に認 め られて こなか っ たので あ る。

江戸 時代 の 日本 にお ける藩校 の教 育 にお いては 、

体 罰が 禁止 されて いた こ とが、 随所 にみ る こ とが

できる。江森 一郎は 「体罰の社会史」 の著書で藩校 、

郷校 、寺子 屋 で体罰 を認 め られて いる のは まれで 、

教 師 は、罰 を勝 手 に与 え る ことが で きな い と して

い る。 徳川 家 が移 封 され た静 岡沼津 兵 学校 附属 小

学校 の 「小 学 校 掟書 」(明 治3年)で は 、答 杖 の

体罰 を固 く禁 止 して いる。

「第11条 、怠 惰、 乱 暴 の所業 又 は師 命 にそ む く

事 が あれ ば、棒 満 、 黙座 、逗 校 、禁 足 あ るい は厳

格 の賎 役な どを逃 れ る こ とはで きな い」 「第27条

月 々の試 業 、三 級(教 育 内容 が三 段 階 に分 かれ

て いた)の 進 展な ど小学 生 の褒 既賞 罰 は、 こ とご

とく小学校頭取 の差(指)図 によるべき事。 だだし、

答杖 は堅 く禁 制 の こ と」 と、折 櫨 にお いて 、 答杖

を否 定 して いた ことを江森 一郎 は紹 介 して いる。

さ らに 、罰 を実 践 す る とき は、頭 取(校 長)の

許可 で行 わ れ て いた とす る よ うに 、教 え る人 々 の

個 々 の判 断で はな く、 きち ん と した学校 全 体 の責

任者 の指 図の もとで あ った 。 この ことは、 教 師が

子 ど もの 問題 の行 動 に対 処 して い くのに、 感 情的

に な って の罰 の実 践 にな らな いよ うな 場 をお くと

い う ことが工夫 が されて いた 。 「答杖 」(ち じ ょう)

とい う刑具 と して の 答(む ち)と 杖(つ え)で 体

罰 を加 えて は な らな い と した のは 、明 治3年 の静

岡 藩 の 小学 校 教則 なか に もみ られ て い るの で る 。

(27)

ま た 、江 森 一郎 は、1775年 創 立 の 細 川 家 の熊

本 時習館 にお け る藩校 学 則 の体 罰禁 止規 定 を紹介

して いる。 「各 教 室 はきれ いに し、 常 に掃 除 を し、

机や座布 団が縦横 にな り、書物 を散乱 し、煙草道具 、

茶碗 をわ ざ と散乱 せ せ る こ とを許 さな い。 又 、服

装 の乱 れ た者 た ちは 入室 を禁 ず る 。又 、大 酒 を飲

み うた い騒 ぎ、 人物 の善 し悪 しを言 い、 ワイ 談 、

ふ ざ け話 をす る の を許 さな い。 学校 の学生 で 、学

規 に、従 わ ず礼 法 にそ む いて 書物 を傷 めた りす る

者 が あれ ば 、責 め が ある 。初 犯 は記録 し、再 犯 は

「縄f'!7.r_,.庁」 じ ょ う け ん ち ょ う(誤 りを 正 す 部 屋)

に入 れて 治 す。 それ で も改 め な い もの は、仲 間 が

「鼓 を鳴 らして 之 を攻 め」(「論 語 」 先進 の故 事 に

よ る、責 め る こ と)即 時退 学 させ て 、永 く君子 の

仲 間 に入 れ な い。昔 は榎楚 とい う二 つ の もので 威

厳 を保 ち、 明 の制度 で は竹 箆 でた た いた 。 ただ 昔

と今 とで は基 準 を異 に し、 日本 と中 国で は風 俗 が

違 う。 した が って、今 は必ず しも(中 国 の方法 に)

よ らない でので あ る」。(28)

(1755年)に 設 立 した文武 両道 の藩 校時 習館 は、

秋 山玉 山の 建 白 によ って 、創 立 の翌 年 に 「時 習 館

学 規 」が つ く られ たが 、そ の なか で は、 明確 に体

罰 否定 の思 想が 明文 化 され ていた の であ る。

江戸 時 代 の末 期 に豊 後 の国 東半 島杵 築 藩 内の 農

村 で私 塾 を開 いて いた 三浦 梅 園 は、体 罰 をす る こ

と は、 人 間 の子 ど も を牛 馬 の ご と く扱 う ことで 、

父 母 か ら預 か った大 切 な子 ど もは、 人 間 と して 言

を もって諭 して い く ことの重 要性 を のべ てい る。

江戸 時 代 で 国東 半島 の地 方 で一 生過 ご し、門 人

凡 そ200人 、 国数17ケ 国 の 門弟 をか か えて 、 自

然科 学 、天 文学 、哲 学 、経 済 学、 教 育学 な ど様 々

な分 野で 学 問的 業績 を残 した三 浦 梅 園 は、 国東 半

島 の両子 山 の麓 で塾 を開 いて いた 。 かれ の学 問 的

態 度 は、 客観 的 実証 的 な方 法 で あ り、叡 智 は疑 問

よ り開 け る として 、先 入観 をすて て 一切 を疑 って

みる とうことであった。教育姿 勢は、 自分 と塾生は、

諸 友 で あ り、 自 由に して 自主 的で 一 切何 ら拘 束 さ

れ る もので はな い とした ので あ る。 門人 のそ れ ぞ

れ の良 い と ころの個 性 を大 切 に し、 それ ぞれ の 好

む こ とを大 切 にす る こ とを して、 画 一的 な教 育 を

しなか っ たので あ る。

三浦 梅 園 の著 名 な研 究者 と して 知 られ る 田 口正

治 は、教 育 は個 性 と自由 を尊重 した こと を強 調 し

て い る。 「門人 子 弟 ヲ教 育 ス ル ニ 各其 ノ長 ズ ル於

二随 ヒ、其 ノ好 ム所 二 適 ス。 日 ク、 人心 ノ好 尚同

ジカ ラザ ル 、面 ノ如 シ。羊 棄月會災 焉 ン ゾ人 ヲー 律

二強 ヒ ン トヤ ト」。 長所 や 好 む こ とは 、そ れ ぞ れ

の顔 の ごと く違 いが あ り、食 べ物 の好 み の ごと く、

一 律 に強制 され る もので は ない と して い る
。(29)

さ らに、 条理 は 、相 対す る反観 の見 方 か ら合 一



して い くい う ことで 、徹 底 した 事物 、 宇宙 天 地 の

観察 によ り萬物 の真相解 明にせ まって いくのであ っ

た 。鏡 に照 ら して 、 己 をみ る とい う鑑 み とか 反省

とい う 自分 をみ る とい う主観 を客観 的 にみ る とい

う主客合一 の鏡 とい う東洋 的な哲学の先行が あるが 、

梅 園 の独 自性 は、 徹 底 して観 察 し、既 成 の見方 を

疑 って い くとい う方法 論が あ った。(30>

と ころで 、 塾生 にた い して放 任主 義 を と った の

で はな く、規則 を定 め 、それ に違反 した もの に対

す る罰 につ いて 、鞭 で はな く、 父母 か ら預 か った

大切 な 諸賢 で あ る とい う こ とか ら、恩愛 の心 、物

を恥 じる心 は人 の もって いる本質 であ り、言 を もっ

てす る ことを強調 して い る。

「親 子 の 恩 愛雌 雄 の感 想 、 生 を惜 しみ 死 も恐 る

る よ り、喜 怒哀 楽 にいた る、人 に具 わ る もの は彼

にそ な う。 然 る に物 を差 じる心 ば か りは、 人 よ り

外 にな しと想 われ 侍 る 、 しかれ ば 人 の禽獣 に異な

る も のは 、恥 を知 るよ り大 な るは な し。晋(三 浦

梅 園)不 祥 の 身 を以 て、 人 の掌 上 の珠 を あず か る

こと、 恐れ て 余 りあ る こ とな り、 され ば畜 生 は言

を以 て つか ふ べか らず、 鞭策 を恐れ 、 苦痛 の 為 に

人 の使命 を う く、諸賢 堂 堂 た る五 尺之 身 は、 父母

の遺 膿 な り、 耳有 て 聞 き、智 有 て辮 ず 、晋 が 口よ

り出る ものは、諸賢 の胸臆 に入 る ものな り。 なんぞ 、

牛馬 の ごと く、鞭 策 を以 て御 す べ けん 、晋 む か し

よ り杖 を用 い ざ るは 、牛 馬 に あた る こ とを知 れ ば

な り、 され ど一 つの杖 を ば設 け侍 る。

園三 分 に盈 ず 、事 非法 を禁 ず る に あ り、 人 の肌

膚 をそ こな は ん と とに あ らず 。 唯 人差 べ き こ とを

ま してや 、人 の藏 中を うかが ひ、或 い は矯 を こへ 、

穴 隔 を切 り、 或 いは 人 を貨財 にたぶ らか し、 或 い

は飲 酒博技 の類 にお いて をや 、千一 藏 を うか がひ 、

陪 をこゆ る類 あ らば、知 れる慮の人々責善之 同杖 を、

几 上 に置 き席 の 中 に置 くべ し。 不言 の責な り。猶

や ま ざ る に於 い て は 、晋1す る と ころ あ るべ し。

さ る によ りて わが 杖 は 、差悪 の心 を う しな ひ侍 る

人 に用 ひ侍 れ ば 、晋 を して 身 を終 わ るまで 此 の杖

を と らしむ べ か らざ らん こそ 、 あ らま ほ しけ れ 。

諸賢 あなか し こ。 差悪 の心 を う しな い給 ふ べ か ら

ず」。(31)

江 戸 時代 か ら藩 校 、郷 校 、寺 子屋 、 塾な ど、子

ども を諭す 教 育 のな かで は 、体 罰 は否 定 され て い

た ので あ る。 また 、佐 久 間象 山、 横 井小 楠 、 中村

正 直 、西 郷 隆盛 、勝 海 舟 、吉 田松 陰 な ど江戸 末 期

の 開明的 思 想家 を育 て 、そ の後 の 日本 社 会 に大 き

な思 想 的影 響 を 与 え た 佐 藤 一 斎 は 、 「言 誌 四 録 」

で 「凡そ 人を諫めん と欲す るには、唯だ一団の誠意、

言 に溢 る る有 るのみ。 荷 く も一 急疾 の心 を挟 まば、

諌 は決 して 入 らず」 とのべ て い る。 人 を諌 めよ う

とす る とき は、 言葉 に誠意 が溢 れ て いな けれ ば効

き 目がな い 。仮 にも、 怒 りや憎 しみ の心 が少 しで

も あれ ば、忠 告 は決 して 且 関フ心 に通 じ る もの

では ない と、峰 龍一 郎 は現代 訳 して いる。(32)

佐藤 一 斎 は学 問 の修 養 を勧 め るの は悔 い て悟 ら

せ るた め の方 法 で あ る と次 の よ う にの べ る。 「游

蕩(ゆ う と う)の 子 弟 も、亦棄 つ 可 き に非ず 。 学

問脩為(し ゅうい)をr(し ょうよ う)す るは、

即 ち悔 悟(か い こ)の 法 な り。 一 旦 悔悟 す れ ば、

旧悪 は追 う可か らず。 況(い わんや)其 の無頼(ぶ

らい)を 為 す も、亦 才 に 出ず る をや 。才 は即 ち 為

す 所有 」。

「た とえ不 良少年 であ って も見捨て ては いけない。

彼 らに学 問 の修 養 を勧 め るの は、 悔 いて 悟 らせ る

ため の方 法 で ある 。 いっ たん悔 い悟 れ ば、以 前 の

悪 い こと を追求 して はな らな い。 そ の子 が無 法 な

ことを した として も、才能が あれ ばなおされであ る。

そ の才 能 は必ず 何 か を成 就す る に違 いな い」。(33)

幕 末 の開 明的 な思 想 家 、幕 藩体 制 のな か で、 近

代化 の道 を考 えた社会 ・政治変 革運動 を行 った人々

の生 き方 の 哲学 に大 きな影 響 を与 え た佐 藤一 斎 の

「言 誌 四録 」 で は 、 た とえ不 良 少 年 で あ って も見

捨 てて な らず 、彼 らに学 問を勧 めて 、 自 らの行 い、

態 度 を悔 い とて悟 る ことを強 調 して いる ので ある。

無 法な こ とで 、子 ど もを責 め るの で はな く、 子

ど もの才 能 を伸 ば して い く こ との大 切 を指摘 して

いるのである。子 どもの才能 を伸 ば してい くうえで、

悔 い悟 る こ とは大 切な ことで あるが 、教 える方 に、

怒 りや憎 しみ の心 が あれ ば、 どんな 正 しい ことを

言 って も通 じない とい うの であ る。

誠 意が 溢 れて い な けれ ば、 無法 な こと を した 不

良少 年 を諫 め る こ とが で きな い ので あ る。体 罰 と

い う ことは、教育 者 自身 によ る怒 りの場合 が多 い。

民主 主義 の発 達 の なか っ た江戸 時 代 の先 人 の思 想

家 や 教育 者 の仁 愛 の精 神 か ら子 ど もを諌 め る態 度



について学ぶべきことが多いのではないか。

(6)江 戸時代薩摩藩の体罰肯定論の批判
一 と くに薩摩 藩 の残 酷な 教育 実 態を 問

題提起する江森一郎 ・教育史家の問題点一

江森一郎は地域教育組織と体罰というところで、

熊本藩でも居住区の連とか党という郷党に組織さ

れたところでは、なかまの申し合わせを破ったと

きは、厳しい制裁による体罰が行われいたとして

いる。同じ城下での他の郷党の者とは敵国人のご

とく対立し、侮辱されれば仕返し、郷党の争いは

凄ましいことを紹介している。

さらに、江森一郎は、薩摩の郷中教育において、

学問を軽視した独特な強固な武士の地域組織が、

野蛮、殺伐な慣行をもっていたとする。その例と

して、酒宴の際の鉄砲発射の余暇および斬罪の者

があった際の 「生肝取り」の残酷な風習の事例を

あげている。(34)

前者の鉄砲発射の余暇は、円座の真ん中に縄を

下げた火縄銃に玉を込め、縄をかけ、つまったと

ころで火をさし、縄の手を放すというものである。

円座の者は平然としてその場に座り続けなければ

ならず、玉にあたり死傷しても、不運として諦め

よというものである。

後者は、罪人の処刑日に、処刑場に集まり、死

骸を奪い合うもので、この際に目の潰れたもの、

腕を折られたもの、さては押しつけられて窒息す

るものなど決して珍しくないと言われる。チャン

ピオンシップは、一番下敷きになって死体に取り

付いていた者に与えられ、その者は衆人環境のう

ちに意気揚々として起ち上がり、死屍を一睨して、

やおら水を滴らんばかりの業物を抜き放ち生肝を

取るという。薩摩藩出身の維新の元勲もみな一度

はこの経験があるという。江森一郎は、こういう

鍛錬方法がとられたこの藩で、罰として体罰が乱

用されたのはいわば当然のことであるとしている。

江森一郎は、この野蛮 ・殺伐な慣行は、学問を

軽視した薩摩藩と、険しい山地により他国との交

通が不便などの地理的要因による辺境の地であっ

た特殊性がつくったものであるとしている。

薩摩藩は学問を軽視した藩であり、交通不便の

地理的条件による閉鎖性が原因と教育史研究者 ・

金沢大学名誉教授の江森一郎はきめつけている。

この江森一郎があげる薩摩藩の残酷な文化的歴史は、

学問の軽視と閉鎖性にあったことに、反論するた

めに、薩摩藩の活発な交易活動の歴史と、学問が

旺盛におこなわれていた歴史を紹介することにする。

積極的な交易活動は、多くの豪商を生み出したの

である。また、学問を重視した歴史は、造士館、

天文館事業、集済館事業などを成し遂げた。それは、

学問や科学技術を尊重した薩摩の文化である。

薩摩藩は、薩南学派(さ つなんがくは)と よば

れるように、文明10年(1478年)、 応仁の乱の

混乱を避けて京都から九州に下っていた桂庵玄樹

が島津忠昌の招聰を受けた桂庵玄樹を始祖として

室町時代後期から江戸時代前期にかけて、早くか

ら儒学が栄え、その学派をつくっていた。桂庵玄

樹の学統は、その後、島津義久に仕えて多くの著

作を現 した。薩南学派は琉球王国や大隅国 ・日向

国でも学問が行われるようになった。更に如竹は

桂庵玄樹や文之玄昌の校注が入った朱0の 『四書

集註』や 『周易伝義』を江戸でも刊行し、当時江

戸で行われた藤原恨窩一林羅山の流れに異を示した。

その後は江戸幕府の保護を受けた林家に押された。

そして、薩摩藩の儒学者たちも荻生但棟や室鳩

巣の門下となり、薩摩藩でも薩南学派は衰退して

いった。最も多くの朱印状をもっていた薩摩藩は、

朱印船によって積極的な貿易活動の伝統があった。

薩摩藩は、鎖国後も琉球経由で唐物輸入が幕府か

ら認められ、それは薩摩藩の外に持ち出すことは、

公式にできないことであったが、実際は抜け荷と

いうことで、他藩に流出していたのである。

薩摩藩は、近世においても琉球をとおして、海

上交易を積極的にやっていたことを見落としては

ならない。薩摩藩は、中国に近く、大陸の文化が

直接に入ってくる学問の先進地域でもあった。中

国人と交渉できる外国語に堪能な僧も交易拠点港

のある寺院においたのである。その寺院は、海外

貿易や学問の移入と普及に大きな役割を果たした

のである。

例えば、志布志の大慈寺は、中国の通訳をする

僧侶がいた。山川港の正龍寺は、薩南学派の学問

寺として栄えた。山川港の正龍寺の住職は、対琉



球交 渉 の担 当者 で も あった 。指 宿 の浜 崎家 は、19

世紀 のは じめ に全 国 長者 番付 で 筆頭 に数 え られた

豪商 で もあ った。長 崎 、函館 、大 阪、新 潟、佐 渡 、

那 覇 に拠 点 を設 け、48隻 の 大 ・中 帆 前船 を 自 由

に操 った 。

この他 に薩摩 藩 は 多 くの廻 船 問屋 を、そ れぞ れ

の 港 にか か え て い た。 阿 久 根 は丹 宗 家 ・河 南 家 、

志布志の中山家、東串良の田辺 家、坊津 の森家 ・重 ・

中村 家、加 世 田の鮫 島 ・森 田 ・吉峯 家な どで あ る。

か れ らは 、全 国 的 に商 い を展 開 し、 よ く知 られて

い る廻船 問屋 で あ る。決 して薩 摩藩 の地 域 は 、 山

に 囲 まれ た閉鎖 的な社 会 で はな く、広 く外 に向 け

て商 業が 発達 した藩で あ った ので ある。

薩 摩 藩校 の造 士 館 は、 島津 重 豪(し げ ひで)の

文 明化英1773年 に創 建 され て いる。 島津 重豪 は 、

殖産 産業 の奨励 と ともに120巻 の博物 書 『成 形 図

説 』 を編纂 す るな ど学 問振興 に尽 力 した。 造士 館

で の講 書 は、 四書 ・五経 ・小 学 ・近 思録 で あった 。

注解 は、程 朱 の説 を主 と して、 み だ りに異 説 を ま

じへ論 ず べ か らず として い る 。1773年 に は 、天

文 館 を 設立 し、 天 文 学 の研 究 を して い る。1774

年 に医 学 院 を設立 す る。 学 問所 は本 来武 士 の子 弟

の教 育機 関で あ った が 、農 民、 町 人、職 人 の子 弟

も別室か、末席で聴講す る ことが許された。つ ま り、

薩摩 の藩校 や 各郷 の 学 問所 で は、百 姓 ・町 人 ・職

人 な どに も教 育 の機 会 を与 えて た ことが大 き な特

徴で あ る。

島津 斉彬 が 藩主 にな る こ とによ って 、再 び造 士

館 が活性 化 す る。1857年 に造士 館 の改 革 を行 い 、

学 問 は 自 ら人 物養 成 を 目的 として 、儒 者 も 日本 の

古典 の歴史 を学ぶ べ き こ と、学 問 は単 な る知識 で

は な く、 日常 生活 に応 用 され るべ き こ と、 時 勢 の

変化 に伴 い西 洋 を知 る こ とを 自覚 し、 和漢 洋 の読

書 に通 じるよ う に努 め る ことを奨励 した 。そ して 、

国学 館 の創 設 、洋 学館 の創設 、 他藩 の事 情 に通 じ

る よ うに江 戸 その他 の遊 学の 奨励 を したので あ る。

斉 彬 は 、学 問 の在 り方 を次 のよ う に造 士 館 論告

書 のな かで の べ る。 学者 とい えで も、今 日の 世事

に疎 く、経 済 の道 を捨 て 置 き、 沙 問 とい う出 家 し

た僧 侶 同様 に制度 外 で心 得 を学 ぶ も のは、 全 く学

問 の道 を取 り違 えて い る。学 問 をせ ず に、 義 理 に

く らく、正 心 終 身の 実行 な き もの は、 利欲 不 当 の

行 いをす るも ので あ り、家 政 を乱 し、役 職相 務 め

る とき もそ れぞ れ仕 向 け の条 理暗 く、緩 急軽 重 の

実 務 に疎 く名文 義理 の 筋違 いを もわ き まえ る こ と

がで きな い。

これ は格 式 に も恥 じる ことで あ り、公 務 の こ と

を考 えて 修行 致 すべ し。正 学 の意 義 を 明 らか にす

る こ と、 物事 の道理 を究 め る ことは 、す べ て人 倫

に基 づ き 日用 の実行 の た めで あ る。 天下 に学 校 を

設 ける ことは、 すべ て 人道 とい う こ とか ら民治 と

い う民 を治 め る こ とに して、 理義 を究 める ことで

ある と、 島津斉彬 は、造士館 改革 の基本 理念 になっ

た論告 書10ヶ 条 の なか でのべ て いる。

斉 彬 は 洋 式近 代 産 業 の 育成 ・振 興 に力 を注 ぎ、

1851年 、鹿 児 島 城 内 に製 錬 所 を建設 し、 磯 地 区

に工 場 を建 てて 、 実 用化 を 図 った 。磯 に は1200

人 もの職 人 が働 く一 大 洋式 工 業 団地 がで き る。磯

の工 場群 を 「集 成館 」 と名づ けた 。集 成 館 では 銑

鉄 を生 産す るた めの高 炉(溶 鉱 炉)が 建設 され る。

そ れ は、1854年 に完 成 し、 日本 初 の本 格 的 な 高

炉 とな る。 日本 の近 代 産業 の原 点 とな った薩 摩 の

集 成館 事 業 で ある 。薩 摩藩 は、斉 彬 の集 済館 事 業

によって 、高度な科学 技術 を備 えて い くよ うになっ

たので あ る。そ して 、幕末 か ら明治 のは じめ には、

多 くの留 学 生 を欧米 各 国 に派遣 した ので あ る。 西

郷 隆 盛 の息子 の菊次 郎 もア メ リカ で 近代 的農 業 を

学 ぶ ため に留学 してい る。

と ころで 、薩 摩藩 で は城 下 だ けで はな く、各 郷

に も積 極的 に学 問所が 設置 され たの が特徴 で ある。

知 覧 の学 問所 で あ った 胃働館(し ょう こか ん)は 、

1773年 に藩 校 造 士 館 が創 建 され る 以前 に、 領 主

の佐 多 久 峯(領 主 任 命1677～1772没 す)の 時

代 に建て られた もので あ る。 つ ま り、地 方 の郷 中

で あっ たが 、鹿 児 島の 城下 よ りも早 く、 学 問所 が

できた とい うことで注 目す る郷 であ る。知 覧郷 は、

領 主 で あ った佐 多久 峯 の影 響 の も とに、 学 問的 気

風 の拠 点 が早 くか らつ くられ て いた。

都 城 の 学 問で あ る明道 館 の創 建 は 、1778年 で

あ る。 ここで は、独 自に昼 間 の時 間 に習 字読 書 の

科 目、生 徒 た ちが輪 読 す る時 間 の確保 、 学頭 や 講

師な どによ る特 別 の講 義 な ど教育 体 制が くまれ て

い る。 この 学 問的気 風 の も とに、 夜 学 の郷 中教 育

を展 開 して い るので ある。 ここで も育 師係 、教諭 、



伍長 な どの責任 をもつ人員 をつ けて い るので あ る。

垂 水 の文行 館 が1776年 に創 設 され て いる 。教

科 は四 書 、五 経 、史 書 、作詩 、 作文 で あ った 。文

行館 は、 明治維 新 まで続 いた 。郷 中教育 は友道 舎 、

共学 舎 、矯 普 舎、 二 松舎 、共 習 舎 の5つ の方 限 ご

とに活動 が され てい た。

垂 水 郷 の 隣接 した新 城 で も1776年 に仮 屋 の邸

宅 に松尾 学館 をつ くった 。午 前 中は、 四書、五 経 、

国史、 一八略史 、郷土史 を教え、午 後は武道 を行 っ

た 。学 問所 の 経営 は 、学 頭 が あた り、 明治 維新 ま

で 続 き 、 明治4年 に郷 学 校 松 尾 小学 校 にな っ た 。

兵 小 の教訓 は 、忠 孝 に徴 す 。文 武 に精励 し、虚 言

を 吐 かず 、 行 儀 を正 す こ とで あ っ た。 この 他 に 、

種子 島西 之表 に明 時館 が1778年 に創 設 、 加治 木

に は銃英 館が1784年 に学 問所が つ く られ て いる。

江 森 一郎 が 紹介 した 、 この二 つ の薩摩 藩 の風 習

とい う残酷 な事 例 は 、前 者 は、 松本 彦 三郎 の 「郷

中教 育 の研 究 」(1933年 出版)か らで あ り、後 者

は平野 秋来 「兵児 の国(薩 摩気質)」(1914年 出版)

か らとった もの であ る。

前者 の松 本 彦 三郎 が 郷 中教 育 を書 いた 目的 は 、

ドイ ツ の ヒッ トラー ・ユー ゲ ン ト が 、 この郷 中教

育 か ら極 めて 有用 な 錬成 的構 想 か ら学 び獲 っ た と

い う事 実か ら、皇 国 民錬 成 の具 体 的方徒 を教諭 す

る ため 、忠 君 愛 国の 思想 を固 く信 じて も らうた め

に書 かれ た もの であ る。

そ れ は、 本 書 を熟 読審 思 し、 吟 味篤考 せ られて

皇 国 の教化 充 実 に促 進す るため で あ る とい う こと

か ら、 日本 の 軍 国主 義 的な フ ァ ッシ ョ体 制 の 教育

的充実のため の目的研究書 であった。 この意 味か ら、

軍 国主 義 的な フ ァ ッシ ョ体制 の教化 のなか で体 罰

を促 進 して い くとい う時 代 的背 景 をみ てお く こと

が必 要 が あ る。松 本 彦三 郎 の郷 中教 育研 究 の 資料

精査 も、現 代 的 に再 整理 して い く ことが必 要 で は

な いか。

薩 摩 の県 立 図書 館 編纂 の も とに郷 中教育 を出版

した北 川鉄 三 は 、郷 中教 育 の本 質 を第1に 、 青少

年 の人 間形 成 ・人 格 形成 と して の相 対 主義 に立脚

した世 界観 にた って い る と して い る。 各郷 の 二才

(青年)が 全 員 、相 手 の 思 想 の 自 由 と言 論 の 自 由

とを認 め合 う こと を基 本 に して 、初 め て成 立 す る

もの で あ る。 即 ち 、相 手 の 善 さ を学 ぼ う と して 、

相 手 の発 言 に対 して は、静 か に耳 を傾 けてそ れ を

真 実 の話 し合 い によ って 、即 ち、 真 の衆 議 を尽 く

す こ とによ って 、衆 知 を集 め て、 よ り高 い道 理 を

発 現 す る こ とがで き る。 … …郷 中教 育 の本 質 は、

精 神 的未 完 成論 と言 う人 間観 と相 対 主義 の世 界 観

と に要約 す る こ とがで き る。精 神 的未 完 成 とい う

自己 認識 は 、 当時仏 教 信仰 が 盛 んで あ った ことか

ら考 えて明 らかな如 く、唯一絶対 の仏 陀に対 しては、

人間 は愚 か な者 で あ り、精 神 的未 完 成者 とい う人

間観が 生 じて くる。(35)

薩摩 藩 の 郷 中教育 には 出水 の兵 児 掟 にみ られ る

よ うに、 弱 い者 い じめ を しな い とい う温 和慈 愛 の

精 神が 掟 のなか にうたわ れて いた ので あ る。

薩摩 藩出水の兵児修養 の掟 には、郷 中教育 として、

武 士 的な 修養 と同 時 に人 間的 な徳 育 、慈 愛 の精 神

を大切 に していた ことを見落 として はな らない。 「士

ハ 節 義 ヲ嗜 ミ 申ス ベ ク候 。節 義 ノ嗜 ミ ト申スモ ノ

ハ ロニ偽 リヲ言 ハ ズ、 身 二私 ヲ構 ヘ ズ、 心直 ニ シ

テ作 法乱 レズ、 礼儀 正 シ ク上 二諸 ラハ ズ 下 ヲ侮 ド

ラ ズ人 ノ患難 ヲ見 捨 テ ズ 、 … …温 和 慈愛 ニ シテ 、

物 ノ哀 レヲ知 リ、 人二 情 アル ヲ以 テ 節義 ノ嗜 ミ ト

申ス モ ノ也」。(36)

こ こで の べ られ て いる徳 目にそ っ て、 出水 兵 児

修 養 の掟 の め ざすべ きは 、人 間 と して正 し く生 き

て い くため の人 格形 成 で あ った ので あ る。 この た

め に、常 に意識 的 に く りかえ し、 く りか え しの 出

水 兵児 の掟 を暗 唱 した ので あ る。暗 唱す るなか で、

武 士 として の節 義 が求 め られ た。 そ こで は 、節 義

をた しな む とい う ことで 、人 間 と して の正 しい道

の生 きる方 を強 く求 め たの であ る。

と ころで 、後 者 の残 酷 な生肝 取 の習 慣 を記 述 し

た平 野 秋 来著 の 「兵 児 の 国(薩 摩 の 気 質)」 は 大

正3年 に発行 され た もので あ り、 山本 内閣 の発 足

と 同時 に執 筆 した もの で あ る。薩 摩気 質 の解 剖 の

後 に、具 体 的な 人物 と して書 かれ て い るの が 山本

首 相 で ある 。 山本権 兵衛 は元 薩摩 藩 出身 で 、海 軍

か ら大 臣、首 相 にな っ た 人物 で あ る 。 明治31年

に海 軍大 臣に就 任 し、 日露 戦 争で は 東郷 平八 郎 を

連 合艦 隊 司令長 官 に抜擢 した人物 で ある。

平 野秋 来 は大 阪毎 日新 聞社 の記 者 で ある。 か れ

の執 筆 の問題 意 識 は、 薩摩 武士 道 の気 質 には残 酷

非 道な ものが るとい う趣 旨で書 かれ た もので ある。



そ の頭 角が 西 郷隆 盛 で あ る と。 平野 秋来 の薩摩 気

質 は、 秘密 主 義 、ス パル タ教 育 、鎖 国 主義 、 文学

もな く、容 赦 な く理 不尽 な懲 罰 が加 え られ た とし

て い る。薩 摩 領 は、 い ま も神 秘 の雲 深 く、 ヒマ ラ

ヤ の麓 に よ こたわ る世界 の秘 密 国 た る ものが あ る

と語 り、薩 摩 武士 の 郷 中教育 は一般 に文 学 を賎 し

みて 、武 芸 の鍛錬 に重 き を置 いて いた とす る。

そ こで は、 武 芸百 般 、 物 と して備 らざ るな く、

術 と して行 ざるな く、 あ らゆ る方法 、 あ らゆ る手

段 を以て 、幾 千の健 児 は 日夜相 競 うて 、腕 を練 り、

胆 を養 っ た。 二三 名 、相 会す れ ば 、話題 は必 ず戦

術研 究 で いか に して 敵 に打 ち勝 つべ きか とい うこ

とで ある。 不行 跡 の ものあれ ば、容 赦 な く懲 罰 に

伏 した。郷 中の面 目を傷つけ る所業発覚 した最後 は、

全郷の兵児打集 まって、そ の者 を座 中に押 し末据 え、

この武 士 の面 汚 し奴 と、打 つ、 蹴 る、 突 く。果 て

は 味噌押 し、布 団押 しの残酷 な 制裁 を加 える と平

野秋 来 はのべ る。(37)

薩 摩 兵児 の 罪人 生肝 取 り選 手権 は、 壮絶 な る光

景 で肝 取 りの 競争 の た め に死 骸 を奪 い合 う もので

あ る とす る。 そ こ には、 非 人間 極 ま るよ う に思 え

る が、 恥 を重 ん じ悪 を悪 む薩 摩 の気 質 に は、 罪人

に 同情 の涙 をも って 居な い。 当 日の優勝 者 は 、生

肝 をわ しづ か み に して、 群衆 の面 前で 仁王 立 ち に

な る。

さ らに肝 臓 をつ か み だ し、喝 采 を あびて 得 意満

面退場す る。 鹿児島では密か に売買 された 「浅 山丸 」

な る もの は、 実 は この もの取 りの獲 物 を原 料 に し

た も ので あ る。人 胆 を黄 金 に変 え て生 薬屋 の 手 に

渡 る とそ の他 と調剤 して の 浅 山丸 にな る とい う。

不老 不死 の天下 一 品の霊 薬 にな ると。 この よ うに、

薩摩 の郷 中教 育 は、 残酷 な蛮 風 に養 わ れて 薩摩 隼

人 の気 質が つ く られ て い く と平 野秋 来 は強 調 す る

ので あ る。(38)

平野 秋 来 「兵 児 の 国(薩 摩 の気 質)」 は 、読 み

進 め る ことが 苦痛 にな る ほ どの残酷 な描 写 を書 い

て い る。薩 摩 隼人 の 武士 道 は いか に残 酷な 風 習 を

もって いたの か と平 野秋 来の怨 念が 伝わ って くる。

これ らの郷 中教育 にお け る残 酷 な薩 摩 の気 質 の形

成 は、 谷 山街道 の境 瀬 門 とい う昔 の処 刑場 、今 の

火 葬場 で故 実慣 例 に精 通 した某 翁 か ら聞 いた 話 を

平野 秋来 が記 述 した もの と して い る。

平野秋来は 「兵児の国(薩 摩の気質)」の著書

で薩摩の平民は学業はふるわず、地域の行政権力

や学校教育は、士族が独占していると記している。

「階級的観念は依然として鹿児島県人を支配して

いる。他府県では士族といえば貧窮固随の代名詞

の如く思われて居るが、同県では決してそうでは

ない。士族は学力に於いて、冨力に於いて遙かに

平民を凌ぎ、旧郷士の如きは若干の田畑を所有せ

ざる、従って恒産もあれば恒心もある。それに引

き替え、百姓は多く士族の耕地に小作して、酔生

夢死して居る。其の無知無力は劣等人種の如き待

遇を受けるも止む得ない

……士族と平民との子弟を比較すると、小学校

に於ても、中学校に於ても、素行善良、学術優等

の生徒は9分 まで士族の厳格な訓に育ったもので、

平民の子弟は学業頗る振るわない。……各村の村長、

村会議員等の名誉職は悉く士族の独占する所で、

村役場の書記、小学校の教tな どもまた士族で

ないものはない」。(39)

江森一郎が依拠した文献の平野秋来は 「兵児の

国(薩 摩の気質)」 においては、鹿児島における

武士支配の階級制度の強固さを大正期において強

調している。大正期における農商務省の50町 歩

以上の調査では、鹿児島の50町 歩以上大地主の

出身階層は、決して士族階級が多くをしめていない。

もともと本百姓であった人が商業活動や高利貸し

をして大地主となった家や、広く廻船問屋などの

商業活動をして、利益を土地購入にあてた家、開

墾事業に積極的に参加した家など決して、士族階

層だけではない。むしろ士族以外の出身層が多い。

幕末から明治期にかけて、薩摩藩、鹿児島県も

新しい大きな階層の変化が起きているのである。

それは、武士を中心とする身分制の慣習をそのま

ま引き継いで地域社会の階層が存在しているので

はなく、新しい商業活動の発展、産業発展の時代

変化のなかで階層性が生まれていることを見逃し

てはならない。

薩摩藩の知覧郷は、学問所を藩校の造士館より

も早く作ったところであるが、大正時代の五〇町

歩以上の地主である松山家(74町)、 山本家(59町)、

野上家(56町)、 菊名家(54町)が 四家とも武士

集落の麓ではない。大隅半島の巨大地主岩元家は



鹿屋町に住み、田137町 、畑298町 を所有し、小

作人713名 をかかえている。それぞれ農家であっ

たが、商業的な農業や商業活動を発展させて、畑

地の土地を集積した地主である。出水地方の来仙

家は、武士集落の麓ではなく、商業活動、高利貸

しをしながら田42町 、畑13町 の土地を集積して

いった。都城高崎の巨大地主であった後藤家は、

田223町 、畑125町 を所有していたが、地方の商

人として、林業活動を積極的に営み、船を所有し

ての運搬などの交通関係の仕事も手がけて幅広い

商業活動をとおして土地の集積をしている。

これらの事実から商業的な農業の展開、運送や

商業活動、高利貸しをして大地主となった家や、

広く廻船問屋などの商業活動をして、利益を土地

購入にあてた家、開墾事業に積極的に参加した家

など決して、士族階層ではないことを示している。

薩摩藩は、近世時代にも琉球をとおして広く、

中国や東アジアの世界との関係をもっていたので

ある。とくに、寧波は、古く唐代から日本、新羅、

東南アジアの船が往来し、宋 ・元の時代にも日本

の仏僧が遊学し、明代には日本との日明貿易(勘

合貿易)が 行われた港湾都市である。地政学的に

世界の情報が日本にいち早く入ってきたところで

ある。

教育史の研究者として金沢大学名誉教授の江森

一郎は、薩摩について、学問を軽視した閉鎖的な

社会が、野蛮で殺伐な慣行をつくり、体罰の乱用

がされていた地域であるとしているが、近代産業

の原型をつくった集成館事業、造士館や各郷の学

問所での武士以外でも共に学んでいた状況、欧米

に積極的に若者を留学させて、広く遊学を奨励さ

せていた薩摩藩の幕末における学問の振興、文化

事業をどのように理解しているのであろうか。

また、薩摩藩は、決して険しい山に囲まれて交

通も不便で閉鎖社会を形成したものではなく、海

をとおして広く世界をみて日本有数の多くの豪商

が生まれた地域であることをどのように教育の歴

史研究者として理解 しているのであろうか。

薩摩兵児罪人の生肝取り選手権という郷中教育

のなかに残酷な風習があったとして、そこに体罰

の歴史が求めることは的をえてない。その風習も

どうか疑わしい。そして、明治維新の推進力になっ

た薩摩隼人の残酷な風習のなかに体罰の歴史を求

めることは、どうなのか。薩摩隼人の気質という

ことから風評にある地域風土や慣習などからは、

日本の学校教育に潜む体罰の歴史をみることはで

きない。

(7)明 治以降の権 力的 立身 出世 主義 と軍

事 的絶対服従教 育による体罰

江戸時代と明治以降の近代化での学問をする意

味は、変わったいくのである。明治以降の近代化

での学問は、立身出世のためという考えが、比重

を増していく。身分制の固定化がなくなり、社会

的な地位の変動がなされていくのである。学問を

身につけて、立身出世がより可能になったのである。

近代化とは、資本主義的市場に入っていくのであり、

弱肉強食の競争主義が社会的に強要されていく。

近代学校発達での体罰の歴史は、明治以降にお

ける権力支配の維持機構整備、民衆の弾圧組織の

整備、軍事的な支配と侵略のなかで、自らの立身

出世と弱肉強食競争を勝ち抜いていく 「近代」の

学校教育と結びついて展開されることを重視しな

ければならない。

国民教育として、明治の教育令以来、学校教育

での体罰が禁止されていた。明治以降に、現実の

学校のなかで体罰が起きてきたことをどのように

理解していくのか。それは、江戸時代からの日本

的な封建的な文化の継承として理解するのか、明

治の日本的特殊性の絶対主義的、軍事的な中央集

権的体制に編入された学校教育のシステムのなか

で生まれたなかでみるのか、その視点の違いによっ

て、学校の体罰の起きる理由のとらえ方が大きく

違ってくる。とくに、日本の近代化のなかでの人

間尊厳を軽視した軍国主義と学校教育との関連は

体罰の問題を考えていくうえで、大きな意味をもっ

ている。

ところで、薩摩出身で下級武士から日本の国を

動かすような人物として出世した人物のなかから、

具体的に体罰との関係を明らかにすることは必要

である。日本における明治以降の近代国家整備の

なかで、体罰が横行していた組織として、秘密特



別警 察 組織 や 軍隊 の 憲兵 組織 な どの強 制的 な 治安

維持 機 関 にみ る こ とがで き る。 鹿児 島 出 身の 人物

で も、そ の 中心 を担 った者 は数 多 くい る。

例 えば 、内 務大 臣の直 轄 として 密偵 と弾 圧機 関

の役 割 を した 初代 大 警視(警 視 総監)に は、 川路

利 良 がな って い る。 彼 は 、 明治12年(1879年)

10月 にその職 に就 く。 日本 の警察官僚 組織 をつ くっ

た の は、元 薩摩 藩 士 の川 路 で ある 。西 南戦 争 で は

陸軍 少 将 を兼任 し、 警視 隊 で組 織 され た第 三旅 団

を指揮 した。薩摩 出身 の24名 の警察 官 を24名 「帰

郷」 の名 目で 鹿児 島県 に密偵 を送 り込 ん だ人物 で

ある。 かれ らは、西郷の私学校生徒 に捕 らえ られ た。

川路が西郷 を暗殺す るよ う指示 した という 「自白書 」

が と られ 、川 路 の密 偵 の指示 は西南 戦 争 の挑発 的

き っか けをつ くった。

また、 自由民権運 動 を弾圧 し、恐 怖 の警視 総監 、

鬼 の土木 県令 と呼 ばれ た元 薩摩 藩 出身 の三 島 通庸

は 、1885年 に警視 総 監 にな っ た。 三 島 は、1874

年(明 治7年)に 酒 田県令 に就 任 し、着任 早 々 に、

旧庄 内藩時 代 同様 の税 と労役 を課 した 。 この 強圧

に対 す る農 民 の反 抗 が起 き た。 彼 は、 農民 と交 渉

す る官 吏 を全 面 的 に更 迭 す る と とも に、農 民 に対

して 徹 底 し て 弾 圧 を し た 。 鶴 岡 県 ・山 形 県 が

1876年 に合 併 さ れ 、 山形 県 が設 置 され る と、三

島 は 山形県 令 に就 任 す る。三 島 は 、道路 の開発 を

積極 的 に推 進 し、 増税 や 労役 賦 課 、寄 付金 を強要

した。 批判 に対 して は徹 底 した 弾圧 を した 人 物で

あ る。

そ して 、1882年(明 治15年)、 福 島 県 令 と し

て着 任 す る と、 自 由民権 運動 の弾圧 を開始 し、 山

形県 と同様 に道 路 建 設 を強権 的 に推 進 した 。道 路

建設 のた め に重税 や 労役 を義 務 付 け、住 民 の 負担

を 強 い た。 栃 木県 令 時 代(1884年)に は 、 自 由

党員 が 三 島の 暗殺 を謀 った として の加 波 山事 件が

起 こった。 自由民 権運 動 の高 揚 に対 し、皇 居 か ら

「危 険 人 物 」 を排 除す る事 を 目的 と した 保安 条 例

が勅 令 に よ って公 布 され る と、 警視 総監 と して即

日施 行 した。

このよ う に、 開発 の ため に は手段 を選 ばず 、反

対す る ものは徹 底 して弾 圧す る とい うのが 三 島 の

政治 手 法で あ っ た。 川路 は 、鹿 児 島 の人 々 に とっ

て は 、暗 いイ メー ジ を もた れ て い る人 物 で あ り、

また 、三 島 は、 東 北の 農 民や 自由民権 の運動 を し

た人 々 に とって は鬼 の 県令 、 恐怖 の 警視 総監 とい

われ て いる 。 明治維 新 に よ って下 級武 士 か ら政 府

の 中枢 に出 世 し、治 安 維持 の 警察 機構 の最 高権 力

者 にのぼ りつめた人間像 の一端 がみ られるのであ る。

戦前 にお ける 国民へ の 弾圧 機構 で 活躍 した 人間 像

と して も川 路や 三 島の 存在 は大 きな 意味 をも って

い る。 この こと と、薩 摩藩 の文 化 や歴 史 に直 接 的

に結 びつ くもので はな い。

三 島 通庸 は 、皇 国史観 に基 づ いた忠 君愛 国 の 日

本 歴 史教 科 書 「国 のす が た」 を下 田歌子 との度 重

なる書簡のや りと りで 自らの名前で1887(明 治20)

年 に発 刊 して いる。

山県 有 朋 は 、1872年 陸軍 省 の 設置 とと も に陸

軍 大輔 とな り、徴兵 制 をつ くり、1873年 に陸軍 卿、

1878年 に軍 政 ・軍 令機 関 の二 元化 の建議 を した。

そ して 、か れ は、参 謀 本部 長 にな る な ど軍 の最 高

幹 部 と して活 躍 して きた。 内閣 制度発 足 の ときは、

内務大 臣 と して 入 閣す る 。 山形 は、 軍人 勅諭 をつ

くった 人物 で あ る 。1887(明 治20)年 に、 言 論

集 会 の 自 由、地 租軽 減 、条 約 改正 の三 大 事件 建 白

運 動 を弾 圧 す るた め に保安 条例 をつ くった 人物 で

も ある。 軍 人勅 諭 は、 後 の学校 教 育 に も大 きな影

響 を与 え てい く。

山県 有 朋 は明治22年12月 に首 相 に就 任す る こ

と に よ り、教 育 勅 語 の 発布 を強 力 に押 し進 め る。

山県 は、1882(明 治15)年 の軍人勅 諭 を起草 した。

そ の内容 は 忠君 愛 国で 死 を もって も国 のた め に尽

くす こと を軍人 の本 務 として い る。 つ ま り、忠 節

を尽 くす ことを本分 として 、義 は、山嶽 よ りも重 く、

死 は鴻毛 よ りも軽 しと軍 人の命 を極 めて 軽視 して

い る ことを次 のよ う にうた って いる。

「(ひとつ)軍 人 は忠 節 を 尽す を本 分 とす べ し。

凡(お よそ)生 を我 国 に稟(う)く る もの 、誰 か

は国 に報 ゆ る の心 なか るべ き。況(ま)し て軍 人

た らん者 は 、此 心 の固(か た)か らで は物 の用 に

立 ち 得べ し とも思 はれ ず 。 軍人 に して 報 国の 心

堅 固な らざるは、如何程技芸 に熟 し学術 に長ずる も、

猶 寓 人(な お ぐうじん)に ひ と しか るべ し。

凡 軍人 には、 上元 帥(か み げ んす い)よ り下 一

卒(し もい っそ つ)に 至 る まで、 其 間 には官 職 の

階級 あ りて統 属 す るの み な らず、 同 列 同級 とて も



停年 に新 旧あ らば、新 任 の者 は旧任 の もの に服従

すべ き ものぞ 。下級 の もの は上官 の命 を承 る こと、

実 は直 に朕が 命 を承 る義 な りと心得 よ。

其 隊伍 も整 い節 制 も正 し くと も、忠 節 を存せ ざ

る軍 隊 は、 事 に 臨み て烏 合(う こう)の 衆 に同 じ

か るべ し。 抑(そ もそ も)国 家 を保 護 し国権 を維

持す るは兵力 に在(あ)れ ば、兵 力の消長 は是(こ

れ)国 運 の盛 衰な る こと を弁(わ き ま)へ 、 世論

に惑 わ ず政 治 に拘 らず 、只 々一 途(い ちず)に 己

(お のれ)が 本分 の忠 節 を守 り、義 は 山 獄 よ りも

重 く、死 は鴻毛(こ うも う)よ りも軽 しと覚悟せ よ。

其操(そ のみ さお)を 破 りて不 覚 を取 り、 汚 名 を

受 くるな かれ 」。

ここで は、 日本 に生 まれ た者 は 、誰 で も天 皇 の

国 に報 いる心 がな けれ ばな らな いと強調 して い る。

軍 人 は、 この 心が 固 くな くて はな らな い。 軍 人で

あ りな が ら国 に報 い る心 が な けれ ば、 学 問や技 術

に優 れ て いて も、 や は り人形 に等 しい。 国家 を維

持す るの は兵 力 にあ り、 世論 に惑 わず 、政 治 に 関

わ らず 、軍 人 として 自分 の義 務 で あ る忠節 を守 る

ことで あ る。 義 は険 しい山 よ りも重 く、死 は おお

と りの羽 よ りも軽 い と天 皇 ため の 国家 に忠 節 を う

た って いる。

この軍人 勅 諭 は、 国民 皆兵 によ る徴 兵制 と結び

つ い て いた 。 我 国 の軍 隊 は 、 天皇 の軍 隊 で あ り、

勅諭 は、天 皇 か ら賜 は りた る もの で、 軍人 た る徳

目と して、 忠 節、 礼儀 、 武勇 、 信義 、 質素 の五 条

を あ げ、 これ を守 るた め に誠 心 が大 切 で ある とし

た ので あ る。 そ の後 に教 育勅 語 と共 に、 日本 の若

者 の精 神 形成 に大 きな影 響 を与えて い くので あ る。

この徴兵 制 と国家 の ため の義 務教 育 が整 備 され

て い くが 明治 の絶 対 主義 的 、軍 事 的な 近代 国 家 の

形成 で あ った ので あ る。 忠節 のた め には命 を投 げ

出 して も、 そ の 目的 を果 たす とい う考 えが 生 まれ

て い く。つ ま り、 そ こで は 、非 合理 的 な ことで も

根性 主 義 と い う精 神 主義 によ って 、国 家 目的 遂行

を鼓 舞 して い く ことが 行わ れた ので あ る。

合 理 的 、科 学 的、 ま た学 問 を重視 して 目的 を考

え て い くとい うこ とが疎 か に され 、非 合理 的 な根

性主 義 に よ って、 目的遂 行 して い くとい う考 え の

基盤 が 、軍 隊 や学 校 教育 で の体 罰 を生 んで い く土

壌 にな っ た。 藩校 、 郷校 、塾 、 寺子 屋 な どで 学 問

を重視して、人生の生き方を考えたり、人間形成

のために孔子や孟子の学問を学んだり、蘭学、洋

学を取り入れたり、自然の観察、原理を洞察して、

学問、科学の発展をしようとした江戸時代の教育

から、大きな断絶した状況がみられていくのである。

そして、非合理的な根性主義による国民的な精

神的統制の国粋主義という流れと、それとは逆の

合理的、科学的、学問を重視し、世界との交流発

展をしていこうとする潮流は、日本の学校のなか

で拮抗しながら日本の近代史のなかで展開していく。

吉田祐は、「日本の軍隊一兵士たちの近代史」

の著書のなかで、軍隊と教育の関係について次の

ようにのべている。1885年 に文部大臣に就任し

た森有礼は、身体の規律化という軍事的訓練のた

めに兵式体操を中学校と師範学校に導入した。小

学校教育では、軍隊式集団行動様式としての隊列

行進が大きな位置を占めた。国語教育のなかにも

兵式体操に関連する教材が使われるようになる。

昔から日本人の一般の歩き方は、前かがみで、

ひざを曲げ、かかとをひきずって歩き、腕を使用

しないという 「ナンバ歩き」という特徴がある。

この歩き方は軍隊での整列行進、戦闘に必要とさ

れる機敏な動作に不向きである。軍隊教育には、

整列行進に適合する新しい身体づくりが求められ

たのである。また、軍隊における兵言を挺子に言

語の共通化の形成も大きな課題であった。「点検」

「たるんでいる」「ハッパをかける」「気合いをか

ける」などの命令主義的、根性主義的な数々の兵

隊ことばが生まれていくのである。(40)

森有礼の 「兵式体操に関する建言書案」では、

近代的な軍隊をつくりあげるために学校教育の役

割に大きく期待したのである。森は、内閣発足制

度発足になり、伊藤首相から文部大臣に推挙され、

精力的に近代の学校制度を整備していく。帝国大

学令、師範学校令、中学校令、小学校令など近代

学校の諸学校令を公布したのである。森は近代的

な軍隊をつくりあげるために、中学校や師範学校

での兵式体操の導入を整備した。当時の日本をめ

ぐる国際情勢のなかで富国強兵政策のために合理

的な軍隊教育を必要と考えて、それを学校教育に

も徴兵との関係で導入したのである。

天皇家に仕え、教学聖旨を書いた侍講の元田永



孚 は、 欧米 帰 りの森 の文 部省 御 用掛 、 文部 大 臣就

任 に強 く反 対 して いた 。そ して 、1887(明 治20)

年12月 文 部 大 臣 として 視 察 に三 重 県 を訪 れ 、伊

勢神 宮 に参 拝 した とき の儀礼 に反す る行 為 の事 件

を契 機 に、 神道 の儀 礼 を絶対 視 す る国 家神 道 的 国

粋主 義者 は 、森 の非難 を高 めて い く。

森 は文 部 大 臣 に就 任 した とき に、1886年1月

に 自警 と題 す る文 章 で 「其職 二 死 スル ノ精 神 覚悟

アル ヲ要ス 」 として 、死 を覚 悟 して誠 心誠 意仕 事

に取 り組 む決 意が み られ るので あ る。(41)

森 の文部 大 臣 の就任 をめ ぐって は、元 田等 の 国

家神道 によ る国粋 主義者 たち との厳 しい対 立があ っ

た ので ある。

(8)教 育 勅 語 発 布 を め ぐ る 対 抗 一 葬 ら れ

た 中 村 正 直 案 一

1889(明 治22)年2月11日 大 日本 帝 国憲 法発

布 日に森有 礼 は、西 野文太 郎 によ って暗殺 され る。

この と き、 森 は42歳 で あ った 。西 野 は 長州 の神

官 の息子 で あ り、元 長州 藩 の士 族 か らな る国 家神

道絶対 視す る国粋主 義が 背後 に あった といわ れ る。

も と もと森 は 、福 沢諭 吉 な ど 日本 の洋学 者 とと

もに米 国か ら帰 国 して 、1873年 に、 明 六社 を結

成 した 。そ して、 明 治維 新後 、 啓蒙 運 動 に積極 的

に の りだ した 人 物 で あ る 。英 語 で 信 仰 自 由論 を

1872年 公刊 し、1875年 には、 自説 の妻妾論 によ っ

て契 約 結婚 を実行 した。 同 時 に 自邸 内に商 法講 習

所 を創 設 した 。 この講 習 所 は、 後 に、 一橋 大 学 の

前 身 にな る。

1875年 に大 久保 利 通 等 の 政府 が 新 聞 条例 な ど

に よ る言論 統 制 を強化 す るなか で 明六社 の啓 蒙活

動 の雑誌 発行 は 中止 した。

森 は 、1882年 に駐 英 公 使 と して ロ ン ドン に滞

在 中 に伊 藤 博 文 と会 い、 教育 論 の論 議 で、 そ の考

えが一致 した。森 は、帰国 し、文部省御用掛 とな る。

伊藤内閣発足 によって、文 部大 臣にな った ので ある。

と ころで 、1890年 は教 育勅 語 が 公 布 さ れ 、戦

前 日本 の教 育 理 念 の骨 格 が つ く られ た 年 で あ る 。

この教育勅語をめ ぐっては中村 正直 草案 と元 田永孚 ・

井 上毅案 が あ っ た。 中村 正直 は、 かつ て 明六社 で

森 と共 に啓蒙雑誌 をつ くった メンバ ーの一 人であ っ

た。 実 際の 教育 勅語 は、森 有 礼暗 殺 以降 に中村 の

作 成 した文部 省案 は葬 られ た。実 際 の教育 勅語 は、

国家 神道 を絶対 化す る国粋 主 義的 な 井上 毅案 で 発

布 され る 。

日本 の学校 で の徳 育 教育 の歴 史 を考 えて い く う

えで 、教 育勅 語 は大 きな役 割 を果 た した が 、そ の

成 立 過程 をみ る と中村 政直 案 の よ うな 国家神 道 の

理 念 とは別 の もの が あっ た。 この文部 省 案 は、 哲

学 的 な学 問 と 日本 の徳 の蓄 積 を踏 まえ、 また、 国

際的 な徳 の 成果 を取 り入れ 、 当時 の 政治 状況 も配

慮 しなが ら、 国民 的な 教育 勅語 をつ く りあ げよ う

と した。

日本 の伝統 的 な徳 育 を明治23年10月 に発 布 さ

れ た 教育 勅語 にみ る こ とがで き る とい うの は、 一

面 的 で あ る。む しろ、 教育 勅語 は、 日本 の伝 統 的

な徳 の蓄 積 の学 問体 系 か らみれ ば、 異 質 で あ る。

教 育勅 語 は 、儒 教 的面 、仏 教 的な 面 、地 域 の伝 統

的な 習俗 文化 、 歴史 的 な天 皇 の象 徴 的な 存在 な ど

をみ る と、 日本 の伝 統 文化 を決 して 継承 す る もの

で はな く、 明治20代 の 初頭 の政 治 的 な状 況 で つ

くられ た もので あ る。

当初 の文 部省 案 の教 育勅 語 として 、実 際 に採 用

され な か っ た 中村 正 直 案 は 、忠 孝 の 心 、公 の心 、

立 憲 政体 の愛 国の義 、 自治 独 立 の良 民 を説 いて い

たので あ る。

「忠 孝ハ 人倫 ノ大 本 ニ シ テ其 原 ハ 天 二 出ズ 。 我 国

二生 各ル 、 者、 皆是 朕 ガ …… 臣子 ナ リ。 其 君父 タ

ル万 世一系 ノ帝室二対 シテハ、常 二忠孝 ノ心 ヲ在 シ、

各々 其尽 ス ベキ 職分 ヲ尽 シ、 天意 二 叶 フ コ トヲ務

ムベ シ。 父ハ 子 ノ天 ナ リ、君ハ 臣 ノ天ナ リ。 君 二

対 シテ敬 愛 ノ誠 ヲ致 ス 、之 ヲ忠 ト云 ヒ、 父 二対 シ

テ誠 ヲ致 ス、之 ヲ孝 ト云 ヒ、対 スル所 二別 ア レ ドモ、

誠 二君父二対 シテ不忠不孝ナ レバ罪 ヲ天二得テ 追(の

が る)ル 可 カ ラズ 、又 忠孝 ヲ尽ス 時ハ 自 ラ天 意 二

叶 ヒ、幸 福 ヲ求 メズ シテ来 ル モ ノゾ 。或 ハ不 運 ニ

シテ 忠 孝 ノ為 ニ ヲ禍 ヲ蒙 ル事 ナキ ニ 非ザ レ ドモ 、

其 忠 孝 ノ美 名ハ 千載 ノ後 二伝ハ リテ永 ク朽 ズ、 後

世 子孫 必 ズ其余 慶 ヲ受 く、」(42)

「… …深 夜暗室 ノ中二在 テ発 生スル ニ所 ノー 念ハ、

善ニ モ ア レ悪 ニ モ ア レ、 自己 一人 ノ外 ハ 誰 ア リテ

是 ヲ知 ラズ ト思 エ ヘ ドモ 、天 ノ照 臨 スル 所 ナ レバ

自 ラ青 天 白 日、公 衆 ノ面 前 二発 覚 シ、掩(お お)



ヘ ドモ掩 ハ レズ 、隠 セ ドモ 隠サ レズ、 其感 応 ノ掩

ナルハ声 ノ響二応 ジ影 ノ形 二従 フガ如シ。天 人一致 、

内外洞徹、顕微間ナ シ トハ 、即 是ナ リ。是 ヲ知 ラバ 、

人 々争(い か)デ カ 其独 ヲ慎 ミ天 ヲ畏 レ神 ヲ敬ハ

デハ アルバ ク我心 ハ 神 ノ舎(や ど り)ス ル 所 ニ シ

テ天 ト通 ズル 者ナ リ。天 ヲ畏 レ神 ヲ敬 フニ ハ 、先

ズ我 心 ヲ清 浄 ニ シテ 誠実 ナル ヲ旨 トセ ヨ。 我 心清

浄 ナ ラズ誠 実 ナ ラズ シテ ハ 、何 程(い か ほ ど)二

外面 ヲ装 フ トモ天 意ニ ハ 叶 フマ ジキ ゾ。 … …

立 憲 政体 ノ下二 立 ツ今 日ニハ 、 君父 二忠 孝 ナル

ト共 二 愛 国 ノ義 ヲ専 ラニ 心掛 ケ ヨ。愛 国 ノ義ハ 誠

ヲ尽 シテ天 意 二 叶 フニ在 レバ 常 二仁 愛 信義 ノ道 二

背 カズ 、知 識 ト徳 義 ト並 ビ長 ジ、 品行完 全 ナ ル 国

民 トナ リテ 、 益 々我 国 ノ品位 ヲ進 メ、外 人 ヲシテ

親 ミ敬ハ シ ムル ヲ期ス ベ シ。

自立独 立 ノ良民 トナ リ団体 トナ リテハ 其 郷士 ノ

繁 栄 ヲ謀 リ、 一 身 二於 テ ハ 其 家族 ノ幸 福 ヲ増 シ 、

積テ以テ我国 ノ富強 ヲ望ム ベシ。此望 ヲ達セ ンニハ 、

如何 ナ ル難 難 辛苦 ヲモ堪 工忍 ビ、心 ヲ前途 ノ大 成

二傾 ケ ヨ。 決 シテ 他 人二 依頼 ス ル コ ト勿 レ。 是 レ

良民 タルモ ノ、任 ナ リ ト知 レヨ。 天道ハ善 二福(さ

い わ い)シ 淫 二禍(わ ざわ い)ス ル ヲ常 トス ルガ

故 二、 善 ヲ好(よ く)シ 悪 ヲ憎 ムハ 人 生 ノ 自然二

出 ズ。去 レバ勧 善 徴悪 ノ教 ヲ奉 ジ 、身 ノ為 メ 国 ノ

為禍 ヲ避 ケ福 ヲ求 ム ルハ 、 人々 忽(ゆ るが せ)ニ

ス 可カ ラザ ル 務ナ リ。故 二其 奉 ズル 所 ノ何 教 タル

ヲ問ハ ズ、 荷(い や しく)モ 帝 国 ヲ愛護 シ帝 室二

忠義 ヲ尽サ ン ト誓 フ者ハ 、皆 尽(ご と ごと)ク 善

良 ナル 我 国 ノ臣民 ナ ル ゾ。 国 ノ強弱 ハ 国民 ノ品行

二係 ル ヲ以 テ 、万 国対 立 ノ今 日二在 テハ 、人 々皆

天 ヲ敬 ヒ、君 父二 対 シテ ハ忠 孝 ノ誠 ヲ致 シ、 世 間

二 向テ ハ仁 愛 ヲ主 トシ信 義 ヲ重 ジ 、一 身二 於 テハ

勤倹 ヲ勤 メ、 一家 二於 テ ハ和 熟 ヲ求 メ、常 二 剛勇

耐忍 ノ気象 ヲ養 ヒ、 品行 ヲ進 メテ尊 ブベキ 人 タ ラ

ンコ トヲ勉 メヨ。 是 ゾ誠 二立 身 報 国 ノ道 ナ ル ゾ」。

(43)

この中村 正 直案 に対 して 、 山県有 朋 に宛 て た井

上毅 の書簡 で は、 道 之本 原 を論 ず るは二 種 類 あ る

と次 の よ うに述べ て いる。

「一 は天 神之 宣 命な り し(耶 蘇 教)、 他 の一 は人

之性情 は天徳 と同体な りとす(仏 説、易理 、宋儒)。

而 して此両説共 に近世哲学 之多 くは擦斥(ひ んせ き)

する所た り」と批判している。江戸時代における

学問によって国を治めるという為政者が朱子学等

の儒学を重視したが、それも否定している。また、

仏教を尊重し、多くの神社は神仏混合の文化をもっ

ていたが、それは、維新の一部の国家神道 ・王政

復古という極端な廃仏殿釈運動によって、日本の

伝統文化が破壊された。国家神道による廃仏R釈 は、

貴重な神仏混合の文化遺跡、各地のアニミズム信仰、

民衆の習俗信仰に結びついた神社が消えていった

のである。

井上毅は、善事をなす者には幸福があり、悪事

をなす者には禍が来るという福善禍淫とは古文尚

書の偽作に出た文字であり、勅語に入れれば世間

の宗門の争いになると批判している。敬天の思想は、

人間は正しいこと、善いことをすれば天から報わ

れるという広瀬淡窓などの儒学者によって江戸末

期に唱えられていた見方である。

また、天人相関という考えから、悪政をすれば

大火、水害、地震等の災害が起きるという、善政

をすれば様々な吉兆として現れるということが前

漢時代の儒学からいわれてきたことである。井上

毅の尊王思想は、儒教に基づくものではなく、皇

祖神からの尊王論である。さらに、井上毅は、仏説、

易理、為政者の学問になった朱子学や国際的な視

点からのキリス ト教的見方を否定していることを

見落としてはならない。

日本の伝統的な文化は、神仏混合にみられるよ

うに、異なる信仰を習合していく多様性をもって

いたのである。様々な宗教的価値観を包み込み、

寛容の精神をもっている日本の伝統文化でもあった。

廃仏殿釈は、この寛容な日本の伝統文化の象徴を

破壊したのである。

廃仏殿釈は、明治維新のときに薩摩や長州に起

きた国家神道 ・王政復古という政治手段と神官の

宗教界での支配権 ということからの荒れ狂った文

化の破壊活動であった。廃仏殿釈のなかで、日本

の伝統的な文化が破壊され、国家神道にねじ曲げ

られた。この延長線のなかに、国家神道による絶

対主義の権力構造づくりがされたのである。国家

神道による絶対主義的中央集権国家による教育勅

語という形での国民精神づくりは、日本の伝統的

な文化を廃仏X釈 というなかで、ねじまげて意図



的 につ くられた ことをみなければな らない。つ ま り、

そ れぞ れ の民 衆が 心 か ら信仰 す る も のを 国家 神道

とい う権 力的行 為 によ って消 滅 させ よ うと した の

で あ る。 これ は、 まさ に、伝 統 的 な文化 に対す る

暴 力で もあ った。

1889年12月 に首 相 にな っ た山県 有 朋 は、 井上

毅 に起 草 を依 頼 した。 井 上 の 教育 勅 語 の見 方 は 、

立憲 政体 主 義 に従 え ば 、君主 は臣 民 の良心 の 自由

に干 渉 せず 、 政事 上 の命 令 と区別 し、社 会 上 の君

主 の公 告 と同 じよ うにみ るべ きで あ る。軍 事 教育

の 一種 の軍 令 と同 じで 、 哲 学 上 の理 論 で は な く、

皇 国史観 の基 に敬 天 尊神 の言 葉 と して 奉 る もので

あ る と したの で あ る。教 育勅 語 は 、井 上毅 の 草案

に よ っ て 、 山県 有 朋 の リー ダ ー シ ッ プ の 下 に 、

1890(明 治23)年 に発布 され る。幽)

国が 文部 省 を設 置 して 近代 的 な学 校 を整 備 して

い くのは 、国 民 国家 目的の ため で あ る こと を明確

に 森 は位 置 づ け した ので あ る 。 かれ は 、1888年

に 中学 校 ・師 範 学校 の道 徳 教 育用 の倫 理 書 で は 、

宗教 に依 らず 、道 徳 の規 準 の原 理 を幅広 い考 え方

か ら編纂 した ので あ った 。 これ は 、井 上毅 等 の教

育勅 語 とは 明 らか に異 な る もので ある。

森 有 礼 の思 想 を研 究 した坂 元 盛秋 は 、 明治維 新

後 に 「日本 にお け る宗教 の 自由」 を英 文で 書 いて

い る こ とを分 析 して い る。 これ は 、キ リス ト教 を

差別 扱 い して い る 日本 の宗教 政 策 に対 す る批判 と

い う ことだ けで は な い。 帝 政 ロシ ア の視 察 か ら、

人 間 の皇帝 を神様 扱 い にす る こ とに よって 取 り巻

きが絶対 的権 力を握 り、皇 帝 を神格 して悪性 を行 っ

て い る こと を実感 した こ とに よる も ので ある 。 国

家宗 教 にな る ことは 最 も危 険で あ り、 宗教 上 の信

仰 は全 く個人 の 問題で あ る と考 え たので あ る。

「世 界 中 の す べ て の 文 明 国 で は、 良心 の 自 由 、

と りわ け信 仰 問題 上 の 良心 の 自由 は、 人 間固有 の

権利 で あ る ばか りで な く、 人間 のす べ て の事 業 を

進歩 させ るの に非常 に基礎 的 な要素 で ある と して 、

神聖 視 され て い ます 。 …… この 省 が、 お手 製 の宗

教 をわ が 国民 に押 しつ けよ うとす る こ とは、 どん

な に きび しく非難 されて も、な お足 りな い く らい

です 。 とい うわ けは 、か よ うな 試 み は、わ れ われ

の神聖な 「良心 の自由」を無視する ばか りで はな く、

そ の結果 は、 人 間の魂 自体 を粉 砕す る こと にな る

か らで あ ります 。 生 きて い る人 は こ とご と く、 自

分 の思 想 と行 動 のすべ て に関 しては 、 自分 自身 で、

創 造 主 に対 して 、す っか り責任 を もたね ば な りま

せ ん 。 この 責任 を知 る能 力 もな く、 また 、 これ を

知 って も、そ れ を行 う 自由を うばわれ て いる人 は、

も はや正 しい意 味 で人 間 と呼 ぶ ことがで き な い こ

とは 当然 であ ります 。

国 家 の権 力で 新 しい宗教 や 戒律 を定 めよ うとい

う意見 が 、 わが 国 で は今 日行 われ て い ます が、 こ

れ は理性 の光 に照 らして み ます と、 異様 な様 子 を

呈 します 。 宗教 とい う ものは 、売 りつ ける こと も

押 しつ け られ る こ ともで き ませ ん。 宗教 とは、 一

言 で い えば 、理 性 あ る生物 と して の 人 間の本 分 で

あ ります 。 この宗教 の 光 をわ れわ れ が心 で悟 るに

応 じま して 、各 人別 々 に 、幸福 な 信 仰生 活 の道 を

知 って 、 これ を楽 しむ ことがで き るので あ ります 」

と のべ る。 国家 は 、信 仰 の 自由 を保 障 して 、国 家

権 力 で あた らしい宗 教 や戒 律 を定 め てな らな い こ

と を森 有礼 は強 調 して いる ので ある。

さ らに、 森 は、 国民 教育 の普 及 を重視 す る。 国

家 は、 国民 を暴 力 か ら守 るた め に、 国民 の平 和 を

確 保 す るた め に も文 明 の基 礎 をつ くるた め の科 学

芸 術 上 の諸事 実 の知 識 の普 及 の責 任 を持 たね ばな

らな い とつぎ のよ う に力説す る。

「文 明とい う確 乎たる基礎の上 に平和 を打 ち立て一

人間 すべ て の不 幸 の源 泉 で ある一 無知 とい う劣 悪

な勢 力 をで き るだ けす みや か に、 そ の無 知 自体 の

欠陥 に よ って消 滅 させ る ことにな ります 。 国民 の

間 に知 識 を普 及 させ る とい う の は、 特 定 の階 級 、

種類 の人民だけ に限 って学 問をひろめるのではな く、

男 女 を 問わ ず、 例外 を設 けず 、 国民 こと ご とく学

問 を受 け られ るよ うに広 め る とい とい う意 味で あ

ります。 社会 のすべ て の 人々 に教 育 を受 け る機 会

を与 え る方 法 は、年 齢 と職 業 に 関す る各 人 の状 況

に したが って変 わ ります 。 …… も し、わ が 国民 が

適 当な 学 問 を して いれ ば 、他 の国 民 に奉仕 して 、

かれ らの有 益な 教育 者 とな るは もち ろ ん、幸 福 に

して 真 に威厳 のあ る生 活 をす る うえ で、 かれ らの

愉 快 な友 になれ る とい うのが 、わ が 国民 の運 命 と

もな りま し ょう」 とい う ことで、 国 民教 育 を積 極

的 に普 及 させ る必要 性が 森 の主張 で あっ た。(45)

森 の暗 殺 に よ って、 近代 的 な 国民 教育 の普 及 は



挫折した。山県有朋のもとに、井上毅らの国家神

道による国粋主義的な教育の勢力が強くなり、絶

対主義的な教育勅語制の学校教育が確立していく

のである。小学校教育をはじめ、日本の近代学校

教育は、根性意識、不合理なことでも滅私奉公的

な人格従属的な型にはめ込めこめられた人間形成

を強制されるのである。

ここでは、日本の江戸時代の藩校、郷校、塾、

寺子屋での学問を大切にした教育や人間主義的な

教育方法、教育勅語をつくりあげるなかでも中村

正直の教育勅語草案や森有礼の倫理書にみられる

ように学問を重視して、合理的に理性的を基礎に

物事を考えていくことが明らかに否定されたとい

える。それは、江戸時代に発展していった学問を

大切にして、道徳形成、人格形成をしていこうと

する潮流と大きく乖離していく。

つまり、江戸時代の伝統的な学問を基本にして

の人間形成の教育の発展ということからみるならば、

断絶なのであり、決して日本の伝統的な教育文化

を継承したものではないのである。このことをき

ちんと歴史的にみておくことが必要がある。

中村正直などの徳育教育は、決して、欧米の思

想のまる写しではなく、欧米からも学び、日本の

伝統的な学問、儒教の考えも取り入れながら、人

類的普遍性からの学問を重視しての見方であるこ

とを見落としてはならない。

つまり、教育勅語をつくりあげていった天皇家

の侍講の元田永孚、井上毅、皇国史観の 「国のす

がた」を出版した三島 通庸などは、江戸時代の日

本の学問的蓄積のうえに合理的、理性的に教育の

あり方を考えたのではない。そこでは、支配の強化、

軍事的、警察的な国家統制を強め型にはめた精神

主義動員、国家神道のイデオロギー的利用のため

の教育勅語にすぎなかったのである。体罰の横行は、

このような状況で生まれていくことを見落として

はならない。

(9)教 育勅語の教育体制の精神主義

教育勅語の教育体制は、国家への服従的な滅私

奉公の統制的な精神動員において大きな役割をし

ていく。これは、理性や科学よりも、神格した言

葉 で 絶対 命 令 に服従 して い く精 神 形 成 をね らい と

して い る。 そ こで の大 切 な こ とは、 天皇 の お言 葉

で ある。 教 育勅 語 は、 あ りが た く敬意 を もって 拝

聴 す る心 が 重要 で あ った 。教 育勅 語 の意 味 を理 性

的 に理解 す る こ とでは な く、 非合 理 的な こ とを疑

い もな く、 受 け入れ て 、繰 り返 し型 に はめ た教 育

が重視 され た ので ある。

そ れ は、 国民 全体 をマ イ ン ドコ ン トロール して

い く体 制 をつ く りあ げて い く ことで あ る。 この 意

味で勅 語 を敬 う独特 の 雰 囲気 で の学校 儀 式 が大 切

な ので あ った。 教育 勅 語 が発布 され た翌 年 の6月

の文 部省 令 で 「小学 校 祝 日大祭 日儀 式規 程」 で 型

に はめ られ た厳 粛 な忠 君愛 国 の学 校行 事 が行 わ れ

て い く。 教育 勅 語 は、 紀元 節 、天 長 節 、元 始 祭 、

神 嘗祭 及 び新 嘗 祭 の 日に お いて、 学校 長 、教 員 及

び生 徒一 同 が式 場 に参 集 し、儀 式 を行 うな かで の

神 格 した 言 葉 で あ る。 学校 長 、教 員 及 び 生徒 は、

天 皇 陛下 及 び皇 后 陛下 の御 影 に対 して奉 り最 敬 礼

を行 い、 両 陛下 に万 歳 を奉 祝 す る こ とが 絶対 的 な

義 務 と され た ので ある。(46)

明治23年 の暮 れ に勅語 を受 け取 っ た第1高 等

学 校 で は、 翌年 早 々 に拝読 式 を行 っ たが 、教 員 と

生徒 は 、一 人一 人順 に頭 を深 く下 げ て礼 をす る こ

と を強制 された が 、内 村鑑 三 は、 深 く頭 を下 げな

か った と して不 敬 として解 嘱 に追 い込 まれ る事 件

が起 き る。 ア メ リカ帰 りの 内村 は 、9月 に第 一 高

等 学校 の嘱託 教 員 にな っ た ばか りで あ った。 三 番

に壇 上 にあ が った 内村 は ど うすべ き か を考 え る余

裕 が なか った。 そ のた め迷 って、 た めな い なが ら

キ リス ト教 的 良心 に とっ て無難 な 方 針 を とった こ

とが解 職 にな った 。教 育勅 語 の拝 読 式 に頭 を深 く

下 げな か っ た ことが 、 天 皇 に対 す る不 敬 と して 、

一 高 の教 員職 を辞 め され た
。 この こ とをア メ リカ

の友 人 ベ ル宛 の手 紙 に書 い た ので ある 。 ま さ に、

勅 語 は、 我 が 国教育 の 基礎 学 制 の大本 で 決 して 学

理 学 説 と同 一視 すべ き もので はな く、 も し これ に

違 う態 度 は 、我 が 国民 に あ らず とい うこ とで解 嘱

され た。(47)

教 育勅 語 は、 学校 行 事 の儀 式 のな かで 大変 に重

要 視 され た ので あ る。 それ は 、終 身 とい う道 徳 教

育 の内容 を理性 的 に理解 して い く以 上 に、型 には

め られた 儀 礼 の態度 によ って 、忠 節 を誓 う ことを



求 めた ので あ る。 そ れ に反す る態度 は、不 敬 とし

て 日本 国民 にあ らず とい う ことで 、糾 弾 され た の

で あ る。 ここで は、 人 間の尊 厳 、基 本 的人 権 は 問

題 で はな く、儀 式 で の型 にはめ られ た 忠誠 の 証 の

動作 が求 め られ たので あ る。

と ころで、人 間の尊厳 を典型的 に受 け入 れなか っ

た の は、軍 隊 で あ る。 日本 の軍 隊 が いか に暴 力的

な制 裁 が肯 定 され て いた か 。 また 、上 官 の腹 いせ

の 手段 と して 暴 力 がふ れ わ れ て い た こ と もあ る 。

この こ と につ いて 、 飯 塚 浩 二 は 、 「日本 の軍 隊 」

の 著書 のな か で 次 の よ う にの べ て い る。 「私 的制

裁 が 日本軍 隊 の名 物 だ った の は、法 治 国家 み た い

で いて そ の実 、専 制 国家 だ った 日本 とい う国 の特

色 が集 約 的 にそ こ に出て い る とい う こ とで 、絶 対

的 な権威 、理 非 曲直 の判 断 の基 準 はつ ね に上官 の

側 に ある。 守 るべ き 人権 な んて 初 めか ら認 め られ

ていな いんだか ら、そ の場 で殴 っち まって事 はす む。

「ふ け飯 」 っ て い う んで す か 、下 の身 分 の も のた

ち に は、そ ん な哀 れ な腹 いせ の手段 しかな い 。そ

れ か ら これ は わ た しの憶 説 なん です が 、特 定 の 閉

鎖的な集 団 に加 入 を許す 、いわ ゆるイニ シェー ショ

ンの手 続 き とい う意 味 もあ った と思 う。そ の 試練

を へた ものの みが 一 人前 の メ ンバ ー と して 承 認 さ

れ る。 … …暴 力的 な 制裁 が教 育 の手 段 と考 え られ

て いるの は軍 隊だ け じゃな いけれ ども、 その他 に、

そ こには排 他 的な 集 団 に関 して イ ニ シェー シ ョン

の儀 式 が生 み 出す 効果 、 す で に作 られ た 隔た りの

感情 が古 参 の兵 の側 にあ りそ うだ」。(48)

道 理 にかな って いる こ とと、はず れて い る こと、

道徳 的 に正 しい こ と と、間違 って い る こと を判断

す る のは 、上 官 にあ る。 一般 の下士 官 は、 そ れ に

絶対 的 に従 うのみ で あ る。暴 力 も上官 の腹 いせ い

の 手段 と して お こな われ る ことす らある。 まも る

べ き人権 な どは一 般 の兵 士 に はあ たえ られ て いな

い と い うので あ る。 温情 的 な結 合 で結 ばれ た 閉鎖

社会 で あ るの で 、上 官 の気分 感 情 を害 すれ ば 暴 力

を 振 るわ れ る、 い じめ られ る とい う こ と にな る 。

温情的 に仲間 にな る とい うイニ シェー ションが ある。

る 。 閉鎖 的な 集 団の 加入 を許 され た り、排 除 され

た りす る のは 、上 官 の気 分感 情 に左 右 され て い く

ので あ る。

教 育 勅語 は 、皇 祖 皇宗 の祭 政 一致 、 国家 神道 の

流れのなかで日本国民を精神的に教化し、天皇制

絶対主義の富国強兵の目的に動員するためのもの

であった。これは、決して江戸時代の藩校、郷校、

私塾、寺子屋などでの儒教、洋学、国学等による

学問を学んでいた文化の継承したものでもない。

廃仏R釈 のように従前の文化を破壊しての国家神

道の祭政一致の絶対主義的天皇制を築いていくた

めの教育体制であった。

それは、古来からの日本の伝統的な文化である

天皇の位置の象徴的、儀式的な役割も否定してい

くのであった。教育勅語体制の教育の目的は、自

由民権運動を徹底して弾圧した三島通庸のように、

古事記に含まれる日本の文化的象徴をあえて、国

民教育による歴史、「国のかたち」を教えこませ

るものであった。小学校の教育内容は、教育勅語

発布の翌年の1981(明 治24)年11月 に小学校

教則大綱が定められ、尊皇愛国の志気を酒養する

終身教育となり、歴史は日本歴史となり、皇国史

観に基づく建国体制、皇統の無窮、歴代の天皇の

盛業などが重視された。

日本の近代学校教育は、教育勅語の教育体制が

ねらいとするような意図がすべてにわたって貫徹

していくということでは決してないことを見落と

してならない。教育勅語を作 られていく過程も、

初代の文部大臣の森有礼が暗殺されるという極め

て不幸な歴史をもった。文部省で検討されていた

中村正直案が消えていったことは、日本のその後

の道徳教育を考えていくうえで極めて大きな対立

軸である。支配的に、道徳教育においては、公の心、

立憲政体の愛国の義、自治独立の良民ということ

を哲学的、人類史的蓄積からみえていくことがな

くなったのである。

とくに、敬天愛人思想、幸福探求、公の精神、

自治独立の良民の理念をもつ中村正直の教育勅語

草案は、文部省内で検討された経緯があることを

決して見落としてはならない。その後の日本の学

校教育を考えていくうえで、絶対主義的な国家に

滅私奉公をする教育勅語の体制ということで、す

べての戦前の教育をみてしまうほど問題は単純で

はない。

文部省の検定教科書をつくっていく過程におい

ても自由化を求める意見が文部省内の専門学務局



長から唱えられるほどであった。これは、教育勅

語発布後の明治25年3月 に、検定教科書の基準に、

教則大綱の趣旨に合致することを認定するとした。

検定による教育内容の国家統制を強める傾向であっ

た。

しかし、教科書の国家統制をすすめるなかで、

教科書疑獄事件という教育をめぐる大きな不祥事

が起きるのである。教育勅語による教則大綱によ

る検定教科書の基準強化から10年 後に全国的に

わたって教科書発行業者と行政関係者の双方の大

規模な収賄による検挙がされる。服従を強制する

滅私奉公的な国家統制の教育は、一部の教育行政

の権力をにぎるものの公私混同、私的利益優先の

退廃を生む構造をもっていたのである。学校教育

をめぐる閉鎖性と排他性が退廃の教育界に拍車を

かけていくのである。

明治24年 の規則により、審査に関する教科書

の採択の審査委員は、府県官吏、府県参事会員、

師範学校校長、師範学校教員、小学校教員となった。

さらに、教科書の不正を防止することから明治

33年 の小学校令では、小学校の教員が委員か ら

除外され、文部官僚と師範学校校長 ・師範学校教

員を中心とした審査委員になっていくのである。

このように、改正されたが、不祥事が絶えなかっ

た。明治35年12月 に視学官や師範学校校長など

各府県の教育界の上層部が大量に検挙される不祥

事が起きるのである。修身教育という道徳を重視

した教科書の検定をめぐって文部行政や教育関係

者の退廃の進行が露呈していくのである。(49)

各地の師範学校附属小学校や私立小学校で、さ

まざまな新教育の理論、自由主義的教育改革の実

践が実施された。このことは、軍事教育的、絶対

主義的な教育勅語の滅私奉公的教育がすべてでは

なく、自由主義的な教育の流れが現実の学校で実

践されていたのである。これは、子どもの生活を

中心として、学びを考えていくというものであり、

子どもの自然的な素直な姿に正面から向き合あっ

ている教師達は、国家統制的な滅私奉公的な教育

から距離をおかざるをえないのである。

新教育理論、自由主義教育の実践の主なものは、

明石女子師範付小の及川平治の教育論から分団式

教授である。明石女子師範学校附属小学校に及川

平 治 は 、1907(明 治40)年 に主 事 と して着 任 し

て い る。彼 は、1908(明 治41)年6月 よ り成 績

劣 等 児 童 につ いて 適 切 な 教育 を実 施 す る た め に、

内容 に よ って別 グル ー プ で指 導す る 分 団式教 育 を

行 った。

それ は最初 か ら分別 グル ー プにす るので はな く、

一斉授 業の中に個別授業 の時 間を設 けた ものであ り、

児 童 の学 習 の状 況 に応 じて全体 、 グ ルー プ 、個 別

に教 育 し、 児童 が能 動 的態 度 、 自学 自習 の態 度 を

養 成 す る こ とを 目的 と した 。 翌1909(明 治42)

年 に教材 中心か ら児 童 中心 の教 育 方針 を制定 して

い る。

この他 の 附属 学校 で も千 葉 師範 付 小 にお け る手

塚 岸衛 の 自由教 育 、鹿 児 島女子 師 範 ・奈 良女 高 師

付 小 にお ける木 下竹 次 の合 科 教授 な どで あ る。 そ

れ ぞ れ 、共通 して い る ことは 、子 ども の生活 を直

視 しなが ら、 自発性、個性 を尊重 した教 育であった。

このよ うな 教育 実践 は 、 師範 学校 付属 小 学校 や 私

立 学校 に限 定 され ては い たが 、公 立 小学 校 の個 々

の教師 た ち に影 響 を与 えて い った 。

この教 育 実践 は 、教 育現 場 を規 制 す る さま ざま

な法 律 や 国定 教 科 書 な どに よ って 制 約 され たが 、

新 教育 運動 によ る 自主 的な教 師達 の努 力 によ って、

困難 なな かで も続 け られ た。

木 下竹 次 の合 科学 習 は 、生活 に根 づ いた学 習 論

か らで あ った。 それ は 、児 童 中心 によ る生活 主 義

の立場 で ある。子 どもの もって い る本 性 を把握 し、

発 展 させ て い くもの で あ る。1904年 に、 鹿 児 島

師範 学 校 の教 頭 にな り、1910年 に は 、鹿 児 島 女

子 師 範学 校 の初 代校 長 とな る。木 下 は、 校長 と し

て の立場 か ら、 子 どもに 自主 的な 学習 を保 障す る

教 育実 践 を して い くので あ る。

大 正期 の デモ クラ シー のな かで 、 自由主義 的 な

教 育 実践 が 、私 立学 校 で積 極 的 に行 われ て い った

こと も戦 前 の特 徴 で ある 。絶対 主 義 的 国家 の教 育

勅 語 教育 体 制 のな かで も、新 教育 、 自由主義 教 育

の活 動が 、 自主 的 に良 識 あ る学校 教 育 の現場 で 実

践 され て いた ことを見落 として はな らな い。

つ ま り、 国家 の教 則 大綱 によ る上 か ら押 しつ け

に よる教 育 で はな く、 子 ど もの生 活 に根 ざ して の

教 育 実践 が 文部 官僚 の 事務 次 官、 帝 国大 学 の総 長

を経験 した 人物 によ って も行 われ た ので あ る。 澤



柳政 太 郎 は、 長年 文 部官 僚 を して 、京 都帝 国 大学

の総 長 に まで な った 。彼 は 、 日本 の初等 教 育 改造

を 志 し、 実 験 的 教 育 の場 と して 、 成 城 小 学 校 を

1917(大 正6)年 に立 ち上 げた。

成城 小学 校 は 、 小原 國 芳 を訓 導 と して 招 聰 し、

大 正 自由教 育 運 動 を代 表 す る 学校 の一 つ にな る 。

小原國芳 は、 日本基督 教団のク リスチ ャンで あった。

鹿児 島 師範 学校 、京 都帝 国大 学 を卒 業 し後 、広 島

高等 師 範 附属 小学 校教 諭 ・理 事 とな り、1919年 、

澤柳 政太 郎 が 成城 学 園 を創設 す る に 当た り、 訓導

と して赴 任 した。1921年 には 、 「全 人 教育 」 の理

念 を唱 える。

さ らに、 民 間 の教 育運 動 の リー ダー た ち も新 し

い 学 校 をつ く って い くの で あ る 。 野 口援 太 郎 は

1923年 に、 下 中弥 三 郎 ら と教 育 の世 紀 社 を結 成

した が 、そ れ を母 体 に池 袋 児 童 の村 を1924(大

正13)年 に設立 し、そ の校長 とな る。 この学 校 は、

児童中心主義 に立 ち、教科 や時間割 に拘束 されず に、

子 ど も と教 師 の生 活 共 同体 的な 学 び の場 をつ く り

あ げた 。 この学 校 を手 本 として1925年(大 正14

年)、 桜 井 祐 男 が 関西 に芦 屋児 童 の村 小 学校 をつ

く り、上 田庄三郎 が雲雀 ヶ岡児 童の村(神 奈 川県 ・

茅 ヶ崎)を つ くった。

自 由学 園は 、 ク リスチ ャン の羽仁 も と子 と羽仁

吉 一 の夫 婦 に よ って1921年 に東 京豊 島 に創立 さ

れ た学校 で あ る。 学 園 内の寮 で 生活 し、毎 日の生

活 を子 ども 自身が 責任 を持 って 行 う 自労 自治 の精

神 に基 づ く学校 をつ くった ので あ る。独 自の 教育

方法 で 、農 業 勤労 体験 学 習 を重 視 し、 自 らも調理

を して い くとい う 自立 自尊 を大 切 に した教 育 方針

で あった 。

日本 の学 校 教育 の 実践 史 をみ て い く うえで 、そ

れぞれの地域で の学校教育 実践、個々の教師 の実践 、

教育 実 践 を支 え た 日本 の教育 思 想 の問題 状 況 か ら

学校 にお け る教師 の体 罰 の 問題 を具 体 的 に明 らか

に して い く課 題 があ る。

(10)愛 の 鞭 と い う 教 員 文 化 論 の 批 判

社 会 史、 心性 史 的側 面 か ら学 校 の教 育史 を分析

す る 中内敏 夫 は、 従 前 の制度 と して の教育 史 か ら

脱 して 、新 た な教 育 文化 論 の視 点 か らの学 校史 を

ま とめた 。 彼 は、教 育 文化 の 生成 と して 、愛 の 鞭

の心性 史 と して 、教 員 に特 有 の職 業 的な 文化 、 師

範 型 、俗 にい う教員 臭 さ と い う小 役 人ふ うの事 大

主 義、 政治 的茶坊 主主 義 を指 摘 して いる。 そ して、

さ らに、 完壁 主 義 の あま りの偽 善 、 融通 の きか な

い高踏 的 堅 物、 教 え子 意識 に代 表 され る閉鎖 的 パ

ター ナ リズ ム、 閉鎖 社 会特 有 の嫉 妬文 化 な どをあ

げて い る。 ここで は、 刑法 文化 に対 比 され る意 味

での善意 と寛容 と性善文化がみ えて くる としてい る。

(50)

師範型教員像は、日常を生きた現職教師たちが

再生産 してきた通俗文化としてみるべきであると

いうのが、中内敏夫である。「師範型を国家権力

や世間の目が自在につくりあげてきたものとばか

りみたのでは説明できない事象が多々あるのである。

師範型を逆に非難する声は20世 紀初頭の時点で

表面にでてくる。その声は、実業界や政界といっ

た外野だけでなく文教官僚層からも発信され、さ

らには教員の候補者である当の師範学校の生徒から、

それも学校当局公認の言説として発信されるよう

になるのである。

……師範型教員文化は、国家と社会の製作物と

いう側面をもつけれでも、製作された側からみると、

これによってみずからの日常を生きてきた現職教

師たちがそのディフェンス ・メカニズムとして発

達させ、再生産してきた通俗文化とみるべきもの

である。それは表層では非難されつつ、深部で生

きていく」。(51)

中内敏夫の提起する特有の偽善や高踏的堅物、

閉鎖的パターンリズム等の職業的な教員文化とい

うものが存在するのであろうか。職業的教員文化

の存在とみることによって、教員自身の全体的な

傾向が愛の鞭を生み出す意識構造をもっているこ

とを導き出そうとしているのである。果たして教

師の体罰の生み出す意識構造を、このような教員

文化論から説明できるのであろうか。

この教員文化という枠では、体罰問題克服の展

望が見いだされてこない。すでに本稿の(1)「 教

師の体罰の構造的要因」でのべたデュルケームの

指摘をもう一度考えてみる必要がある。デュルケー

ムは、分業社会の発展によって、閉鎖性と排他性

をもつ近代学校教育が出現したが、そこでは、強



制 力、 教師 の誇 大 妄 想感 情 な ど構造 的 につ く りだ

さ れた こと を強調 した。 それ が 教 師 の体 罰 を生む

要 因 と した の で あ る。 そ の 克 服性 と して 、 「劣 等

民族 」 に接 す る文 明 人が 陥 りが ち な権 力 の乱用 が

防止 され始 め た の も、 良識 あ る世論 で あ り、外 部

との接触 によ り、 教 師 の閉鎖 性 と排 他 主義 によ る

専制君主 の傾 向が改 られのであ るというので あった。

そ れ は、教 員 文化 とい う視点 か らで はな く、 教員

の職 業 を社 会 的分 業 論か ら構 造 的 に近 代学 校 の も

つ強 制 力 、閉鎖 主 義 ・排 他主 義 か ら教 師 の誇大 妄

想感 情 問題 をあ げて いた。

中 内敏 夫 は 、師 範 型 の教員 像 は 、国 家権 力 や社

会 がつ く りあ げて き た こ とで は説 明で きな い とし

て い る。む しろ 、教 員 の職業 的 な性 格 か ら自 らつ

く りあげ た通俗 文 化 で あ る とす る 。 中内敏 夫 が否

定 的 にみ る教 員文 化 とい う事 大 主義 、 政治 的 茶坊

主主 義 等 は、 教員 特有 の職業 的 な性 格 か らの デ ィ

フィ ンス ・メカニ ズ ムか ら生 まれ て いる ので あ ろ

うか。 教員 文化 と して画 一 的 に職業 的 な文 化 とし

て と らえて よ い もの で あ ろ うか 。 どん な に教員 の

事例 を とお して説 明 して もそ れ が 、普 遍性 をもつ

こと とは いえ な いの で あ る。そ の よ うな事 実 は否

定 で きな いが 、そ れ を も って職 業 的な性 格 か らで

て くる もので あ る とい うの は、 全 く意 味が ち が う

ので あ る。

む しろ、 職 業 的 な教 員 の 性 格 か らみ るな らば 、

教 え る こと を職 業 的 な使 命 とす る ことか ら、 問題

を掘 り下 げて い く こ とが 大切 で は な いか。 この意

味 で教 育 哲 学 者 の村 井 実 が 問 題提 起 す る 「教 育 」

の し ごと の本 質 を み る こ とが 大切 で あ る。 彼 は 、

教員 自身が 基 本 的な 人 間観 で ある と ころ の人 々 を

よ くしよ う とす る こ とが 忘れ 去 られ て 、 国家 の人

材 目的 に よ って教 え 込む 「教 化 」 に よって 行 われ

て き た こ と に問題 性 を探 る。 そ こで の問 題 性 は 、

誰 で も もって い る人 間 らし く生 き た い とい う人 間

観 喪失 の教 え込 み を根 本 的 にみ る ことが必 要 で あ

る とす る。

「校 長 や 先 生方 の訓 話 をは じめ、 国 語 や 数学 や

理科等 、 あ るいは音 楽や体 育等 々 の各教科 にせ よ 、

明 らか な 「善 」(「よ さ」)、あ るい は あ らか じめ定

め られ た 「善 」(「よ さ」)に 向か って で き る だ け

確実 に生徒 を導 き、 それ を達 成 させ る とい う こと

が 「学校」 の 「しご と」で あった。そ してそ の 「し

ごと」が そ の ま まに続 け られ て、 現代 の今 日もな

お変 わ って いな い ことは 、私 た ち 日本 国民 の誰 も

が身 を もって知 っ てい る とお りで あ る」。(52)

「「教 化 」 と 「教 育 」 とは 、 「教 え る」 と い う点

で は、人 間 の人 間 に対 す る 同 じ 「働 きか け」 で は

あ りな が ら、そ の 「働 きか け」 の 目的 と態 様 とは、

ま るで違 った もの で あ り、そ の意 味 で違 っ た 「は

た らき」 を指 す 、 違 った 「こと ば」 な の で あ る。

上記 の よ うに 「教化 」 はそ れ を受 け る者 に とって

「他 力」的 な 「はた らき」で あるが、 「教 育」 は 「自

力」 的 な 「は た らき」 で あ る と も言 え る 。 だが 、

そ の違 いは微 妙 といえ ば微 妙 で ある 。そ の ため に

「教 化 」 を止 め て 「教育 」 に変 え た つ も りにな っ

て も、実 際 に はそ の 「他 力」 と 「自力」 の違 いが

つい見落 とされた り考 え損 なわれた りして、 「教化 」

と 区別 で き な く危 険 にな る。 た とえ ば、 自然 で あ

るはず の 「教 育」 がつ い熱心 さのあ ま り 「力つ く」

に落 ちた り、そ の 「教 え 」 の 「効 率 」 「成 果 」 を

上げる ことに心 を奪われて 「押 しつけ」 にな った り、

一・人 で も多 くをよ く 「教育 」 した い な ど とい う こ

とで 、個 々 のた め のつ も りが つ い集 団 を相手 に一

斉 の 「教 化 」 に変化 した りす るな どの危 険 は容 易

に理解 で きるで あ ろう。 だが、そ う した 「力つ く」

や 「ちが い」の見 落 と しや誤 解 が実 際 に起 こって、

結 局は最後 まで、 国家 の国 民に対す るす べて の 「教

化 」が、 「政 府」 自身によ って も 「国 民」の 間で も、

そ のま ま大 した 違和 感 もな く 「教 育 」 と して受 け

とめ られてい くとい うことは起 こ りうるわけである」。

(53)

教 育が つ い熱 心 さの あ ま り、子 ども の 自力 を育

て るつ も りが、 他 力 と して力 つ くで 、教 化 して い

くこ とが あ る と警告 して い る。教 え の効 率や 成 果

に心 が奪 わ れ る こ との 恐 ろ しさ を指摘 して い るの

で ある。

と ころ で、 愛 の鞭 とい う教 員文化 が 、教 師 の体

罰 を義 認 してき た ことを 中内敏夫 は強 調す る。 「愛

の鞭 とは、教師が懲戒 として行 う体 罰の ことであ る。

そ れ は、 同 じよ うに規 範 か らの逸 脱 に対 して加 え

られ る懲 罰 で あ りなが ら、刑 罰 にお け る徒刑 、 懲

役 とは異 質 の、 善意 の 教育 的懲 罰 、 すな わ ち懲 戒

行 為 の ひ とつ のか たち で あ る とされ て きた」。 「日



本 の学 校 法 制 は 、1879年 の第1次 教 育 令 か ら現

行法 の学校 教 育法 まで一 貫 して 、体 罰 を法 令 とし

て禁 止 して き たが 、 そ の規程 は 近代 学校 史 百 数十

年 をつ う じて 無視 されつ づ け られ て きた と中 内 は

のべ る。体 罰 は、 教 員 の存在 証 明 で あった と次 の

よ うに指 摘す る。 「幕藩期 か らの遺 産で ある体 罰 は、

教員 の存在 証 明で あ るか の よ うに 、教 員 と とも に

生 きつ づ けて きた 」。 「懲 戒 として の体 罰 は、悪 意

と人 間本 性 の善 なる ことへの断念 の うえ に成 り立 っ

て懲 役 と して の徒 刑 とはち が って 、教 師 と子 ども

の問 の教 育的 関係成立 に とって不 可欠な 「教育愛」、

すなわち無私公平 の献 身 と期待の心意の所産で ある。

(54)

江 戸 時代 の儒 教 は 、君 子や 武 士 な ど為政 者 が民

に 対す る統 治 す る た め の学 問 で あ った 。 そ れ は 、

為政 者 が武 力 や暴 力 に よ らず に、社 会 の秩 序 を維

持 して い くた め の もので あ った 。 明治 の教 育勅 語

体制 にみ られ る忠 君 愛 国 とい うい う よ うに、 民が

君 主 に忠誠 心 を培 うた めの徳 行 の教 育 をお しつ け

る も ので はな か った 。む しろ、 民 のな かで は 、 自

然 的な 習俗 の なか にあ った親 子 、夫 婦 、 兄弟 、朋

友 に対す る孝 徳 が中心 で あった ので あ る。

江 戸 時代 初期 の17世 紀 か ら18世 紀 の前 半 に活

躍 した儒学 者 の中江藤樹(1608年 ～1648年)は 、

姑息 の愛で は な く、 人 の道 で ある愛 敬 を子 ども の

時か ら教 え る ことを重視 した ので ある。 愛敬 とは 、

中江 藤 樹が 孝 を簡 潔 に表 現 した 人 間 の もって い る

本 質 的 な徳 で あ る とす る。 「愛 と い うの は懇 ろ親

む ことで あ る。敬 は 上 の者 を敬 い 、下 の者 を軽 ん

じ侮 らな い意 味で あ る。 孝 は物 に た とえれ ば 、 明

らか に鏡 の よ うな もので ある 。鏡 に うつ る影 は 、

鏡 に向 か った ものの 形 と色 に よっ て、 い ろい ろ と

変 わ るけれ ど も、 そ れ を うつす 鏡 自体 は 同 じも の

で あ る。そ の よ う に、父 子 ・君 臣 の関 係 の場 合で

も人倫 の交 わ り方 は い ろ いろ と変 わ って い る が 、

愛敬 の立 派 な徳 は、通 じない と ころはな い。

そ の愛敬 を説 明 しよ う。 まず 、五 輪 の場 合 を と

りあ げて いえ ば、 親 を愛 敬す るの は感通(天 地 の

徳 が働 いて い て人 間 に通 ず る こ と)の 根 本 で あ る

か ら、本来 の 名称 を変 えず孝行 と名 づ ける。次 に、

この道 の感 通 の形 態 に よ って別 の 名称 つ け、 教 え

を示 され たの で あ る。 臣下 が二 心 な く主君 を愛 敬

す る こと を忠 と名づ ける 。主 君が 礼儀 正 し く臣下

を愛 敬す る こと を仁 と、 なづ け る。親 が よ く教 え

て子 を愛 敬 す る こ とを慈 と、 なづ け る。 弟 が和 順

で兄 を愛 敬 す る こ とを抵 と、 なづ け る。 兄 が善 行

を励 ま して 弟 を愛す るの を恵 と、 な づ ける。 妻 が

正 し く、 貞操 を守 って 夫 を愛 敬す る の を川頁と、 な

づ け る。 夫 が義 を守 って 妻 を愛 敬 す る の を和 と、

なづ ける。偽 る ことな く盟友 を愛 敬す るのを信 と、

なづ ける」。(55)

まさ に愛 敬 は、物 に例 えれ ば、 鏡 の よ うな もの

で あ り、 鏡 が い ろい ろな物 を写 す よ うに、鏡 自体

は変 わ らないの と同 じであ るとす る。 そ して、父子、

臣下 、兄 弟 、夫 婦 、盟 友 な どの人 間 関係 にお ける

愛 敬 の形態 を中江藤 樹 は説 明 して い る。

そ して 、 人 間の千 万 の迷 いは、 私 心か らお こる

も ので あ り、孝 は 、私 心 を捨 て る こ とか らで ある

と して いる 。そ れぞ れ の 人間 関係 にお いて 、私 心

で はな く、相 手 の いつ くしみ か らは じめる ことの

大 切 さ を強 調す る ので ある。

「人 間 の千 万 の 迷 い は 、み な 私 心 か らお こる も

ので あ る。私 心 は わが 身 をわ が もの と思 う ことか

らお こるの で ある 。孝 はそ の私 心 を破 り捨 て る主

人公 で ある か ら、孝 徳 の本 来 の意 味 を悟 らな い と

き は、 博 学多 才 で あ って も真 実 の儒 者 で はな い。

ま して愚鈍 な者 は禽 獣 に近 い人 といえるで あろ う」。

(56)

こ こで は 、親 が子 を愛す る ことは姑 息 の愛 で は

な く、孝 行 の徳 を基 本 に 、道 理や 才 芸 を教 え る こ

とであ ると強調 して いる。子 どもの苦 労 をいたわっ

て、子 ど ものな る が まま の願 い の ままで は子 ど も

の徳 を育 ててい くことはな いとして いる。 子 どもは、

教 育 によ っ て 人 間 と して の徳 を身 につ け て い く。

ここで の子 どもの私心 を破 り捨 て るとい う ことは、

子 どもの もって い る我 が儘 さの克 服 の意味 で ある。

子 ど もの 自我 の確立 とい う子 ども 自身が 自立 して

い く精 神 な 意味 で の私 心 の尊 重 とい うこ との検 討

と は別 の次元 で あ る。 つ ま り、 ここで は、孝 徳 を

身 につ け る ことの重 要性 の意 味か らで あ る。

い く ら博 学多 才 の子 ども に育て て も、 我 が儘 に

ふ るま って、愛 敬 の精神 を身 につ けて いかね ば、

鳥や 獣 と同 じよ うな 人 間の心 にな って しま う と

して いる 。教 え の根 本 は、愛 敬 をもつ 孝徳 で あ



す る。 どんな に才 芸 がす ぐれて 、 め ぐ りあわ せが

よ くて 、栄 華 を得 て も、愛敬 が な く、 心が ね じけ

て いて は幸 福 に なれ な い こ とを中江 藤 樹 はの べて

い る。

「親 が 子 を い つ く しみ 愛 す る に は、 道 理 や才 芸

を 教 え て、 子 の 才徳 を成 就 す る の を根 本 とす る 。

さ しあた りの 苦労 をい たわ って 、子 の願 いの ま ま

育 て て し ま うの を 、 「姑 息 の愛 」 と い う。姑 息 の

愛 の こと を 「舐檀(し と く)の 愛 」 と も いっ て 、

牛 が子 牛 をな め愛 して育 て る状 に讐 えて い る。姑

息 の愛 は、 さ しあ た って は 慈 愛 の よ うで ある が 、

そ の子 は気 まま にな って 、才 もな く徳 もな く鳥や

獣 と 同 じよ うに な って し ま うので 、結 局 は子 を憎

ん で、 悪 い道 へ 引 き入れ るの と同 じで あ る… … ま

ず道 を教 えて 、本心 の孝 徳 を明 らか にす る こ とを、

教 え の根本 とす る。 才芸 が衆 人 よ りす ぐれ 、 め ぐ

りあわせが非常 によ くて、人間 として栄誉 を得て も、

その心がね じけていて本 心の孝徳 のない者 は、天地 ・

鬼神 に恨 み捨 て られ る もの で ある か ら、一 時 は栄

華 に誇 って も、必 ず 一代 か二 代 の う ちに子 孫 は絶

滅す る もので あ る」。(57)

盟 友 とはな にか 。 社会 生活 にお いて 、盟 友 の役

割 は極 めて 大 切で ある。 この 問題 につ いて 、江 戸

時代 の初期 の儒 者 は どのよ うに考 えて い たの で あ

ろ うか 。前 記 の 中江 藤樹 は 、盟 友 と は、信 を もっ

て交 際 す る道 で あ り、嘘 、偽 り、 人 を騙 さな い義

理 にかな う徳 で ある とす る。 とくに、心友 とい う、

志 がつ う じあ う信 を大切 にす る こと を次 のよ うに

のべ る。

「盟友 は互 い に、信 を もって交 際 す る道 とす る 。

信 は偽 りが な く義 理 にか な う徳 で あ る。友 達 の交

わ りに、心 友 と面 友 の差 別 、情 義 の疎遠 い ろい ろ

あ るけれ ども。結局 は みな、 信の道 を根 本 とす る。

お互 い の心が 同 じに交わ り親 しむ の も心友 とい う。

志 は異な る けれ ども縁故 が あるか 、あ るい は同郷 、

隣 同士 、 あ るい は同 じ役 目、 同 じ職 業 な どで 、 し

ば しば交 わ り親 し い面 友 とい う。

…… 世 間で は、 自分 の心 中 に真実 に思 い入 れ た

こと を、是 非 善悪 の 分別 もな く信 で ある と思 って

い る。 これ は 大 きな 心得 違 いで あ る。 た と い、真

実 に思 い入 れ な い こ とで も、義 理 にか な って いれ

ば信 とい う。 真実 に思 い入 れた ことで も、道 に背

いて いれ ば、 人欲 の偽 りとい うもの で ある」。(58)

信 とは、 自分 の心 にお け る真実 の 思 い いれで は

な く、 自分 の思 い入 れ に、心 友 の道 に背 いて、 人

欲 の偽 り をす れ ば、 誠 心 の 信 で はな いの で あ る。

この信 の基 礎 には 、愛 敬 が ある ので あ る と中江 藤

樹 は考 え る。 な さけふ か い愛 敬 を もつ 人柄 は、 信

の関係 をつ くって い くうえで、 重要 な こ とで ある。

と ころで 、貝原 益軒(1630年 生 まれで1714年

没)は 和 俗 童子 訓 でな さけぶ か い こ とを子 どもの

ときか ら教える ことの大切 を次 のよ うにのべて いる。

「子 ど も の 時 か ら心 もち お だ や か に、 人 を愛 し、

な さけをもつよ うに し、人 を苦 しめた り、 あな どっ

た りせず 、 常 に善 を愛 し、仁 を行 う こと を志 と し

ね けれ ばな らな い。人 が 自分 の気 に くわ な いか ら

といっ て こわ い顔 を し、言 葉 をあ ら くして 、人 を

罵倒 しては な らな い。 子 どもが 、 も し不 仁 で人 を

苦 しめ 、 あな ど ってな さけが なか った な らば、 早

く戒 め な い とい けな い。 … …つね に善 い こ とを見

させ 、 聞か せ 、善 い こ とに染 ま り覚 え させ な けれ

ばな らな い。そ うすれ ば 自然 に善 にすす みやす い。

悪 い ことも幼児 に早 く戒 め れ ば とれや す い」。(59)

貝 原益 軒 は 、人 を愛 し、な さけ を もつ よ うにす

る ことが 子 ど もの教 育 にお い て大 切 と して い る。

自分 が気 に くわ な いか か らと言 って 、 こわ い顔 を

した り、言 葉 を あ らく して、 人 を罵 倒す るよ うな

人 間 に育 て て は いけな い こと を強 調 して いる ので

あ る。教 育 者 自身 が愛 の鞭 と言 って 、暴 力 を振 る

うこ とな ど言語 道 断で あ ると い う立場 で あ る。

「先生 の教 え をうけ、学 問をす る法 は、善 を好み、

つね に志 とす る こ とで あ る。 学 問 をす るの は善 を

行 うた めで あ る。 人 の善 を見 て はわ が 身 に と りい

れて 行 な い、 人の義 のあ る こ とを聞 い た ら、 もっ

とも だ と感 じて行 な わ な け れ ば な らぬ 。 善 を見 、

義 を聞 いて も自分 の心 に感 じな いで 、 身 に取 り入

れて 行 なわ なわ な いな らば、 は なは だ し く志 が な

く力が な い といわ な けれ ばな らな い。 自分 に学 問

が あ り、才 力が す ぐれ て いて も、人 に ほ こって 自

慢 しては い けな い」。(60)

先 生 が 教 え る学 問の 方 法 の基 礎 は、 人 を愛 し、

な さけ を もつ よ うに善 を好 み 、志 を もつ こ とで あ

る と して いる。 学 問が あ る とい うこ とは、 善 を身

につ けて い くと い うこ とで あ り、 どん な に才 能 が



優 れて いて も、 人 に 自慢 を して 、相 手 を侮 り、支

配す る よ うな人 に育て て はな らな いので あ る。

愛 の鞭 と言 って 、 児童 ・生徒 に体 罰 を加 え る現

代 の一 部教 師 の教 育 の見 方 は、 決 して 日本 の伝 統

的な教育 方法 にはない。体 罰 は、庶 民が昔 か らもっ

て いた子 育 て の方 法 で はな い こ とを見 落 と して は

な らな い。 つ ま り、 貝原 益軒 は、 当時 の民 俗 的 な

子育 て の風 習 か ら孝行 を打 ち立 て たが 、そ の なか

で は、子 どもを叱 るに はひ どく怒 って 顔色 と言葉

を あ ら く して 、子 ど もをはず か しめて は い けな い

とす る。

貝原 益 軒 は この こと を次 の よ うに述 べ る。 「子

ども を教 え る時 、 どん な に愚か で至 らず 、若 く卑

し くて も、 ひ ど く怒 って 顔 色 と言 葉 を あ ら く し、

悪 口 をい って はず か しめて は いけ な い。 こうす る

と子 弟 は 自分 の悪 い こと を忘 れ て 、父 兄 の戒 め に

腹 をた てて 、 恨 み、 そ む いて従 わ な いで 、か え っ

て 父子 ・兄弟 の仲 も悪 くな り、 お互 い に意 志 が通

ぜず 、 恩 をそ こな うよ う にな る。 ただ 落 ち着 いて

厳正 に、何 度 も繰 り返 して ゆ っ く りと訓戒 す る の

が よ い。 これ が子 弟 を教 え 、人 材 をそ だて る法で

あ る。 父兄 は この ことを心得て いな いといけな い」。

(61)

愛 敬 とい う こと を人倫 の根 本 と して 、そ の 教育

を重 視 した 中江 藤 樹 は 、君子 にな るべ き人 の 特別

の教 育 を も重視 した 。君 主 は、 仁 と礼 を 身 につ け

る ことを強調 した ので ある。 「君主は、仁 と礼 をもっ

て 臣下 を使 う道 とす る。 仁 とは義理 に従 って 人 を

愛す る徳で ある。 礼 とは、そ れ ぞ れ の位 の道 理 に

したが って 、 人 を敬 い侮 らな い徳 で ある。 臣下 に

は貴 賎 ・大 正 の位 が い ろ いろ とあ り、 これ を使 う

道 筋 はた くさん あ って尽 き る と ころが な いが 、結

局 は、仁 と礼 の徳 よ り他 にな い」。(62)

さ らに 、君 主が 人 を使 う うえで 、公 明博 愛 の こ

ころ を基本 と して 、道 徳 ・才 智 の あ る もの を高位

に つ け、 人間 に役 に立 たな い もの は いな い とい う

ことか ら、そ れぞ れ 分相 応 に選 び ことの大 切 を次

の よ うに のべ て いる 。 「主 君 が 臣下 を使 う本意 は 、

公 明博 愛 の心 を基 と して 、 い いか げん に人 を選 び

捨 て る ことな く、賢 智 ・愚不 肖そ れぞ れ分 相 応 の

人 物 を取 捨 て をす る場 合 、 私心 を入 れず 、 道 徳 ・

才智 のあ る賢 人 を高位 につ け、 施政 万 事 の主 な相

談 役 と し、 才徳 の な い愚 人、 不 肖の 人 に も必 ず 得

意 な こ とが あ る ので 、 そ の 長所 を よ く見知 って 、

分 相 応 の地位 につ けて 使 うな らば、 人 間で 役 に立

たぬ 者 はな い もの で ある 。使 い方 が 悪 いか ら、 よ

い者 も役 に立 たぬ のだ と心得 るべ き で ある」。(63)

現 代 の教 育機 関 は肥 大化 し、教 育 組織 も大 き く

な って い る。 この なか で 、官 僚制 の 問題 、私 的 に

支 配 の ため につ く りあげ た派 閥主 義 が指 摘 され て

い る。 また 、教 育管 理 関係 者 の不 祥 事 問題 も後 を

絶 た な い。 このな かで 、公 明 博愛 の 心 で、 それ ぞ

れ の人 の役 割 をつ けて い くこ とが 極 めて 大 切で あ

るが 、教 育 機 関は 、そ の見 本 を示 す べ き社会 的 役

割 が あ る。 しか し、教 育機 関 の もつ 閉鎖 性 ・排 他

主義 が逆 に権 力的 専制 をもつ こ とが 指摘 され る こ

とが あ る。400年 近 くま え に活 躍 した 中江藤 樹 の

指摘 は、公明博愛 によって 人の配置 を提 起 して いる。

まさに、教育機 関にお いて は、私心 を入れず、道徳 ・

才 智 の 人 を高位 につ ける ことが切 実 に求 め られ て

い るの で ある。 これ は、教 育 の管 理 運営 の統 治 に

おける リーダーの問題で ある。 幕藩体制のなかで は、

主君 の権 限 が極 め て大 き な時 代 で あっ たが 、現 代

で も組 織 の リー ダー の果 たす役割 は、重要 で ある。

教 員 の体 罰 の問題 も教員 の成果 主 義 に基 づ く競

争主 義が 根 底 に あ り、 そ れ を評価 して い く教 育 管

理 シス テム の不 透 明 の問題 と も関連 が あ る こと を

見 落 と して は な らな い。 そ れ は 、端 的 に不祥 事 、

パ ワハ ラ、 体罰 、 い じめ な どの学 校 教育 現場 の問

題 を隠 蔽 して い く体質 の なか にみ る ことがで きる。

仁 と礼 を もっ た徳 と才 智 を身 につ けて い る ものが

リー ダ ー にな って い くこ との重 要性 は 、400年 前

も今 も変 わ らな い。

仁 即愛 を強調 した伊 藤仁 斎 は 、常 に仁 愛 とい う

善 の志 を もって いる こ とを大 切 に した。 学 問 をす

る法 は 、善 を行 うた めで あ る と して い る。 人 の善

を見 て は、 わ が 身 に と りい れ て実 践 し、 さ らに、

仁 愛 は 、私 欲 を克服 して広 く民衆 を愛す る こと に

つな が って い くと した ので あ る。

「す ぐれ た教 育 を した と して も、そ の 人 の性 が、

犬 や 馬 の よ うにわ れ わ れ 人 間 と 同類 で な けれ ば、

道 に さか らって 受 けつ け な いで あ ろ う。 性 は本 来

善で あ りか らこそ 、人 は 善 を見れ ば喜 び、不 善 を

見 た とき には 、そ れ を嫌 うもの だ。 君子(才 徳 の



あ る人)を 見れ ば尊敬 し、徳のお とった人 にあえば、

これ を見下 げる には 全 く思 いや りの気 持 ちの な い

もので あ る。 盗賊 で もみな 同 じで あ る。 これ こそ

教育 の可能 性 が あ る理 由で あ る。教 育 もな い蛮族

の 国、 徳が 衰 え学 問 が 中絶 した 時代 に も、人 が み

な大 鬼 小鬼 にな って しまわ な いの は、 性が 本 来善

で あ るた めで あ る。 性が 善 で ある ことを 、重 視 し

な けけれ ば な らな い」。(64)

どん な にす ぐれ た 教育 方法 を施 して も、教 育 の

対 象者 で あ る児童 や 生徒 が 、そ れ を受 け入 れ る人

間 的な 素地 を もって い な けれ ば犬や 馬 に教 え る の

と同 じで 、そ れ は、 決 して 、人 間 的な 善 の道 の教

育 につなが って いかな い とい うのである。教育者 は、

仁愛 の気持 ち を も って 、盗賊 、 蛮族 で も、 どん な

人 で も人 間の 本性 は 善で ある とい う こ とか ら教育

の可 能性 を みるべ き であ る と。

そ れ は 、学 問が 衰 え た時代 にお いて も人 は み な

大鬼 、 小鬼 にな って い な い ことか ら、 わか るで あ

ろ う と伊藤 仁 斎 はの べ る。 人間 は 、本 性 的 に善で

あ る ので あ る。そ の 本性 をひ きだす 努 力が 教 育者

に求 め られ て い る。 教育 は働 きをす る とい う本質

を も って い るか らこそ 、な かな か受 け入れ られ な

い と思 う ことが教 育者 自身が みる ので ある。

「性 は本 来善 で あ るが 、働 き か ける ことはな い 。

教育 は、働 き か けは す るが 、な か なか 受 け入 れ ら

れ な い。そ の 受 け い られ に くい教育 を受 け いれ る

の は、 性が 善 で あ るか らだ 。性 の 善 を充実 させ る

の は、 教育 の 力で ある。 この二 つ は、 車 に両 輪が

あ る よ うな もので 、 たが いに相 手 が必 要で 、 欠 く

ことがで きな い。 しか し、性は本来似か よってお り、

教育 の効 果が 大 であ る といえ る」。(65)

生 まれ なが らに して 、人 間 の本性 はたが いに似

ているが、学習 によって善を伸ば して いくので ある。

仁 は、 人 間の もって い る本性 の善 で ある愛 の 心で

あ る。 愛 は、 様 々な 人 間関係 にお いて 、そ の 発現

形態 は異 な るが、そ れぞ れ実体 をもっ た愛で あ る。

愛 か ら発す る人 間の 関係 の 善 は、本 物 で あ り、愛

の ない 関係 は、残 忍酷 薄 にな る とい うので ある。

「仁 は徳 の うち で も偉大 な もので あ る。 しか し、

これ を一語 によ って い いつ くそ うとす れ ば、 愛そ

の ものだ。そ れは、君臣関係 にお いて は義 といわ れ、

父子 で は親 とい い、夫婦 で は別(け じめ)と い い、

兄弟 で は叙(順 序)と い い 、盟 友 で は 信(誠 実)

といわれ る。 みな愛 か ら発 した もの で あ る。思 う

に愛 は実 体 の あ る心 情 か ら発 す る もの で ある。 だ

か らこの義な ど五つ のものは、愛 か ら発する とき は、

本 物 で あ るが 、愛 か ら発 しな い ときは 、 いつわ り

にす ぎ な い。 だか ら君 子(徳 の あ る人)は 慈 愛 の

心 を もっ と も大 切 に し、残 忍 酷薄 の 心 を いち ばん

かな しん だ」。(66>

為 政者 に とって公 の世 界 にお いて 、己 に克 つ こ

とは極 めて 重要 で あ る。 これ は 、個 々 の もって い

る欲 や私 心 を決 して否 定す る もので は な い。天 下

に仁 を為 す た め に公 の仕事 にお いて 、 自己 の私 欲

を克 服す る ことな ので あ る。 それ は 、 民衆 を愛 す

る心 をもつ こと につな が って い くもの で ある。 こ

れが 、君主 と して の礼 であ る。

「己 に克 つ とは、己れ を捨 てて人 に従 うの意 味で、

自己 の存 在 を強 調 しな い こと をい う。 自己 の私 欲

を克 服す れ ば 、そ れ はひ ろ く民衆 を愛す る こと に

つな が る。 礼 を く りか え して 実践 す れ ば、そ の う

え節 度 と文 飾(か ざ り)が 生 ず る。 ひ ろ く民衆 を

愛 し、そ の うえ節度 と文飾 が あ る とい う こ とにな

れ ば、そ れ は仁 が実 現 した こ とにな る。 一 日も己

に克 っ て礼 を復 す る とき は、 天下 仁 に 帰す 。仁 を

為 す こと己れ に 由れ り。 而 も人 に 由 らんや 」。(67)

自己 の私 欲 を克服 す れ ば とい う こ とは、 天下 に

仁 を施 す道 を明 らか にす るため で あった。 従 って、

人欲 と私 心 をゼ ロにす れ ば王 道が な る と朱子 は言

うが 、そ ん な 人は いな い と伊 藤仁 斎 は のべ る。 人

間 の もって い る生 き る源 で ある欲 を否定 して いな

い ことも大切である。私欲 を克 服する とい うことは、

天下 に仁を帰すため のものであ り、支配欲、権力欲、

金 銭 的覇権欲 、 名誉欲 な どに よる天 下の仁 を乱 し、

崩壊 させ る私 欲 をさして いるので ある。 伊藤仁斎 は、

決 して 、人 間 の もって い る生 きて い くため の欲 を

否 定 して いな いの で ある。

「考 え るべ き は教 え の あ り方 で あ る 。君 子 は 普

通 の方式 で 人 に教 え る。相 手 がそ の 水準 に達 す れ

ば よ し とし、そ れ 以上 を求 めて苦 しま な い。 中庸

に 曰 く 「秀 れ た智者 で も人欲 が あ り、劣 った愚 者

で も道 心 のな い者 は いな い。天 理 と人欲 の混合 を、

一筋 の道 に整 えな けれ ば な らな い。 過不 足 にな る

危 険 を防 止 す る ことが 肝 心 で あ る」。思 う に、 天



の理 を窮 め尽 くす な どと い うこ と、限 られ た 人 間

の能 力 で為 し得 るわ けが な い。 聖 人 は 自覚 してそ

こまで 要求 しなか った。 人欲 と私心 が 一毫 もな い

な んて 、人 間 の姿 か た ち を して い て も、人 情 が欠

落 して い るの だか ら、 もはや 人 間 で はな く人 形で

あ る。 聖人 は 、 中だ の 、大 同だ の 、そ うい う浮世

離 れ した理 想 論 を 自分 に求 めず 、 また もち ろん 人

に強 いた りしな いの だ。 政治 は仁義 の道 に即 して

行 う。仁 義の道徳 教育を しよ うというもので はない。

… …天理 の極(き わ み)を 尽 く して、 人欲 と私 情

を 零 にす れ ば、 そ れで 王 道 が 成 る と い うよ うな 、

そ んな声 は未 だ かつて 聞 いた ことがな い」。(68)

人間 の欲 や私 心 を否定 す れ ば、そ れ は 、人 間 の

姿 かた ち を して も人 形 にす ぎな い ので あ る と伊藤

仁斎 はのべ る。為 政 者が 民 に対 して、 仁義 の 道 に

よ って統 治 して い く ことが大 切 で あ り、為 政 者が

仁義 の道 徳 教 育 を しよ う とす るた めで は決 して な

い ことで あ る。

学 問は 、仁 の認 識 で あ り、仁 は愛 を基本 に して

お り、慈 愛 の心 が あ らゆ る もの に ま じ って い る 。

そ して 、仁 愛 は 、特 定 の人 で はな く、 あ らゆ る 人

に通 じて い る もので あ り、そ の ことが 残忍 で 薄情

な心 が 少 しもな い こ とにな る。 ま た、 愛 は実体 の

あ る徳 で あ り、少 しで も残忍 で 薄情 で 人 を損 な う

気持 ちが あ る ときは 、仁 で あ る こと はで きな と伊

藤仁 斎 は強調 す るので あ る。

「昔 の人 の 学 問 は、 主 と して徳 に あ った行 為 を

学ぶ ことを基本 とした。 後世の人 の学 問は何 よ りも、

理論 を追求 す る の を主要 な 目的 と して い る。 これ

が仁 を認識 しに く い畏友 で あ る。そ もそ も仁 は愛

を基 本 と して お り、 そ の うえ、 人 を愛 す る こ とよ

り大 きな徳 は な い。 もし何 よ りも理 論 を追 求 す る

の も主 目的 とす る とき には 、理 論 のみ を求 め る よ

うにな って、高遠 な ことをあれ これ と思 いえぐ らし、

純 粋 でか す か な こ とに全 力 投 球 し、 し ま い には 、

愛 と は仁 と い う徳 の 現象 の効 用 で あ る と考 え 、柔

弱 で あ り、浅 はか で俗 っぽ い もの で あ り、 日常生

活 にお け る平 凡 な行 為で ある と考 えて 、 これ を蔑

視 しよ うとす る気 持 ちが あ り、 向 上す る ただ 一つ

の道 は、 ここに な い と考 え た。 い つ もた いそ う高

尚 な説 を とな え 、道 を 日情 生活 か らひ ど くか け離

れ た と ころ に求 め る」。(69)

学 問 は徳 を 身 につ ける た め に昔 か らあ っ たが 、

今 日で は、 学 問だ けが ひ と り歩 き して 、高 尚な 説

の理 論 のみ を追 求 して 、 しまい には 仁愛 さえ も効

用 で あ る と考 え、そ れ は 、俗 っ ぽ い、平 凡 な行 為

で ある と蔑視 す る気持 ちが あ らわれ る と して いる。

慈 愛 の心 とい う人 の道 は 、 自身 の内 か ら外部 にひ

ろが り、 あ らゆ る ところ に ゆきわ た り、残忍 で 薄

情 な 社会 をな く して い く ことが大 切 とす る。一 人

だ け に通 じる慈 愛 で はな く、 万 民み な に通 じる慈

愛 の心 が為 政者 に求 め られ て いる と して い る。

「慈 愛 の心 が あ らゆ る も の に ま じ りあ って 行 き

わた り、 自身 の内 か ら外部 にひ ろが り、 あ らゆる

ところにゆきわた り、残忍 で薄 情な心が少 しもな い、

これ こそ 仁 と謂 うので あ る。 こち らに心 をか ける

が あ ち ら には か けな い とい うの は、 仁 で は な い。

一人 にだ け心 を通 じるが十 人 の 人 には通 じな い と

い うのは仁ではない。 ほんのわずかな時間 にもあ り、

眠 って い るあ いだ もはた らき、 心 に常 に愛 が あ り、

愛 が心に満ち、心 と愛 とが完全 に一つ とな って いる、

これ こそ 仁 で あ る。徳 とい う ものは 、 人 を愛 す る

のが 一番 大 切 で あ り、 人 の心 をそ こな うよ り不 幸

な こ とは な いのだ 」。(70)

仁 とは、 ほ んの わず か な時 間 で眠 っ て いる 間で

も働 き 、心 に常 に愛 が あ り、 心が 愛 に みち て いる

ことで あ る。 人の こ ころ を損 な う こ とほ ど不幸 な

ことは な い として い る。残 忍 で薄 情 な心 が なぜ 生

まれ るか 。 それ は 、為 政者 自身 の民 衆 に対す る仁

愛 の心が な い こ とで あ り、そ の努 力 を して いな い

ことで あ る。学 問 をす る道 は仁愛 の 心 を豊 か に育

て るため で ある。

そ して、 愛 は空想 で は な く、実 体 の あ る徳 で あ

る とす る。 「愛 が な け れ ば 、仁 とい う徳 を見 る こ

とが で きな い。 か りに も、少 しで も残忍 で 薄情 で

人 を損 な う気持 ち が ある とき には、 仁 で ある こ と

はで き な い。 だか ら、 学 問 とい うの は 、仁 に到 達

で きて 、は じめて実 体 の あ る徳 とな る のだ 。 いろ

い ろな善行 は仁 の発 展 した もの であ る。」(71)

愛 は 、少 しで も残 忍 で 薄 盾で 人 を損 な う気 持 ち

が あれ ば、 実体 ある徳 にな って いか な い。愛 の鞭

とい う こ とで 、 子 ど も に体 罰 を加 え た とき 、400

年近 くまえ に のべ た伊 藤仁 斎 の実 体 あ る愛 に到 達

で きる ので あ ろ うか。 学 問 をす る こ とが 愛 を実 体



に近 づ けて い くと い うこ とで あ り、体 罰 と い うこ

とが学 問 の学 び のひ とつ にな るの で あろ うか 。体

罰 は明 らか に痛 み を伴 う罰 で あ り、 こ こで 指 摘 さ

れ るす こ しで も残 忍 で薄 情 で人 を損 な う気 持 ち の

行為 で は な いか。 人 間 に とって 、 ほん とうの 喜び

は何 か。 この問題 に伊藤 仁斎 は次 のよ うに のべ る。

「自分 の 心 に ぴ った りす る と嬉 し く、 願 い が と

げ られ た と楽 しくな る のは 人情 で誰 も変わ らな い

ことで あ るが 、世 人 は ほん とうの嬉 しさ楽 しさが

何 で あるか わ か って い な い。君 子 は世 人 の仰 ぎ慕

うと ころで あるが 、 世人 は まだ ほ ん と うの君 子が

わ か らな い。 そ こで 学 んで とき どき習 っ た ら、会

得 した ことは 日ま しに熟 す る。 これ こそ ほん とう

の悦 び だ。 仲 間が 遠 方 よ りや って来 て 、他 人 と一

緒 に善 を行 う、 これ こそ ほん とうの楽 しみで あ る。

こう して 上 を 向 いて は天 に怨 み を もたず 、 下 を

向 いて は他 人 を とが めず 、 内で は 自得 しな い 日は

な い こ とにな れ ば、 単 に いい郷 人(む らび と)と

なれ るだ けで はな く、ほん とうの君子がで きあが る。

こう して 、友 の来 る楽 しみ も、 世 を怨 んで 怒 る こ

とのな い 君子 となれ る の も、み な学 ぶ ことか ら得

られ るの だが か ら、 学 問の効 果 は なん と大 き な も

の ではな いか 」。(72>

学 ぶ ことは 、 ほん とうの 人間 的 な喜 び の道 を示

して くれ る こ とを仁 斎 は強調す るので ある。道 は、

広大 で あ り、 学 んで も学 ん で もつ くせ な い ものが

あ り、 絶 え ざる復 習 に よ って極 値 に到 達で き る も

の で ある ことを伊 藤 仁斎 は 、孔 子 の言 葉 を引 用 し

て説 明 す る。 「学 んで 時(と き ど き)こ れ を習 う。

ま た 説(よ ろ こば)し か らず 」 「朋(と も)あ り

遠方 よ り来 た る 、 また楽 しか らずや 」 「人 知 らず 、

而(し か)る を怪(い か)ら ず、 また君子な らずや 」

人間 に と って本 当の喜 び とは何 で ある のか 。そ

れ は学 ぶ ことに よ って 、人 の道 が理 解 で き、 それ

を他 人 と一 緒 に行 動 し、平和 に、心 を豊か にみ ん

な と共 に暮 ら して い くこ との広 が りで ある。 朋が 、

遠方 よ り来 て 、そ の 学 びの効 果 を共 に共有 で き る

こと は、 ほん とう に楽 しみ がふ く らん で い く もの

で ある。

「人 民 を統 治す る方 法 は 、 人 民 のた め に 学校 を

建 てて 教育 を行 い、 陶器 をつ く り、金 物 を鋳 る よ

うに 自然 に思 い の まま に育成 す る ことで あ る。 も

し人 民 を して この教 育 が 政治 家か ら出 て いる こ と

を意識 させ よ うとす れ ば、そ れ はい けな い。

……王者 はこれ を殺す も怨 まず、 これ を利す るも、

庸(よ う)と せず(政 治家 たちのお かげ と思 わず)、

民、 日に善 に遷 って、 これ を為す 者 知 らず(だ れ

が これ を させ たか わか らな い)と いって いる。 孟

子 のい う王 者 の心 を さ した ので あ る。 民 に 「これ

を知 らし」 め よ うとす る のは覇 者 の心な ので ある。

これ が王者 と覇 者 との分 岐点 で ある」。(73)

人 民 に学 校 をた てて 教 育 を行 うの は 、人 民 自身

の 自然 の思 い で あ り、 そ の ま ま 自由に 人間 として

育 って い く ことで あ る。そ れ は 、為 政者 の た めの

おか げ で学 ぶ こ とがで き た とい う意 識 を もたせ な

い こ とが ま ことの為 政 者 で ある と説 い て いる。 為

政者 が学校 をたてた という ことを知 らしめす ことは、

覇 者 の行 いで あ ると して いる。

さ らに、 日本 の江 戸 時代 の商 人道 を あ らわ し心

学運 動 の基 盤 をつ くった石 田梅岩 は 、愛 と敬 の心

がな けれ ば鳥獣 とおな じで ある と、 仁愛 の大 切 を

学 問 の道 と して強 調 して い る 。つ ま り、 「学 問 を

した 人 は、 十 人の うち、 七、 八 も、 商売 や農 業 を

粗 末 に 、 また帯 力 を望 み 、 自分 を偉 い と思 って 人

を見 下 し、 面 と向か って 親 に不 孝 は しな く とも、

場 合 によ って は親 さ え も文 盲 と考 え る よ うな顔 を

す る ことが ある。

……学 問 の道 は 、第 一 に 自分 を正 しく、正 義 に

従 って主 君 を尊 び 、仁 と愛 で 父母 に仕 え、友 人 と

交 際 す るの に偽 りな く、 ひ ろ く人 を愛 し、貧 しい

人 をあわ れ み 、手柄 が あ って も威 張 らず 、衣 類 か

ら諸 道具 にい た るまで 、 つつ ま しくて美 麗 な もの

を避 け る こ とで ある。 家 の仕 事 に精 通 し、財 産 は

収 入 を考 え て 出費 を決 め 、規則 を守 って 家 の秩 序

を維 持す る。学 問 は道 は おお よそ こ うい う もので

あ る」。(74)

こ こに あげ た江戸 時 代 の儒 学者 か らは、愛 の鞭

とい う ことの論 理 は全 く生 まれ て こな い。 日本 の

伝 統 的 な儒 学 の愛 の思 想 か ら鞭が 導 かれ て い く こ

とは程遠 いの で ある。 さ らに、仁 愛 の思 想 は、 困

難 をかか え た 人々や 貧 しき人 々 を あわれ み 、民 に

対 して 、愛 で統 治す る もの徳 と して 強調 された の

である。人 間は鳥獣 と同 じくではな く、愛敬 をもち、

仁 愛 を身 につ けて い くた め に学 び を大切 に した の



である。

中内敏夫は、 日本主義教育、東洋的精神とが

20世 紀以降の日本語に定着していく教育愛、キ

リスト教的アカペの愛とが結びついて、愛の鞭と

いう教員文化をつくりあげるというのである。本

論では、この反論の意図をもって、東洋的な精神、

日本の伝統的な儒教思想にみる愛の概念や子育て、

教育に関する見方を紹介してきたのである。

キリスト教的なアカペの愛のかたちで語られる

「教育」的体罰行為は、特有の技をつくりあげて

きたとする。このことを解き明かすことによって、

転生の契機をみつけだすことができると中内は力

説する。教育愛の発明装置が20世 紀に入って日

本語として定着していくとするのである。公教育

制度の完成のあとをうけて、母性愛の概念と連動

して、教育愛が児童の世紀における心性史の社会

的装置として登場してくると中内敏夫はのべる。

教育愛の概念は、教育熱心、職務への忠誠とし

て浸透していくと中内はみる。懲戒としての体罰は、

教育愛の心意によって義認されていく論理飛躍も

展開していく。教師がもつ教育愛の信念が個人に

根ざした信念ではなく、皇国の道に即した信念で

あり、日本主義教育論のなかで、東洋精神と国体

への忠誠ということが愛の鞭という教員文化になっ

ていくと中内は説明する。江戸時代の儒教文化の

仁愛概念を探り、そのなかに普遍的な人間性の尊

重という温和慈愛の精神が含まれているいたので

あり、西洋的な文化からみればヒューマニズムの

思想が内包されていたのである。

ここには、愛の鞭という論理につながるもので

はない。愛の鞭の論理は、近代の学校制度のなかで、

効率的な教育システムや弱肉強食の競争主義原理、
一部の教師の立身出世主義や権力 ・支配欲がつく

りだしたものである。それは、教師側の知識、文化、

道徳等の能力の絶対的優位性が、権力 ・支配力に

つながり、学校のもつ閉鎖性や排他主義が拍車を

かけていくものであった。愛の鞭論もこのなかで

理解していくことが必要である。日本の地域にお

ける文化センター的学校の役割が、閉鎖性や排他

性を克服し、その弊害をやわらげたことも重視し

なければならない。

中内敏夫は、教育愛と愛の鞭を日本主義教育、

皇 国 の道 に導 く教育 の な かで 媒介 項 として結 び つ

け るので あ る。 こ こにも、教 育愛 は、 母性 愛 の概

念 と連動 して親 自身の 気持 ち を理 解 しな が ら、 教

育 実 践 を して い く とい う ことで体 罰 が容 認 され る

と い う。 子 どもの学 習 や発 達保 障 は 、親 の気 持 ち

か ら信託 され る とい う ことで 、教 育愛 を もって 職

務へ の忠 誠を もつ とい うことが理解で きる。 しか し、

そ の ことが 、皇 国 の道 に即 した 国体 の忠 誠 とい う

ことで体 罰 が合 理化 され る こ とは、 論理 の 飛躍 で

あ る。

中内敏 夫 は、 教育 愛 を も って いる個 々の教 員 の

心 性 が、 体 罰 を作 り出す教 員 文化 の歴 史 的所 産 で

あ る とす るので あ る。 こ こで のキ リス ト教 にお け

る アガペ の愛 は、愛 す る者 を価 値 あ る者 に して い

くとい う神 の愛 で あ る。神 は人 を作 った とい う こ

とで 隣人 を愛 せ よ 、敵 を も愛せ よ、憎 む 者 を愛 せ

よ とい う こ とで あ る。 神 は無 限で 無償 の愛 を もっ

て いるが 、神 が 創造 した この 世 は、悪 と悲惨 が 現

実 に存在 す る。 神 の愛 を知 り、受 け 入れ る ことで

あ る とい う ことで 、人 間 的解放 につ なが って い く

と考 える 。

これ らの議 論 は 、実 際 の教員 の体 罰 の問題 を教

員 文化 のな かで 合理 化 す る もので あ り、 また、 決

して 、 日本 の伝 統 的な 文化 、 日本 の伝 統 的 な学 問

と教 育 に即 した もので は な い。む しろ、 近代 学 校

教 育 制度 が 生 んだ もの で あ り、資 本 主義 的 な分 業

社会 のなかでの弱肉強食 の競争主義 による効率主義、

成果主義 をもちなが ら、 同時 に、学校の もつ閉鎖性 ・

排 他 主義 によ る強制 力 、教 師 の誇 大 妄想 の感 情 が

つ く りだ した もの であ る。

む しろ、 日本 的 な伝 統主 義 が コ ミュニ テ ィ を大

切 に し、 仁愛 の精神 が 学 問の基 礎 と して 発展 して

きた ことに重き を置 きなが ら、地域 の文化 セ ンター

と して の学校 、地 域で の協 同 によ る暮 らしの文化 、

学 校 の外 とのつ な が りが大 切 で ある 。そ して、 学

校 の もつ 社 会的 役割 か らの社 会 と学校 との結 び つ

きな どか ら、教 員体 罰 の克 服 問題 に向か っ て い く

ことが必 要 で ある 。 この 際 に、教 員 自身が学 級 王

国 にな らな い よ うに教 員集 団 に よる 自治 的 な研 修

によ る切磋 琢磨 が求 め られて い るので あ る。
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